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ご挨拶 

 

 

 新潟市医師会では、平成 24 年度より、独自の研究助成事業を開始致しま

した。私たちは、新潟市における地域医療・保健・福祉の充実、向上に貢

献することを医師会の基本的な役割の一つと考えており、この目的にかな

う研究に助成する事業です。この助成事業の特徴は、応募資格を医師だけ

でなく医師以外の研究者にも広く門戸を開いていることにあります。医師

会員が共同研究者に入る条件がありますが、医療、福祉、介護の現場で活

動されている多くの方々に研究を立ち上げていただければと思っておりま

す。 

 12 年目の今回は、14 件の応募があり、９名の外部委員と６名の医師会担

当理事から成る審査委員会で慎重に審査をし、昨年よりの継続研究５件と

新規応募研究５件の計 10 件の研究が採択されております。本日はその研究

成果を発表していただきます。 

 私たちが関わる医療、福祉、介護などの分野は相互に密接に関連してお

り、医師だけで解決できるものではなく、関連職種の相互連携が必要です。

これから発表していただく研究は、臨床と保健、福祉の連携を取り持つも

ので、保健活動や福祉・介護活動に携る、医師、看護師、福祉関係者の皆

様方が現場で仕事をして行く上で、大変役立つものであると思っておりま

す。研究発表について、それぞれの立場からいろいろと意見交換をしてい

ただき、考え方の共有や、新たな視点が生み出されて行くことを期待して

おります。 

 そして今後、これらの研究から、新たな医師会事業、新潟市の政策が立

ち上がり、市民の皆様の健康増進につながっていくことになればと願って

おります。 

 

令和６年１月 新潟市医師会長  浦野正美 



新潟市医師会
地域医療研究助成発表会

日　　時：令和6年１月27日（土）
開催形式：Zoomミーティングによるオンライン開催
参加方法：事前申込は不要です。下記URLもしくは右記QRコードにアクセスし、Zoomにご参加ください。

URL：https://us06web.zoom.us/j/86285092050?pwd=sDihMTiMBcLxe4nbHaARlFbM7Mi4Yp.1
（ミーティングID：862 8509 2050　パスコード：009878）

●Zoomの表示名は、氏名及びご所属「氏名（ご所属）」としていただきますようご協力をお願いいたします。    
●発表会資料は、1月中旬頃に新潟市医師会HP（https://www.niigatashi-ishikai.or.jp/medical/subsidy.html）に掲載予定です。

新潟大学大学院特別講義・新潟県医師会生涯教育講座※
※取得単位：3.0単位　カリキュラム内容：［6］医療制度と法律　［8］感染対策　［10］チーム医療　［11］予防と保健　［12］地域医療

詳細は新潟市医師会HPをご参照ください。（http://www.niigatashi-ishikai.or.jp/medical/subsidy.html）

開会挨拶：新潟市医師会長　浦野 正美14：30

17：00

第
12
回

14時30分から18時10分

発表
１

座長：山崎 哲  
「新型コロナウイルスワクチンの小児における発症・入院・後遺症予防効果の検討」

相澤 悠太 先生（新潟大学大学院医歯学総合研究科 小児科学分野）

発表
2

座長：島垣 斎（整形外科･皮膚科しまがきクリニック）
「新潟市かかりつけ診療所における骨粗鬆症診療の実態調査」

堀米 洋二 先生（新潟大学大学院医歯学総合研究科 健康寿命延伸・運動器疾患医学講座）

発表
3

座長：廣瀬 保夫（新潟市民病院 救命救急・循環器病・脳卒中センター）
「新潟市における循環器救急疾患連携への取り組み」

高山 亜美 先生（新潟大学医歯学総合病院 循環器内科／検査部）

発表
4

座長：丸田 秋男（新潟医療福祉大学 社会福祉学部）
「独居高齢者における栄養摂取状況および口腔健康状態の実態調査」

小田島 あゆ子 先生（新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔保健学分野）

発表
5

座長：熊谷 敬一（新潟メンタルクリニック）
「統合失調症入院患者における口腔機能と健康・栄養状態に関する包括的解析」

大竹 将貴 先生（新潟大学大学院医歯学総合病院 精神科）

発表
6

座長：井口 清太郎（新潟大学大学院医歯学総合研究科 地域医療確保・地域医療課題解決支援講座）
「アントラサイクリン心不全の早期発見のための地域連携の確立に向けた研究」

大倉 裕二 先生（新潟県立がんセンター新潟病院 内科（腫瘍循環器科））

発表
7

座長：関 奈緒（新潟大学 大学院保健学研究科 看護学分野）
「新潟市の高齢者施設における新型コロナウイルス感染症の血清疫学調査」

我妻 奎太 先生（新潟大学大学院医歯学総合研究科 国際保健学分野（公衆衛生））

発表
8

座長：齋藤 玲子（新潟大学大学院医歯学総合研究科 国際保健学分野）
「新潟市におけるCOVID-19の救急応需への影響調査」

佐藤 信宏 先生（新潟市民病院 救急科）

発表
9

座長：今井 利司（新潟市 福祉部）
「専門職による助言及びソーシャルワーカーによるコーディネート機能がケアマネジメントの質に与える影響－新潟市多職種

  合同介護予防ケアプラン検討会に着目した調査結果から 」 中井 良育 先生（藍野大学  医療保健学部 看護学科）

発表
10

座長：夏目 久義（新潟市 保健衛生部）
「新潟市における医療的ケア児への災害支援基盤強化の検討～防災シミュレーションの実践と成果～」

田中 美央 先生（新潟大学大学院 保健学研究科）

申込み・問合せ 新潟市医師会事務局 清水・本望
ＴＥＬ：025-240-4131／FAX：025-240-6760／メール：niigatashi@niigata.med.or.jp

閉会挨拶：新潟市医師会副会長　岡田 潔 背景の新潟病院（明治６～10年に撮影）は、
新潟での近代西洋医学発祥の地

特別
講演

「医師会と独占禁止法」
沢田 克己 先生（新潟大学 法学部 教授）

－

（新潟市保健所）



■ポスター背景写真：明治初期の新潟病院

新潟市の近代西洋医学は、現在の新潟大学付属病院の前身ともいえる「新潟病院」に始

まります。明治 6 年 7 月に（市制移行前の）新潟町の横三番町に仮設され、11 月に医

学町（現在の付属病院に隣接する「いこい公園」付近）に新築移転しました。同 9 年に

新潟町から新潟県に経営が移管し、同 10 年に県立新潟病院医学所と改称され、同 11 年

9 月に明治天皇の巡視がありました。同 12 年県立新潟医学校となり、病院はその付属

になりました。同 14 年に産婆教場、同 16 年に薬学校も併設され、新潟市はもとより、

新潟県内の医療・医事衛生教育の中心でした。（写真は同 6 年から 10 年の間に撮影され

たもの）
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特別講演

医師会と独占禁止法

沢田　克己

（新潟大学　法学部　教授）



【【特特別別講講師師紹紹介介】】  
  

沢沢田田  克克己己    

KKaattssuummii  SSaawwaaddaa    
 
新潟大学 法学部 教授 

 

経経  歴歴  

新潟大学 法文学部 法学科 

新潟大学大学院 法学研究科 修士課程 

京都大学大学院 法学研究科 博士後期課程 

 

活活  動動  

国土交通省北陸信越地方交通審議会 船員部会 部会長 

国土交通省北陸信越地方運輸局 あっせん員候補者 

新潟県 情報公開審査会 委員 

新潟県 個人情報保護審査会 委員 

新潟県 健康づくり・スポーツ医科学センター倫理審査委員会 委員 

新潟県後期高齢者医療広域連合 情報公開・個人情報保護審査会 委員長 

新潟市 情報公開制度運営審議会 委員長 

新潟市 消費生活審議会 会長 

新潟市 消費者苦情処理委員会 委員 

新潟市 消費者教育推進地域協議会 会長 

新潟県 三条市 情報公開・個人情報保護審査会 委員長 

新潟県 三条市 行政不服審査会 委員 

新潟県 東蒲原郡 阿賀町 入札監視委員会 委員長 

新潟県 糸魚川市 入札監視委員会 委員長 

新潟県 西蒲原郡 弥彦村 入札制度審議会 

新潟県弁護士会 懲戒委員会 委員 

他多数   

 

主主なな著著書書((共共編編著著))  

『会社法基本判例』同文舘出版 

『国際貿易と労働基準・環境保護』信山社 

『新現代経済法入門』法律文化社 

『新現代経済法入門 (第２版) 』法律文化社 

『新現代経済法入門 (第３版) 』法律文化社 

『情報通信の規制と競争政策－市場支配力規制の国際比較』白桃書房 

『公的規制の法と政策』法政大学出版局 

他多数 

 

医医師師会会とと独独占占禁禁止止法法  

新潟大学法学部 

教授 沢田克己 
ははじじめめにに  

 
独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)は、第二次世界大戦後、経

済民主化政策として実施された財閥解体や経済力の過度な集中の防止を維持、継続する役

割を担うことを期待されて、1947年(昭和22年)に制定され、同年に同法を運用する機関とし

て公正取引委員会が設立された。 

独禁法の目的は、「私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配

力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な

制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促

進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、

以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進するこ

と」とされている（１条）。独占禁止法はこの目的の下で公正で自由な競争を促進する競争

政策の定着を目指してきた。その後、現在に至るまで幾度も改正が行われ、独禁法の補完的

存在である下請代金支払遅延等防止法や景品表示法の制定が制定されたほか、独占禁止法

上の考え方の明確化を図るために公正取引委員会によって多くのガイドラインが策定され

た。その中でも、公正取引委員会は1981年に「医師会の活動に関する独占禁止法上の指針」(1)

を策定した。 

本講演では、これまで医師会においてどのような独占禁止法上の問題があった過去の事

例を明らかにする。さらに今後起こり得る問題とそれに対し考えられる対応策や取り組み

を紹介する。 
 
第第１１章章  医医師師会会ににつついいてて  

 
医師会における独占禁止法上の問題を取り上げるにあたり、まず、医師や医師会の事業者

性、医師会の活動に関する独占禁止法上の指針について検討する。 

 

１１．．医医師師のの事事業業者者性性・・医医師師会会のの事事業業者者団団体体性性  

 

独占禁止法が規制の対象とするのは、事業者である。独占禁止法は２条１項において、独

占禁止法における事業者は「商業、工業、金融業その他の事業を行う者」と広く定義してい

る。ここで言う事業は最高裁によって、「なんらかの経済的利益の供給に対応し反対給付を

反復継続して受ける経済活動を指し、その主体の法的性格は問うところではない」 （東京都
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都営芝浦屠蓄場事件最高裁(１小)平元12.14民集43巻12号2078頁）とされている。商法上の

商人や会社法の会社に限定されるわけではない。 

医師のような専門的知識や技術の提供を業とする「自由業」について、以前は個人的な職

業であるという性格が強く商工業のような企業性を持たないこと等を理由として、その事

業者性を消極的に解する学説があった。しかし、商工業と同様に対価を得て為される経済活

動である点に差違がある訳ではなく、競争制限的行為の弊害も生じてきたことから独占禁

止法が適用されることに現在は異論はない。また、公正取引委員会によって制定された「事

業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(2)においても、一定の資格を有する者又は自

由業に属する者については、それらのものが業として経済活動を行う場合には事業者に該

当し、その結合体は事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とすれば事業

者団体に該当するとしており、本講演においてとりあげる医師・歯科医師の結合体である医

師会・歯科医師会も事業者団体に該当する。 

 

２２．．医医師師会会ととはは  

  

医師会とは「医師の職業団体」であり、国際的なものとしては、1947年に発足した世界医

師会(WMA)(3)、全国的なものとしては1916年に北里柴三郎博士らによって設立され、2013年

には公益社団法人と認められた日本医師会、1903年に設立され120年近い歴史を持つ日本歯

科医師会が挙げられる。医師会の加入は義務ではない。しかし、医師会は自治体が主導とな

って行う検診や予防接種などの医療業務の委託を受けているため、加入することで患者さ

んを獲得するきっかけが出来るということや医療の情報が入手しやすいというメリットが

ある。その一方で、地区によって異なるが年会費が負担(日本医師会の場合開業医の年会費

が12万円ほど)であるという点や診療以外の業務が増えるというデメリットもある。厚生労

働省が２年ごとに実施している医師・歯科医師・薬剤師統計の令和２年のデータによると全

国の医師数は339,623人、歯科医師数は10,443人である。これに対し、医師会の会員総数は

令和２年12月時点で173,895人(4)であることを踏まえると令和2年での医師会の加入率は約

51％、歯科医師会会員総数は平成31年４月時点で64,777人(5)であり、比較年数が異なるが予

測される加入率は約60％である。 

 
３３．．医医師師会会にによよるる独独占占禁禁止止法法違違反反事事例例  

 
これまで医師会が独占禁止法違反に問われた事例は、以下の通り。 

 

千葉市医師会事件(公取委勧告審決・昭55.6.19.審決集27巻39頁) 

豊橋市医師会事件(公取委勧告審決・昭55.6.19.審決集27巻44頁) 

和歌山市医師会事件(公取委勧告審決・昭55.9.29審決集27巻58頁) 

札幌歯科医師会事件(公取委勧告審決・昭56.2.18審決集27巻103頁) 

規制緩和による医師法・歯科医師法の改正以降 

上伊那歯科医師会事件(公取委勧告審決・平3.3.12審決集37巻73頁) 

愛媛県歯科医師会宇摩支部会事件(公取委・平8.4.12) 

立川市医師会事件(公取委勧告平9.2.5審決集43巻344頁) 

浜北市医師会事件(公取委勧告審決・平11.1.25審決集45巻185頁) 

観音寺市三豊郡医師会事件(東京高裁・平成13.2.16判時1470号13頁) 

四日市医師会事件(公取委勧告審決・平16.7.27) 

吉川松伏医師会事件(公取委排除措置命令平26.2.27審決集60-１巻410貢) 

 

昭和56年に一旦終熄したが、平成に入ってからは規制緩和の動きを受けた医師法・歯科医

師法の改正以降、違反事例が再発している。 
 
４４．．医医師師会会のの活活動動にに関関すするる独独占占禁禁止止法法上上のの指指針針  

 
千葉市医師会事件(6)や札幌市歯科医師会事件(7)において、新規開業を妨げる行為が独占禁

止法８条３号及び４号に違反するとされた。公正取引委員会はこのように医師会による独

占禁止法違反行為状況が多発していたことを踏まえ1981年(昭和56年)に、独禁法に抵触す

ることを未然に防ぐことを目的として、医師会の活動に関する独占禁止法上の指針を公表

した。この指針では、公正取引委員会が、独禁法が適用され違反となり得ると考えられる４

つの行為類型について定めている。次の通りである。 

 

(1) 新規開業の制限に関する行為 

新規開業をしようとしている医師が、医師会に入会を希望している場合には、医師会はこ

れを拒否して新規開業を不当に制限することや、会員が分院の設置や増床等を不当に制限

することは原則として違法となるが、他の医療機関の活動等に関する情報を流布すること

や、合理的な範囲内の助言をすることは原則として違反とならない。 

具体的には、新規開業をしようとする者に対して、規約により医療機関の数を限定するこ

とや新規開業の制限を目的として高額な医師会への入会金や負担金を強いることは独禁法

８条３号に違反し、病床数や医療機関の数を限定させることは独禁法８条４号に違反する。 

 

(2) 医療機関の事業活動に対する不当な妨害に関する行為等 

医師会が団体として会員又は非会員が開設している特定の医療機関の事業活動に関して、

不当な差別的取り扱いを行うことや不当な圧力を加えることは、原則として違反となる。 

具体的には、会員又は非会員からの行政機関等からの委託事業の受託について不当に制

限することは独禁法８条３号、４号に違反する。また、医薬品や医療機器の供給者に対して

－  4  －



都営芝浦屠蓄場事件最高裁(１小)平元12.14民集43巻12号2078頁）とされている。商法上の

商人や会社法の会社に限定されるわけではない。 

医師のような専門的知識や技術の提供を業とする「自由業」について、以前は個人的な職

業であるという性格が強く商工業のような企業性を持たないこと等を理由として、その事

業者性を消極的に解する学説があった。しかし、商工業と同様に対価を得て為される経済活

動である点に差違がある訳ではなく、競争制限的行為の弊害も生じてきたことから独占禁

止法が適用されることに現在は異論はない。また、公正取引委員会によって制定された「事

業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(2)においても、一定の資格を有する者又は自

由業に属する者については、それらのものが業として経済活動を行う場合には事業者に該

当し、その結合体は事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とすれば事業

者団体に該当するとしており、本講演においてとりあげる医師・歯科医師の結合体である医

師会・歯科医師会も事業者団体に該当する。 

 

２２．．医医師師会会ととはは  

  

医師会とは「医師の職業団体」であり、国際的なものとしては、1947年に発足した世界医

師会(WMA)(3)、全国的なものとしては1916年に北里柴三郎博士らによって設立され、2013年

には公益社団法人と認められた日本医師会、1903年に設立され120年近い歴史を持つ日本歯

科医師会が挙げられる。医師会の加入は義務ではない。しかし、医師会は自治体が主導とな

って行う検診や予防接種などの医療業務の委託を受けているため、加入することで患者さ

んを獲得するきっかけが出来るということや医療の情報が入手しやすいというメリットが

ある。その一方で、地区によって異なるが年会費が負担(日本医師会の場合開業医の年会費

が12万円ほど)であるという点や診療以外の業務が増えるというデメリットもある。厚生労

働省が２年ごとに実施している医師・歯科医師・薬剤師統計の令和２年のデータによると全

国の医師数は339,623人、歯科医師数は10,443人である。これに対し、医師会の会員総数は

令和２年12月時点で173,895人(4)であることを踏まえると令和2年での医師会の加入率は約

51％、歯科医師会会員総数は平成31年４月時点で64,777人(5)であり、比較年数が異なるが予

測される加入率は約60％である。 

 
３３．．医医師師会会にによよるる独独占占禁禁止止法法違違反反事事例例  

 
これまで医師会が独占禁止法違反に問われた事例は、以下の通り。 

 

千葉市医師会事件(公取委勧告審決・昭55.6.19.審決集27巻39頁) 

豊橋市医師会事件(公取委勧告審決・昭55.6.19.審決集27巻44頁) 

和歌山市医師会事件(公取委勧告審決・昭55.9.29審決集27巻58頁) 

札幌歯科医師会事件(公取委勧告審決・昭56.2.18審決集27巻103頁) 

規制緩和による医師法・歯科医師法の改正以降 

上伊那歯科医師会事件(公取委勧告審決・平3.3.12審決集37巻73頁) 

愛媛県歯科医師会宇摩支部会事件(公取委・平8.4.12) 

立川市医師会事件(公取委勧告平9.2.5審決集43巻344頁) 

浜北市医師会事件(公取委勧告審決・平11.1.25審決集45巻185頁) 

観音寺市三豊郡医師会事件(東京高裁・平成13.2.16判時1470号13頁) 

四日市医師会事件(公取委勧告審決・平16.7.27) 

吉川松伏医師会事件(公取委排除措置命令平26.2.27審決集60-１巻410貢) 

 

昭和56年に一旦終熄したが、平成に入ってからは規制緩和の動きを受けた医師法・歯科医

師法の改正以降、違反事例が再発している。 
 
４４．．医医師師会会のの活活動動にに関関すするる独独占占禁禁止止法法上上のの指指針針  

 
千葉市医師会事件(6)や札幌市歯科医師会事件(7)において、新規開業を妨げる行為が独占禁

止法８条３号及び４号に違反するとされた。公正取引委員会はこのように医師会による独

占禁止法違反行為状況が多発していたことを踏まえ1981年(昭和56年)に、独禁法に抵触す

ることを未然に防ぐことを目的として、医師会の活動に関する独占禁止法上の指針を公表

した。この指針では、公正取引委員会が、独禁法が適用され違反となり得ると考えられる４

つの行為類型について定めている。次の通りである。 

 

(1) 新規開業の制限に関する行為 

新規開業をしようとしている医師が、医師会に入会を希望している場合には、医師会はこ

れを拒否して新規開業を不当に制限することや、会員が分院の設置や増床等を不当に制限

することは原則として違法となるが、他の医療機関の活動等に関する情報を流布すること

や、合理的な範囲内の助言をすることは原則として違反とならない。 

具体的には、新規開業をしようとする者に対して、規約により医療機関の数を限定するこ

とや新規開業の制限を目的として高額な医師会への入会金や負担金を強いることは独禁法

８条３号に違反し、病床数や医療機関の数を限定させることは独禁法８条４号に違反する。 

 

(2) 医療機関の事業活動に対する不当な妨害に関する行為等 

医師会が団体として会員又は非会員が開設している特定の医療機関の事業活動に関して、

不当な差別的取り扱いを行うことや不当な圧力を加えることは、原則として違反となる。 

具体的には、会員又は非会員からの行政機関等からの委託事業の受託について不当に制

限することは独禁法８条３号、４号に違反する。また、医薬品や医療機器の供給者に対して
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ること、新規事業者の参入制限や既存事業者に対する排除行為は、市場メカニズムに直接的

な影響を及ぼすものであるとされている。これらの行為が、独禁法８条１号の規定に違反す

る。特に事業者団体による価格制限行為や入札談合に対して、８条１号が適用された事例は

数多くある。実際に価格が引き上げられていない場合であっても、市場支配力が維持、形成

または強化されていれば競争の実質的制限が認められる。また、競争の実質的制限の存否は

一律の基準によって判断するのではなく、個別具体的事案な事件ごとに総合的に判断され

る。 

これまでに本号が適用された事例は、医師会がインフルエンザ予防接種の料金を決定し、

会員である医師らに遵守させた三重県四日市市医師会事件(9)、取引先の競合が起こらないよ

うに同業者団体が取引先を制限した羊諦山麓アスパラガス振興会事件(10)などがある。 
 
２．２号 

８条２号では、事業者団体が第６条に規定する国際的協定又は国際契約をすることを禁

止している。６条が規定する国際的協定又は国際契約とは、不当な取引制限又は不公正な取

引方法に該当する事項を内容とするものである。現在までに適用事例は無い。 

 

３．３号 

８条３号では、一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限することを禁

止している。１号においても事業者に対する排除行為を禁止している旨を先述したが、１号

に違反するに至らない競争制限行為を禁止しており、具体的には本号では事業者の新規参

入を阻止し、現状を維持しているような場合にも本号は適用される。また、一定の事業分野

とは、事業者団体の構成員である事業者の活動領域の広がりを示す概念であり、これは事業

活動の範囲たる業種と活動範囲たる地理的範囲によって確定される。８条３号該当行為は、

課徴金対象類型ではないため、参入制限行為を広く迅速に規制対象とすることが可能であ

る。本号が適用された事例としては、観音寺市三豊郡医師会事件(11)などがある。 

 
４．４号 

８条４号では、構成事業者の機能又は活動を不当に制限することを禁止している。１号に

おいても構成事業者の活動制限は禁止行為に該当しているが、本号において禁止している

行為は、１号に至らない競争制限行為を禁止している。３号では現在又は将来の事業者を対

象としているが、本号では構成事業者のみを対象としている。これまでの事例は以下の４つ

の類型に分けることが可能である。 

① 構成事業者の市場シェアが小さい場合や、価格制限の対象となる製品が構成事業者の取

扱製品の一部のみに係るようなハードコア制限の場合。東京湾水先区水先人会事件(12)で

は会員が各々の判断により利用者と契約することを制限して、水先料の調整配分を行

っていた事例であり、これは構成事業者間の取引先制限カルテルと同様の機能を果た

特定の会員又は非会員に対して販売しないように不当に圧力をかけることは独禁法８条５

号違反となる。 

 

(3) 自由診療料金及び文書料金表の作成に関する行為 

自由診療料金は、歯列矯正やインプラント、人間ドッグなどの公的な医療保険が適用され

ない医療技術や薬剤による治療料金であり、治療にかかる金額は全て患者負担となる。また、

文書料金は生命保険会社等に保険金や手当金を請求する際に必要となる診断書や証明書、

意見書等の作成料のことであり、文書作成は治療の一環とは認められないため、この場合も

健康保険の適用外となる(8)。自由診療料金や文書料金を医師会が決定している場合には、原

則として違反となり、医師会が料金の基準を示すことでさえ独禁法８条１号もしくは４号

の違反となる。 

 

(4) 診療時間及び広告に関する行為 

医師会のなかには、診療時間について取り決める場合や、広告について医療法による規制

以上の制限を行っている場合があるが、診療時間については合理的な範囲内のものであっ

て、その遵守を会員に強制しないものであれば、原則として違反とはならず、広告に関る制

限についても同様に考えられている。 

 
第第２２章章  独独占占禁禁止止法法８８条条：：  事事業業者者団団体体にに対対すするる規規則則ににつついいてて  

 
独占禁止法８条では、事業者団体に対して以下の規制をしている。 

一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 

二 第６条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 

三 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。 

四 構成事業者（事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。）の機能又は活動 

を不当に制限すること。 

五 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。 

 

以下に、各号がどのようなことを指しているのか具体的事例を挙げながら説明する。 
 

１．１号 

８条１号では、事業者団体が一定の取引分野における競争を実質的に制限することを禁

止している。一定の取引分野における競争の実質的制限とは、判例上、ある程度自由に、価

格や品質、数量を事業者団体が左右することによって、その事業者団体が市場支配力を維持、

形成、強化していくことを意味する。平成７年に制定された事業者団体ガイドラインでも、

価格や数量以外にも顧客や販路、供給のための設備等重要な競争手段であることに制限す
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ること、新規事業者の参入制限や既存事業者に対する排除行為は、市場メカニズムに直接的

な影響を及ぼすものであるとされている。これらの行為が、独禁法８条１号の規定に違反す

る。特に事業者団体による価格制限行為や入札談合に対して、８条１号が適用された事例は

数多くある。実際に価格が引き上げられていない場合であっても、市場支配力が維持、形成

または強化されていれば競争の実質的制限が認められる。また、競争の実質的制限の存否は

一律の基準によって判断するのではなく、個別具体的事案な事件ごとに総合的に判断され

る。 

これまでに本号が適用された事例は、医師会がインフルエンザ予防接種の料金を決定し、

会員である医師らに遵守させた三重県四日市市医師会事件(9)、取引先の競合が起こらないよ

うに同業者団体が取引先を制限した羊諦山麓アスパラガス振興会事件(10)などがある。 
 
２．２号 

８条２号では、事業者団体が第６条に規定する国際的協定又は国際契約をすることを禁

止している。６条が規定する国際的協定又は国際契約とは、不当な取引制限又は不公正な取

引方法に該当する事項を内容とするものである。現在までに適用事例は無い。 

 

３．３号 

８条３号では、一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限することを禁

止している。１号においても事業者に対する排除行為を禁止している旨を先述したが、１号

に違反するに至らない競争制限行為を禁止しており、具体的には本号では事業者の新規参

入を阻止し、現状を維持しているような場合にも本号は適用される。また、一定の事業分野

とは、事業者団体の構成員である事業者の活動領域の広がりを示す概念であり、これは事業

活動の範囲たる業種と活動範囲たる地理的範囲によって確定される。８条３号該当行為は、

課徴金対象類型ではないため、参入制限行為を広く迅速に規制対象とすることが可能であ

る。本号が適用された事例としては、観音寺市三豊郡医師会事件(11)などがある。 

 
４．４号 

８条４号では、構成事業者の機能又は活動を不当に制限することを禁止している。１号に

おいても構成事業者の活動制限は禁止行為に該当しているが、本号において禁止している

行為は、１号に至らない競争制限行為を禁止している。３号では現在又は将来の事業者を対

象としているが、本号では構成事業者のみを対象としている。これまでの事例は以下の４つ

の類型に分けることが可能である。 

① 構成事業者の市場シェアが小さい場合や、価格制限の対象となる製品が構成事業者の取

扱製品の一部のみに係るようなハードコア制限の場合。東京湾水先区水先人会事件(12)で

は会員が各々の判断により利用者と契約することを制限して、水先料の調整配分を行

っていた事例であり、これは構成事業者間の取引先制限カルテルと同様の機能を果た

特定の会員又は非会員に対して販売しないように不当に圧力をかけることは独禁法８条５

号違反となる。 

 

(3) 自由診療料金及び文書料金表の作成に関する行為 

自由診療料金は、歯列矯正やインプラント、人間ドッグなどの公的な医療保険が適用され

ない医療技術や薬剤による治療料金であり、治療にかかる金額は全て患者負担となる。また、

文書料金は生命保険会社等に保険金や手当金を請求する際に必要となる診断書や証明書、

意見書等の作成料のことであり、文書作成は治療の一環とは認められないため、この場合も

健康保険の適用外となる(8)。自由診療料金や文書料金を医師会が決定している場合には、原

則として違反となり、医師会が料金の基準を示すことでさえ独禁法８条１号もしくは４号

の違反となる。 

 

(4) 診療時間及び広告に関する行為 

医師会のなかには、診療時間について取り決める場合や、広告について医療法による規制

以上の制限を行っている場合があるが、診療時間については合理的な範囲内のものであっ

て、その遵守を会員に強制しないものであれば、原則として違反とはならず、広告に関る制

限についても同様に考えられている。 

 
第第２２章章  独独占占禁禁止止法法８８条条：：  事事業業者者団団体体にに対対すするる規規則則ににつついいてて  

 
独占禁止法８条では、事業者団体に対して以下の規制をしている。 

一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 

二 第６条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 

三 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。 

四 構成事業者（事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。）の機能又は活動 

を不当に制限すること。 

五 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。 

 

以下に、各号がどのようなことを指しているのか具体的事例を挙げながら説明する。 
 

１．１号 

８条１号では、事業者団体が一定の取引分野における競争を実質的に制限することを禁

止している。一定の取引分野における競争の実質的制限とは、判例上、ある程度自由に、価

格や品質、数量を事業者団体が左右することによって、その事業者団体が市場支配力を維持、

形成、強化していくことを意味する。平成７年に制定された事業者団体ガイドラインでも、

価格や数量以外にも顧客や販路、供給のための設備等重要な競争手段であることに制限す
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や社会保険等に関する情報の伝達、行政機関に対する各種申請書等の提出の代行などの業

務上必要な便宜を幅広く提供していた。そして、自らの団体に加入しなければ、業務上必要

な便宜を受けることができず、診療の面においても他の会員医師の協力を求めることが困

難であり、そのため地区内の開業医のほとんどは原告の会員となっている。 

昭和50年９月、原告は患者の取合いを防止する目的で、香川県知事への許可申請に先立

って医療機関の開設、病床の増設の申し出を原告に申出させ、常会や理事会において、申

請の可否について審議してきた。その後、昭和53年には医療機関の病床数の増加、昭和60

年は診療科目の追加、さらに平成３年には病床数の増加につながる恐れがある増改築、平

成５年には老人保健施設の開設についても原告への申し出をしなければならないとし、相

談委員会における審議を経るべきであると決定した。当該申出に対して審議会では同意、

不同意、条件付きの同意又は保留の決定を行っており、原告からの決定を受けた者はそれ

に従っていた。 

 
法令の適用 

公正取引委員会は、原告による医療機関の開設の制限は、「観音寺三豊地区の開業医にお

ける事業者の数を制限している」という点において独占禁止法８条１項３号(現行法８条３

号)違反であり、また会員の行う病床の増設および増改・診療科目の追加・老人保健施設の

開設の制限は「事業者である医師の機能又は活動を不当に制限している」という点において

同条１項４号(現行法８条４号)に違反であるとし、排除措置を命じる審判審決を行い、競争

制限行為に当たる旨を認めた。 

このことに対し、原告側は審決の事実認定が証拠に欠ける点、国民皆保険の下で価格競争

が存在しない医療分野では、市場に任せておくことによって国民の健康な生活を保障する

ことができないという点、当該事業分野への新規参入が難しい状況でなければならないと

いう点を主張し、地域医療向上のための合理的な規則であるから自身の行為の正当性を示

し、本審決の取り消しを求めた。しかし裁判所は審判審決と原告の行為は同様に独禁法違反

と認められ、請求は棄却された。 
 

本判決の意義や問題点に関して 

本件が起こる以前にも医師会や歯科医師会による医療機関の開設等への制限に対する独

禁法の適用事例は多く存在し、前述したように公取委により「医師会の活動に関する独占禁

止法上の指針」が昭和56年に示されていた。そのような中で本件は、医師会の事件に初めて

司法判断が下されたという点において意義がある。また、本判決よりも以前から公正取引委

員会は千葉市医師会事件や浜北市医師会事件などで医師会による競争制限的な行為につい

て審決を繰り返し発しており、観音寺市三豊郡医師会が公正取引委員会の勧告を不応諾と

し、審判手続きに臨んだことは、医業への独占禁止法の適用についての運用を世に問う決意

のものだったのではないかと思われる。 

していたが、制限の程度から８条１号違反に至ることがなく、４号の違反となった。 

② 料金等について認可制度がある市場における、構成事業者の申請料金を制約する場合。

料金が自動的に認可されるような場合には８条１号違反になるが、申請料金が必ずし

も認可されない場合には申請行為の制約と市場への影響との因果関係は切断され、こ

のような場合に８条４号が適用される。事例としては日本冷蔵倉庫協会事件(13)がある。 

③ 販売方法や広告などの間接的な競争手段について構成事業者の活動を制限した場合。

しかし、非価格の制限であったとしても、i価格制限と同視できる場合や、ii非価格制

限が価格制限とともに行われている場合には８条１号違反を認定することもある。広

告制限を課した事例としては浜北市医師会事件(14)があげられる。 

④ 構成事業者に自主規制や自主認証・認定について遵守を強制する場合や、構成事業者

間で差別的な適用を行う場合。ただ、環境への影響が懸念される製品の製造販売停を

するように取り決めを行うことについて、この取り決めはあくまでも任意の判断によ

るものであるため会員間で不当に差別的なものにはならないこと等を理由として独

占禁止法上問題となるものではないとした例もある(15)。 

 
５．５号 

８条５号では、事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすることを禁

止しており、ここでの事業者は構成事業者に限られない。また、「させるようにする」とあ

るが、これは強制させるという訳ではなく、事業者に対して不公正な取引方法に該当する行

為をさせるように働きかけるだけで良い。これまでに本号が適用された例としては、事業者

団体が構成事業者の取引先である資機材供給業者(アウトサイダー)に対して新規参入業者

に資機材を供給しないようにさせている(間接取引拒絶)とした、東日本おしぼり協同組合

事件(16)、小売事業者の団体が卸売業者に対して再販売価格を守らない小売店への出荷を停

止させた家電器具市場安定協議会事件(17)などがある。 

第３章医師会による独占禁止法違反事例 

以下に独占禁止法の法的措置を受けた医師会に関する事例を、「医師会に関する独占禁止法

上の指針」と照らし合わせながら３つ紹介する。 
 
事例Ⅰ 観音寺市三豊郡医師会事件(18) 

 

事実の概要 

本件は、公正取引委員会(被告)が原告(観音寺市三豊郡医師会)による独占禁止法違反を

認定し、排除措置を命じた審決に対する取消訴訟である。 

原告である香川県観音寺市および三豊郡を地区としていた医師会は、総会及び理事会を

置き、理事会においては医師会の執行やその他の事項に関する決定を行っている。また、原

告は会員に対して医療に関する様々な研修の実施、関係行政機関から発せられる通達・医療

－  8  －



や社会保険等に関する情報の伝達、行政機関に対する各種申請書等の提出の代行などの業

務上必要な便宜を幅広く提供していた。そして、自らの団体に加入しなければ、業務上必要

な便宜を受けることができず、診療の面においても他の会員医師の協力を求めることが困

難であり、そのため地区内の開業医のほとんどは原告の会員となっている。 

昭和50年９月、原告は患者の取合いを防止する目的で、香川県知事への許可申請に先立

って医療機関の開設、病床の増設の申し出を原告に申出させ、常会や理事会において、申

請の可否について審議してきた。その後、昭和53年には医療機関の病床数の増加、昭和60

年は診療科目の追加、さらに平成３年には病床数の増加につながる恐れがある増改築、平

成５年には老人保健施設の開設についても原告への申し出をしなければならないとし、相

談委員会における審議を経るべきであると決定した。当該申出に対して審議会では同意、

不同意、条件付きの同意又は保留の決定を行っており、原告からの決定を受けた者はそれ

に従っていた。 

 
法令の適用 

公正取引委員会は、原告による医療機関の開設の制限は、「観音寺三豊地区の開業医にお

ける事業者の数を制限している」という点において独占禁止法８条１項３号(現行法８条３

号)違反であり、また会員の行う病床の増設および増改・診療科目の追加・老人保健施設の

開設の制限は「事業者である医師の機能又は活動を不当に制限している」という点において

同条１項４号(現行法８条４号)に違反であるとし、排除措置を命じる審判審決を行い、競争

制限行為に当たる旨を認めた。 

このことに対し、原告側は審決の事実認定が証拠に欠ける点、国民皆保険の下で価格競争

が存在しない医療分野では、市場に任せておくことによって国民の健康な生活を保障する

ことができないという点、当該事業分野への新規参入が難しい状況でなければならないと

いう点を主張し、地域医療向上のための合理的な規則であるから自身の行為の正当性を示

し、本審決の取り消しを求めた。しかし裁判所は審判審決と原告の行為は同様に独禁法違反

と認められ、請求は棄却された。 
 

本判決の意義や問題点に関して 

本件が起こる以前にも医師会や歯科医師会による医療機関の開設等への制限に対する独

禁法の適用事例は多く存在し、前述したように公取委により「医師会の活動に関する独占禁

止法上の指針」が昭和56年に示されていた。そのような中で本件は、医師会の事件に初めて

司法判断が下されたという点において意義がある。また、本判決よりも以前から公正取引委

員会は千葉市医師会事件や浜北市医師会事件などで医師会による競争制限的な行為につい

て審決を繰り返し発しており、観音寺市三豊郡医師会が公正取引委員会の勧告を不応諾と

し、審判手続きに臨んだことは、医業への独占禁止法の適用についての運用を世に問う決意

のものだったのではないかと思われる。 

していたが、制限の程度から８条１号違反に至ることがなく、４号の違反となった。 

② 料金等について認可制度がある市場における、構成事業者の申請料金を制約する場合。

料金が自動的に認可されるような場合には８条１号違反になるが、申請料金が必ずし

も認可されない場合には申請行為の制約と市場への影響との因果関係は切断され、こ

のような場合に８条４号が適用される。事例としては日本冷蔵倉庫協会事件(13)がある。 

③ 販売方法や広告などの間接的な競争手段について構成事業者の活動を制限した場合。

しかし、非価格の制限であったとしても、i価格制限と同視できる場合や、ii非価格制

限が価格制限とともに行われている場合には８条１号違反を認定することもある。広

告制限を課した事例としては浜北市医師会事件(14)があげられる。 

④ 構成事業者に自主規制や自主認証・認定について遵守を強制する場合や、構成事業者

間で差別的な適用を行う場合。ただ、環境への影響が懸念される製品の製造販売停を

するように取り決めを行うことについて、この取り決めはあくまでも任意の判断によ

るものであるため会員間で不当に差別的なものにはならないこと等を理由として独

占禁止法上問題となるものではないとした例もある(15)。 

 
５．５号 

８条５号では、事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすることを禁

止しており、ここでの事業者は構成事業者に限られない。また、「させるようにする」とあ

るが、これは強制させるという訳ではなく、事業者に対して不公正な取引方法に該当する行

為をさせるように働きかけるだけで良い。これまでに本号が適用された例としては、事業者

団体が構成事業者の取引先である資機材供給業者(アウトサイダー)に対して新規参入業者

に資機材を供給しないようにさせている(間接取引拒絶)とした、東日本おしぼり協同組合

事件(16)、小売事業者の団体が卸売業者に対して再販売価格を守らない小売店への出荷を停

止させた家電器具市場安定協議会事件(17)などがある。 

第３章医師会による独占禁止法違反事例 

以下に独占禁止法の法的措置を受けた医師会に関する事例を、「医師会に関する独占禁止法

上の指針」と照らし合わせながら３つ紹介する。 
 
事例Ⅰ 観音寺市三豊郡医師会事件(18) 

 

事実の概要 

本件は、公正取引委員会(被告)が原告(観音寺市三豊郡医師会)による独占禁止法違反を

認定し、排除措置を命じた審決に対する取消訴訟である。 

原告である香川県観音寺市および三豊郡を地区としていた医師会は、総会及び理事会を

置き、理事会においては医師会の執行やその他の事項に関する決定を行っている。また、原

告は会員に対して医療に関する様々な研修の実施、関係行政機関から発せられる通達・医療

－  9  －－  8  －



を踏まえたうえで、排除措置を命じた。 

 

本審決について 

予防接種を巡る価格カルテルの疑いで医師会への立ち入り検査が行われるのは三重県四

日市市医師会事件に続いて本件が２度目である。本審決は前述した「医師会の活動に関する

独占禁止法上の指針」の行為類型のうち第３のものに当てはまる。また、これまでに地区医

師会が予防注射や健康診断などの自由診療に関して、どのくらいの料金が適正であるか分

かりにくいため他の会員の料金を取りまとめて情報提供をすることは独占禁止法上問題が

無いか、という相談内容があった。このことに対し、公正取引委員会は情報提供のために医

師会員らに対して自由診療料金のアンケート調査を行い、その集計結果を客観的に統計処

理し、調査結果を正しく公表し、平均値や特定の料金を強調せずに消費者も含め会員に配布

するものであれば、医師会員ら料金の共通の目安を与えるものではないため独占禁止法上

問題が無いとした。 

 

事例Ⅲ 社団法人浜北市医師会事件(20) 

 

事実の概要 

社団法人浜北市医師会は、昭和56年４月に設立された社団法人であり、総会及び理事会を

置き、理事会では会の運営に必要な事項に関する決定を行っている。また、医師会の運営に

関する会員の意見を聴取するために全体会と称する会合を必要に応じて開催している。 

浜北市医師会は、以前から全体会等において、医療機関相互の広告活動による患者の争奪

を防止すること等を目的として、医師会会員の広告方法等について検討していた。そこで、

平成７年２月頃に浜北市保健センターにて開催した総会において、浜北市医師会広告自粛

規定を決定し、同年４月１日から実施することとした。広告自粛規定の内容としては、①看

板以外の広告は、媒体を原則として定期刊行物の新聞、雑誌やチラシのみに限定し、バスや

電車内での広告等を禁止すること、広告をしても良い時期は医療機関の新規開業・移転の際

だけであるということ②看板については、自身の医療機関の所在地から１キロメートルを

超える場所に設置することを禁止し、また、１キロメートル以内に設置する場合においては、

設置個所を10箇所以内とすること③健康相談の実施に関する広告を行わないということ④

前記②に違反する看板を既に設置している医師会員は、当該看板を平成９年３月31日まで

に撤去するということであった。 

浜北市医師会は、広告自粛規程に違反していた看板を設置していた医師会員に対して、規

程を遵守するように要請し、違反看板をおおむね撤去させた。また、浜北市医師会の会員は

広告自粛規程をおおむね遵守していた。 

 

 

本件は前述の「医師会の活動に関する独占禁止法上の指針」で示された行為類型のうち１

と２に該当している。 

 

事例Ⅱ 一般社団法人吉川松伏医師会事件(19) 

 
事実の概要 

埼玉県の吉川市と松伏町の医師により構成された吉川松伏医師会は、総会及び理事会を

置き、理事会においては医師会の運営に関する事項の決定を行っていた。また、吉川松伏医

師会は医療機関の開設者又は管理者として医業に従事している医師(以下開業医)や、医療

機関の勤務医として医業に従事している医師らにより構成されており、吉川松伏地域内の

開業医の大部分は本医師会に加入していた。 

インフルエンザの任意予防接種は、国民健康保険等の公的医療保険制度が適用されない

自由診療にあたる。そのため、公費の助成対象となる部分を除いて受診者が費用を負担して

いる。また、吉川松伏医師会の会員が開設者又は管理者となっている医療機関におけるイン

フルエンザ任意予防接種の実施件数の合計は、吉川松伏地域でのインフルエンザ任意予防

接種実施件数の大部分を占めていた。 

そのような状況下において、平成23年10月14日に開催した理事会において、①13歳未満の

者を対象とする１回目のインフルエンザ予防接種料金を3,700円、１回目と同じ医療機関で

接種した場合の２回目の料金を2,650円とすること②13歳以上の者を対象とする１回目の

料金を4,450円とすることを決定し、同月17日にこのことを会員に周知した。また、翌年の

平成24年９月14日に開催した理事会においても、①13歳以上の者を対象とする１回目の料

金を3,700円、１回目と同じ医療機関で接種した場合の２回目の料金を2,600円とすること

②13歳以上の者を対象とする１回目の料金を4,450円以上、１回目と同じ医療機関で接種し

た際の２回目の料金を2,900円以上とすることを決定し、同月18日に会員に周知した。その

後、医師会会員が在籍する医療機関では、上記の決定に基づき、吉川松伏医師会が決定した

通りの料金を設定し、当該予防接種を実施していた。65歳未満のインフルエンザ予防接種の

料金は各医療機関が独自に設定することができ、吉川市や松伏町周辺の自治体では13歳以

上のインフルエンザ予防接種の料金はおおよそ3,000円ほどであり、吉川松伏医師会は

1,000円ほど割高であった。 

 

法令の適用 

上記のように吉川松伏医師会がインフルエンザ任意予防接種の料金を決定し、会員に周

知した行為は、吉川松伏地区のインフルエンザ任意予防接種の取引分野における競争を実

質的に制限していると公正取引委員会によって認められた。したがって、上記行為は独占禁

止法８条１号の規定に違反するものである。また、公正取引委員会が独占禁止法の規定に基

づいて審査を開始したことを契機として、吉川松伏医師会が違反行為を取りやめたこと等
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を踏まえたうえで、排除措置を命じた。 

 

本審決について 

予防接種を巡る価格カルテルの疑いで医師会への立ち入り検査が行われるのは三重県四

日市市医師会事件に続いて本件が２度目である。本審決は前述した「医師会の活動に関する

独占禁止法上の指針」の行為類型のうち第３のものに当てはまる。また、これまでに地区医

師会が予防注射や健康診断などの自由診療に関して、どのくらいの料金が適正であるか分

かりにくいため他の会員の料金を取りまとめて情報提供をすることは独占禁止法上問題が

無いか、という相談内容があった。このことに対し、公正取引委員会は情報提供のために医

師会員らに対して自由診療料金のアンケート調査を行い、その集計結果を客観的に統計処

理し、調査結果を正しく公表し、平均値や特定の料金を強調せずに消費者も含め会員に配布

するものであれば、医師会員ら料金の共通の目安を与えるものではないため独占禁止法上

問題が無いとした。 

 

事例Ⅲ 社団法人浜北市医師会事件(20) 

 

事実の概要 

社団法人浜北市医師会は、昭和56年４月に設立された社団法人であり、総会及び理事会を

置き、理事会では会の運営に必要な事項に関する決定を行っている。また、医師会の運営に

関する会員の意見を聴取するために全体会と称する会合を必要に応じて開催している。 

浜北市医師会は、以前から全体会等において、医療機関相互の広告活動による患者の争奪

を防止すること等を目的として、医師会会員の広告方法等について検討していた。そこで、

平成７年２月頃に浜北市保健センターにて開催した総会において、浜北市医師会広告自粛

規定を決定し、同年４月１日から実施することとした。広告自粛規定の内容としては、①看

板以外の広告は、媒体を原則として定期刊行物の新聞、雑誌やチラシのみに限定し、バスや

電車内での広告等を禁止すること、広告をしても良い時期は医療機関の新規開業・移転の際

だけであるということ②看板については、自身の医療機関の所在地から１キロメートルを

超える場所に設置することを禁止し、また、１キロメートル以内に設置する場合においては、

設置個所を10箇所以内とすること③健康相談の実施に関する広告を行わないということ④

前記②に違反する看板を既に設置している医師会員は、当該看板を平成９年３月31日まで

に撤去するということであった。 

浜北市医師会は、広告自粛規程に違反していた看板を設置していた医師会員に対して、規

程を遵守するように要請し、違反看板をおおむね撤去させた。また、浜北市医師会の会員は

広告自粛規程をおおむね遵守していた。 

 

 

本件は前述の「医師会の活動に関する独占禁止法上の指針」で示された行為類型のうち１

と２に該当している。 

 

事例Ⅱ 一般社団法人吉川松伏医師会事件(19) 

 
事実の概要 

埼玉県の吉川市と松伏町の医師により構成された吉川松伏医師会は、総会及び理事会を

置き、理事会においては医師会の運営に関する事項の決定を行っていた。また、吉川松伏医

師会は医療機関の開設者又は管理者として医業に従事している医師(以下開業医)や、医療

機関の勤務医として医業に従事している医師らにより構成されており、吉川松伏地域内の

開業医の大部分は本医師会に加入していた。 

インフルエンザの任意予防接種は、国民健康保険等の公的医療保険制度が適用されない

自由診療にあたる。そのため、公費の助成対象となる部分を除いて受診者が費用を負担して

いる。また、吉川松伏医師会の会員が開設者又は管理者となっている医療機関におけるイン

フルエンザ任意予防接種の実施件数の合計は、吉川松伏地域でのインフルエンザ任意予防

接種実施件数の大部分を占めていた。 

そのような状況下において、平成23年10月14日に開催した理事会において、①13歳未満の

者を対象とする１回目のインフルエンザ予防接種料金を3,700円、１回目と同じ医療機関で

接種した場合の２回目の料金を2,650円とすること②13歳以上の者を対象とする１回目の

料金を4,450円とすることを決定し、同月17日にこのことを会員に周知した。また、翌年の

平成24年９月14日に開催した理事会においても、①13歳以上の者を対象とする１回目の料

金を3,700円、１回目と同じ医療機関で接種した場合の２回目の料金を2,600円とすること

②13歳以上の者を対象とする１回目の料金を4,450円以上、１回目と同じ医療機関で接種し

た際の２回目の料金を2,900円以上とすることを決定し、同月18日に会員に周知した。その

後、医師会会員が在籍する医療機関では、上記の決定に基づき、吉川松伏医師会が決定した

通りの料金を設定し、当該予防接種を実施していた。65歳未満のインフルエンザ予防接種の

料金は各医療機関が独自に設定することができ、吉川市や松伏町周辺の自治体では13歳以

上のインフルエンザ予防接種の料金はおおよそ3,000円ほどであり、吉川松伏医師会は

1,000円ほど割高であった。 

 

法令の適用 

上記のように吉川松伏医師会がインフルエンザ任意予防接種の料金を決定し、会員に周

知した行為は、吉川松伏地区のインフルエンザ任意予防接種の取引分野における競争を実

質的に制限していると公正取引委員会によって認められた。したがって、上記行為は独占禁

止法８条１号の規定に違反するものである。また、公正取引委員会が独占禁止法の規定に基

づいて審査を開始したことを契機として、吉川松伏医師会が違反行為を取りやめたこと等
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断することが容易ではない場合があるのではなかろうか。 

このように医師らが医師会の活動内容が独占禁止法違反であるか否かを判断することが

難しい状況に対して考えられる対応策は、次の通りである。まず第一に、公正取引委員会に

設けられた一般相談制度や事前相談制度を積極的利用することである。「医師会の活動に関

する独占禁止法上の指針」でも冒頭に個々の事案ごとに判断を要する場合も多いと考えら

れるため、相談制度の利用を勧めている。しかし、本稿にて前述した医師会における独占禁

止法が適用された３つの事例では、相談できる場が存在していたのにも関わらず、相談制度

を活用していなかったと思われる。 

第二に、これまでの判例を参考とすることである。例えば、医師会が会員に対して及ぼす

ことのできる統制の範囲を検討するにあたっては、県歯科医師会から除名処分を受けた歯

科医師が同処分が無効であるとして会員たる地位の確認を求めて訴訟を起こした例(21)が参

考となる。 

 
(２)医師会がこれから抱えると予測される問題について 

医師会がこれから抱えると予測される問題として、コロナウイルス感染症のワクチンの

料金設定がある。感染症法では、重症化のリスクやウイルスの感染力に応じて感染症を１類

から５類に分類している。 

コロナ感染症が２類から５類感染症に引き下げられたため、国や自治体は患者に対して

の入院勧告、外出自粛要請、国への患者の全数報告がなくなったが、検査や予防接種、治療

費用は公費で負担されなくなっている。 

新型コロナウイルスが５類に引き下げられて全額公費によるコロナワクチン接種は令和

５年度で終了となるため、ワクチン料金は個人の負担となり、インフルエンザ任意予防接種

と同様に自由診療となる。自由診療となると医療機関自らが料金を設定することが可能と

なるため、吉川松伏医師会事件のようにワクチンの料金を医師会が強制してしまう事例が

発生する恐れがあると考えられる。過去の事例を繰り返さないためにも、注意すべきである。 
 

ままととめめ    

独占禁止法２条において、事業者は「商業、工業、金融業その他の事業を行う者」と広く

定義されており、医師のような専門的知識や技術の提供を業とする「自由業」についても独

占禁止法上の「事業者」に当たる。事業者団体に関しても、事業者の結合体は「事業者とし

て共通の利益を増進することを主たる目的とすれば事業者団体に当たる」としており、医師

会・歯科医師会も独占禁止法上の事業者団体に該当する。 

1981年には、公正取引委員会によって医師会の活動に関する独占禁止法上の指針が制定

され、具体的事例も取り上げながら、違反となり得る４つの行為類型に関してまとめている。

しかし、現状としてはガイドライン策定後にも関わらず、観音寺市三豊郡医師会事件や吉川

松伏医師会事件のような医師会による独占禁止法違反事例が多く発生している。医師会に

法令の適用 

浜北市医師会が医師会員に対して広告自粛規程を遵守させたことは、会員の広告活動を

制限しているものである。したがって、公正取引委員会はこの行為が構成事業者の機能又は

活動を不当に制限しているものであり独占禁止法８条１項４号(現行法８条４号)の規定に

違反するものであると認定した。 

 

本審決について 

本事例は前述した「医師会に関する独占禁止法上の指針」での行為類型の第４に該当する。

医療広告に関しては、昭和23年に制定された医療法３条、６条の５、６条の６において禁止

事項が明記されている。しかし、医療機関のウェブサイトについては規制対象としておらず

平成24年に制定された「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療

機関ホームページガイドライン)について」により自主的な取組を促していた。その後、美

容医療に関する相談件数の増加にともない消費者委員会によって医療機関のウェブサイト

に対する法的規制が必要である旨の建議が平成27年になされ、同建議を踏まえて平成29年、

医療法の一部を改正する法律により医療機関ウェブサイト等についても他の広告媒体と同

様に虚偽表示・誇大表示を禁止し、是正命令や罰則の対象とした。また、「医業若しくは歯

科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」に

おいても広告規制の対象範囲や禁止される広告などがまとめられている。 

このように医療広告については医療法や医療広告ガイドラインで規制されているが、医

師会ではそれ以上の規制を独自に定めている場合もあり、合理的な範囲内のもので遵守を

強制しないものであれば独禁法８条４号違反になることはない。 
 

第第４４章章  検検討討  

ここまで医師会における独占禁止法上の問題を取り上げてきた。ここでは前述した判例

を通しての問題点と医師会が抱えるのであろう新たな問題について検討する。 
 

(１)判例を通して 

まず、前述した判例を通しての問題点は「どこまでが合理的な範囲」なのかが分かりにく

いということである。観音寺市三豊郡医師会事件で裁判所は、医療の提供に関する制限はあ

くまでも医療法の目的である医療提供体制の確保を図り、国民の健康保持に寄与すること

に沿うものであり、その手段も医療法の認める範囲内のものに限られると指摘している。し

かし、具体的にどの範囲の制限行為が許容されるのかについては「合理的な範囲内で圧力・

強制にわたらない助言・指導・意見表明を行うことが許されるにとどまる」との規範から推

測するしかない。また、「医師会の活動に関する独占禁止法上の指針」においては違反とな

る具体的事例が示されてはいるとはいえ、合理的な範囲内であれば独占禁止法に抵触しな

い旨が記されており、医師ら自身が医師会の活動内容が独占禁止法違反であるか否かを判
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断することが容易ではない場合があるのではなかろうか。 

このように医師らが医師会の活動内容が独占禁止法違反であるか否かを判断することが

難しい状況に対して考えられる対応策は、次の通りである。まず第一に、公正取引委員会に

設けられた一般相談制度や事前相談制度を積極的利用することである。「医師会の活動に関

する独占禁止法上の指針」でも冒頭に個々の事案ごとに判断を要する場合も多いと考えら

れるため、相談制度の利用を勧めている。しかし、本稿にて前述した医師会における独占禁

止法が適用された３つの事例では、相談できる場が存在していたのにも関わらず、相談制度

を活用していなかったと思われる。 

第二に、これまでの判例を参考とすることである。例えば、医師会が会員に対して及ぼす

ことのできる統制の範囲を検討するにあたっては、県歯科医師会から除名処分を受けた歯

科医師が同処分が無効であるとして会員たる地位の確認を求めて訴訟を起こした例(21)が参

考となる。 

 
(２)医師会がこれから抱えると予測される問題について 

医師会がこれから抱えると予測される問題として、コロナウイルス感染症のワクチンの

料金設定がある。感染症法では、重症化のリスクやウイルスの感染力に応じて感染症を１類

から５類に分類している。 

コロナ感染症が２類から５類感染症に引き下げられたため、国や自治体は患者に対して

の入院勧告、外出自粛要請、国への患者の全数報告がなくなったが、検査や予防接種、治療

費用は公費で負担されなくなっている。 

新型コロナウイルスが５類に引き下げられて全額公費によるコロナワクチン接種は令和

５年度で終了となるため、ワクチン料金は個人の負担となり、インフルエンザ任意予防接種

と同様に自由診療となる。自由診療となると医療機関自らが料金を設定することが可能と

なるため、吉川松伏医師会事件のようにワクチンの料金を医師会が強制してしまう事例が

発生する恐れがあると考えられる。過去の事例を繰り返さないためにも、注意すべきである。 
 

ままととめめ    

独占禁止法２条において、事業者は「商業、工業、金融業その他の事業を行う者」と広く

定義されており、医師のような専門的知識や技術の提供を業とする「自由業」についても独

占禁止法上の「事業者」に当たる。事業者団体に関しても、事業者の結合体は「事業者とし

て共通の利益を増進することを主たる目的とすれば事業者団体に当たる」としており、医師

会・歯科医師会も独占禁止法上の事業者団体に該当する。 

1981年には、公正取引委員会によって医師会の活動に関する独占禁止法上の指針が制定

され、具体的事例も取り上げながら、違反となり得る４つの行為類型に関してまとめている。

しかし、現状としてはガイドライン策定後にも関わらず、観音寺市三豊郡医師会事件や吉川

松伏医師会事件のような医師会による独占禁止法違反事例が多く発生している。医師会に

法令の適用 

浜北市医師会が医師会員に対して広告自粛規程を遵守させたことは、会員の広告活動を

制限しているものである。したがって、公正取引委員会はこの行為が構成事業者の機能又は

活動を不当に制限しているものであり独占禁止法８条１項４号(現行法８条４号)の規定に

違反するものであると認定した。 

 

本審決について 

本事例は前述した「医師会に関する独占禁止法上の指針」での行為類型の第４に該当する。

医療広告に関しては、昭和23年に制定された医療法３条、６条の５、６条の６において禁止

事項が明記されている。しかし、医療機関のウェブサイトについては規制対象としておらず

平成24年に制定された「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療

機関ホームページガイドライン)について」により自主的な取組を促していた。その後、美

容医療に関する相談件数の増加にともない消費者委員会によって医療機関のウェブサイト

に対する法的規制が必要である旨の建議が平成27年になされ、同建議を踏まえて平成29年、

医療法の一部を改正する法律により医療機関ウェブサイト等についても他の広告媒体と同

様に虚偽表示・誇大表示を禁止し、是正命令や罰則の対象とした。また、「医業若しくは歯

科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」に

おいても広告規制の対象範囲や禁止される広告などがまとめられている。 

このように医療広告については医療法や医療広告ガイドラインで規制されているが、医

師会ではそれ以上の規制を独自に定めている場合もあり、合理的な範囲内のもので遵守を

強制しないものであれば独禁法８条４号違反になることはない。 
 

第第４４章章  検検討討  

ここまで医師会における独占禁止法上の問題を取り上げてきた。ここでは前述した判例

を通しての問題点と医師会が抱えるのであろう新たな問題について検討する。 
 

(１)判例を通して 

まず、前述した判例を通しての問題点は「どこまでが合理的な範囲」なのかが分かりにく

いということである。観音寺市三豊郡医師会事件で裁判所は、医療の提供に関する制限はあ

くまでも医療法の目的である医療提供体制の確保を図り、国民の健康保持に寄与すること

に沿うものであり、その手段も医療法の認める範囲内のものに限られると指摘している。し

かし、具体的にどの範囲の制限行為が許容されるのかについては「合理的な範囲内で圧力・

強制にわたらない助言・指導・意見表明を行うことが許されるにとどまる」との規範から推

測するしかない。また、「医師会の活動に関する独占禁止法上の指針」においては違反とな

る具体的事例が示されてはいるとはいえ、合理的な範囲内であれば独占禁止法に抵触しな

い旨が記されており、医師ら自身が医師会の活動内容が独占禁止法違反であるか否かを判
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(16) 公取委勧告審決平成７年４月24日審決集42巻119貢 

(17) 公取委勧告審決昭和32年10月17日審決集27巻116貢 

(18) 東京高裁平成13年2月16日審決集47巻545頁判時1740号13頁 

(19) 公取委排除措置命令平成26年2月27日審決集60-１巻410貢 

(20) 公取委勧告審決平11.1.25審決集45巻185頁 

(21) 前橋地判平成 11 年 11 月 19 日判時 1710 号 130 頁 

よる制限は合理的な範囲内であれば独占禁止法に抵触しないとされているが、合理的な範

囲内であるかどうかを医師ら自らが判断することは難しい場合があろう。そのため、医師会

による独占禁止法違反行為を未然に防ぐには、公正取引委員会が実施している相談制度の

積極的な活用を行うこと、これまでの相談事例や判例を簡易にまとめたガイドラインへの

アクセスをすることが必要であろう。 

また、医師会がこれから抱えると予測される問題としてはコロナウイルス感染症のワク

チンの料金設定である。コロナウイルス感染症は現在感染症法において５類とされている。

吉川松伏医師会事件と同様の事件は繰り返されてはならない。 

医療は市民が生きていくためになくてはならない存在である。現在の地域医療において

医師会の果たしている役割は大きく、さらに重要視されていくことは明白であり、医師会の

活動内容の適正さも同様に求められている。 
 
注注  

(1) 公正取引委員会「医師会の活動に関する独占禁止法上の指針」

〈https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/ishikai.html〉 

(2) 公正取引委員会「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」4貢 

〈https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/jigyoshadantai.html#cmsD12〉 

(3) 日本医師会世界医師会基礎データ1貢 

〈https://www.med.or.jp/dl-med/wma/wma_data_202210.pdf〉 

(4) 厚生労働省令和２(2020)年「医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」4貢 

〈https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/20/dl/R02_1gaikyo.pdf 〉 

(5) 公益社団法人日本歯科医師会会員数

〈https://www.jda.or.jp/jda/material/pdf/kaiinnsuu_H31-04.pdf〉 

(6) 公取委勧告審決昭和55年6月19日審決集27巻39貢 

(7) 公取委勧告審決昭和56年2月18日審決集27巻103貢 
(8) 国税庁別紙診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱い

について 

〈https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/141201/01.htm〉 

(9) 公取委勧告審決平成16年７月27日審決集51巻471貢 

(10) 公取委勧告審決昭和40年６月23日審決集13巻46貢 

(11) 東京高判平成13年２月16日審決集47巻545貢 

(12) 東京高判平成13年２月16日審決集47巻545貢 

(13) 公取委審判審決平成12年4月19日審決集47巻3頁 

(14) 公取委勧告審決・平11.1.25審決集45巻185頁 

(15) 公正取引委員会相談事例集平成24年度相談事例９ 

〈https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/h25/h24nendomokuji/h24nendo09.html〉 
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(16) 公取委勧告審決平成７年４月24日審決集42巻119貢 

(17) 公取委勧告審決昭和32年10月17日審決集27巻116貢 

(18) 東京高裁平成13年2月16日審決集47巻545頁判時1740号13頁 

(19) 公取委排除措置命令平成26年2月27日審決集60-１巻410貢 

(20) 公取委勧告審決平11.1.25審決集45巻185頁 

(21) 前橋地判平成 11 年 11 月 19 日判時 1710 号 130 頁 

よる制限は合理的な範囲内であれば独占禁止法に抵触しないとされているが、合理的な範

囲内であるかどうかを医師ら自らが判断することは難しい場合があろう。そのため、医師会

による独占禁止法違反行為を未然に防ぐには、公正取引委員会が実施している相談制度の

積極的な活用を行うこと、これまでの相談事例や判例を簡易にまとめたガイドラインへの

アクセスをすることが必要であろう。 

また、医師会がこれから抱えると予測される問題としてはコロナウイルス感染症のワク

チンの料金設定である。コロナウイルス感染症は現在感染症法において５類とされている。

吉川松伏医師会事件と同様の事件は繰り返されてはならない。 

医療は市民が生きていくためになくてはならない存在である。現在の地域医療において

医師会の果たしている役割は大きく、さらに重要視されていくことは明白であり、医師会の

活動内容の適正さも同様に求められている。 
 
注注  

(1) 公正取引委員会「医師会の活動に関する独占禁止法上の指針」

〈https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/ishikai.html〉 

(2) 公正取引委員会「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」4貢 

〈https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/jigyoshadantai.html#cmsD12〉 

(3) 日本医師会世界医師会基礎データ1貢 

〈https://www.med.or.jp/dl-med/wma/wma_data_202210.pdf〉 

(4) 厚生労働省令和２(2020)年「医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」4貢 

〈https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/ishi/20/dl/R02_1gaikyo.pdf 〉 

(5) 公益社団法人日本歯科医師会会員数

〈https://www.jda.or.jp/jda/material/pdf/kaiinnsuu_H31-04.pdf〉 

(6) 公取委勧告審決昭和55年6月19日審決集27巻39貢 

(7) 公取委勧告審決昭和56年2月18日審決集27巻103貢 
(8) 国税庁別紙診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱い

について 

〈https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/141201/01.htm〉 

(9) 公取委勧告審決平成16年７月27日審決集51巻471貢 

(10) 公取委勧告審決昭和40年６月23日審決集13巻46貢 

(11) 東京高判平成13年２月16日審決集47巻545貢 

(12) 東京高判平成13年２月16日審決集47巻545貢 

(13) 公取委審判審決平成12年4月19日審決集47巻3頁 

(14) 公取委勧告審決・平11.1.25審決集45巻185頁 

(15) 公正取引委員会相談事例集平成24年度相談事例９ 

〈https://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/h25/h24nendomokuji/h24nendo09.html〉 
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研究キーワード

新型コロナウイルス、 ワクチン、 小児

研究助成

[発表１]

新型コロナウイルスワクチンの小児における

発症 ・ 入院 ・ 後遺症予防効果の検討

相澤　悠太 （新潟大学大学院医歯学総合研究科　小児科学分野）

座長：山崎　哲（新潟市保健所）
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研研究究のの概概要要  

  

【研究の目的】 

新型コロナウイルスワクチンの小児における発症・入院・後遺症予防効果を明らかにする。 

 

【本研究の必要性、特色・独創的な点など】 

海外からは小児を含め新型コロナウイルスワクチンの有効性のデータが出てきているが、日本国内

のデータは特に小児ではほとんど無い。成人と比較して大きく下回っている小児のワクチン接種率向

上のためには、日本人におけるワクチンの有効性を評価し情報提供することが重要な手段となる。 

入院予防効果については、新潟市を含む新潟県全体の小児入院施設を対象に、新潟県内の人口あた

りの感染者数と入院者数のデータから算出する。発症・後遺症予防効果については、新潟市を中心とし

た新潟県内の小児科クリニックで、test-negative case-control デザインを用いて評価する。 

本研究は 3 年間の期間に渡って調査を行うことで、今後発生する新規の変異株に対してワクチンの

有効性を評価できることも期待され、本研究の強みとなる。研究期間の 3 年のうちに複数回の大きな

流行（波）が発生することが予想されるが、その間隔は不定期のため、年次計画を立てることは困難で

ある。その流行のたびに随時ワクチンの有効性を評価するとともに、後遺症については数か月単位で

持続する症状のため半年ごとに評価を行う。 

入院予防効果については、新潟市を含む新潟県全体の小児入院施設を対象にすでに協力体制を確立

しデータ収集が可能な状態である。発症・後遺症予防効果の検討を行う小児科クリニックとも、平素か

ら良好なコミュニケーションが取れている。 

小児におけるワクチンの有効性を本研究で示すことができれば、ワクチン接種率向上、新型コロナ

ウイルス感染症の入院者数の減少、医療・保健・福祉の安定した提供を通じて新潟市民の健康への貢献

が期待される。 

「ヘルシンキ宣言」、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を遵守して実施する。患者情報

については診療録のみから抽出し、患者の生体試料は使用しない研究であるため、オプトアウトによ

って研究概要の提示と拒否機会の提供を行う。本研究は通常の診療の内容について情報収集するため、

研究参加者への追加の侵襲や不利益が生じることはない。 

 

（流れ図） 
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研研究究のの概概要要  

  

【研究の目的】 

新型コロナウイルスワクチンの小児における発症・入院・後遺症予防効果を明らかにする。 

 

【本研究の必要性、特色・独創的な点など】 

海外からは小児を含め新型コロナウイルスワクチンの有効性のデータが出てきているが、日本国内

のデータは特に小児ではほとんど無い。成人と比較して大きく下回っている小児のワクチン接種率向

上のためには、日本人におけるワクチンの有効性を評価し情報提供することが重要な手段となる。 

入院予防効果については、新潟市を含む新潟県全体の小児入院施設を対象に、新潟県内の人口あた

りの感染者数と入院者数のデータから算出する。発症・後遺症予防効果については、新潟市を中心とし

た新潟県内の小児科クリニックで、test-negative case-control デザインを用いて評価する。 

本研究は 3 年間の期間に渡って調査を行うことで、今後発生する新規の変異株に対してワクチンの

有効性を評価できることも期待され、本研究の強みとなる。研究期間の 3 年のうちに複数回の大きな

流行（波）が発生することが予想されるが、その間隔は不定期のため、年次計画を立てることは困難で

ある。その流行のたびに随時ワクチンの有効性を評価するとともに、後遺症については数か月単位で

持続する症状のため半年ごとに評価を行う。 

入院予防効果については、新潟市を含む新潟県全体の小児入院施設を対象にすでに協力体制を確立

しデータ収集が可能な状態である。発症・後遺症予防効果の検討を行う小児科クリニックとも、平素か

ら良好なコミュニケーションが取れている。 

小児におけるワクチンの有効性を本研究で示すことができれば、ワクチン接種率向上、新型コロナ

ウイルス感染症の入院者数の減少、医療・保健・福祉の安定した提供を通じて新潟市民の健康への貢献

が期待される。 

「ヘルシンキ宣言」、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」を遵守して実施する。患者情報

については診療録のみから抽出し、患者の生体試料は使用しない研究であるため、オプトアウトによ

って研究概要の提示と拒否機会の提供を行う。本研究は通常の診療の内容について情報収集するため、

研究参加者への追加の侵襲や不利益が生じることはない。 

 

（流れ図） 

  

研究助成

[発表２]

堀米　洋二 （新潟大学大学院医歯学総合研究科　健康寿命延伸 ・ 運動器疾患医学講座）

研究キーワード

骨粗鬆症、 かかりつけ医、 内科、 生活習慣病、 健康寿命

座長：島垣　斎（整形外科･皮膚科しまがきクリニック）

新潟市かかりつけ診療所における

骨粗鬆症診療の実態調査
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み

、
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教
雄

）
、
山
本
智
章

）
、
古
山
雅
美

）
、
川
島
寛
之

）

新
潟
大
学
大
学
院
医
歯
学
総
合
研
究
科

健
康
寿
命
延
伸
・
運
動
器
疾
患
医
学
講
座

新
潟
県
立
新
発
田
病
院

整
形
外
科

新
潟
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院

新
潟
市
保
健
所

新
潟
大
学
大
学
院
医
歯
学
総
合
研
究
科

機
能
再
建
医
学
講
座

整
形
外
科
学
分
野

第
回
新
潟
市
医
師
会
地
域
医
療
研
究
助
成
発
表
会

於
新
潟
市

新新
潟潟
市市
かか
かか
りり
つつ
けけ
診診
療療
所所
にに
おお
けけ
るる

骨骨
粗粗
鬆鬆
症症
診診
療療
のの
実実
態態
調調
査査

～～
第第
一一
報報
～～

開
示
す
べ
き

な
し

背
景
と
目
的

健
康
な
ま
ま
天
寿
を
全
う
で
き
な
い
国

日
本

背
景

健健
康康
寿寿
命命
とと
平平
均均
寿寿
命命

女
性

男
性

健
康
寿
命
と
平
均
寿
命

年
厚
生
労
働
省

平
均
寿
命

健
康
寿
命

支
援
・
介
護
が

必
要
な
期
間

年

年
厚
生
労
働
省

第
回
健
康
日
本

（
第
二
次
）
推
進
専
門
委
員
会
資
料
よ
り
改
変

年
齢
（
歳
）

骨
は
治
っ
て
も
、
活
動
性
は
戻
ら
な
い
こ
と
も
あ
る

要要
支支
援援
・・
要要
介介
護護
のの
要要
因因 運
動
器
疾
患

認
知
症

脳
血
管
疾
患

高
齢
に
よ
る
衰
弱

心
疾
患

が
ん

そ
の
他

要
支
援
・
要
介
護
に
至
っ
た
原
因

年
厚
労
省

国
民
生
活
基
礎
調
査
の
概
況
よ
り
改
変

背
景
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入入
院院
件件
数数
・・
入入
院院
治治
療療
費費

病病
名名

医医
療療
費費
（（
億億
円円
））

％％

１
骨
折

脳
梗
塞

心
疾
患

虚
血
性
心
疾
患
を
除
く

悪
性
新
生
物

呼
吸
器
疾
患

肺
炎
を
除
く

病病
名名

件件
数数
（（
件件
））

％％

１
骨
折

脳
梗
塞

心
疾
患

虚
血
性
心
疾
患
を
除
く

呼
吸
器
疾
患

（
肺
炎
を
除
く
）

悪
性
新
生
物

新
潟
県
後
期
高
齢
者
医
療
疾
病
分
類
統
計
表
：
新
潟
県
後
期
高
齢
者
広
域
医
療
連
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

『
骨
折
』
は
い
ず
れ
も
第
一
位

新
潟
県
に
お
け
る
後
期
高
齢
者
の
入
院
件
数

と
入
院
医
療
費

（
20

19
年
）

骨
折
治
療
に
は
お
金
が
か
か
る

背
景

骨骨
折折
のの
問問
題題
点点

痛
い
！

健
康
寿
命
短
縮
、
要
介
護

介
護
の
負
担
、
離
職

入
院
治
療
費
の
増
大

介
護
費
の
増
大

患
者
さ
ん
本
人

家
族

行
政

問
題
が
お
よ
ぶ
の
は
患
者
さ
ん
本
人
だ
け
で
は
な
い

背
景

日
本
国
民
の

人
に
人
は
骨
粗
鬆
症

全
国
の
推
計
患
者
数

骨
粗
鬆
症

約
万万
人人

（
男
性

万万
人人
、
女
性

万万
人人
）

糖
尿
病

約
万
人

意意
外外
とと
身身
近近
なな
骨骨
粗粗
鬆鬆
症症
（（
有有
病病
者者
数数
とと
治治
療療
率率
））

骨
粗
鬆
症
の
予
防
と
治
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

20
15
年
版

20
16
年

国
民
健
康
・
栄
養
調
査

治
療
率

約約
山
内
ら
日
本
骨
粗
鬆
症
学
会
誌

20
10
年

健
康
日
本

21
（
第

2次
）
資
料
よ
り

で
も
、
治
療
さ
れ
て
い
な
い

→
リ
エ
ゾ
ン
（
連
携
）
サ
ー
ビ
ス背
景

骨骨
折折
リリ
エエ
ゾゾ
ンン
ササ
ーー
ビビ
スス
（（

））
クク
リリ
ニニ
カカ
ルル
スス
タタ
ンン
ダダ
ーー
ドド

背
景

－  26  －－  25  －



日日
本本
臨臨
床床
内内
科科
医医
会会

背
景

日
本
臨
床
内
科
医
会

会
長

菅
原
正
弘

先
生

日
本
臨
床
内
科
医
会

（
閲
覧
）

会
長
挨
拶
よ
り
一
部
抜
粋

骨
粗
鬆
症
、
過
活
動
膀
胱
、
疼
痛
を
主
に
扱
う
高
齢
女
性
を
対
象
と
し
た

「
女
性
の
ミ
カ
タ
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
普
及
に
も
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

参
画
医
療
機
関
は
検
索
で
き
ま
す
。

新
潟
市
内
：
施
設

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

↓

高
血
圧
、
糖
尿
病
、
脂
質
異
常
症

↓

心
筋
梗
塞
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脳
梗
塞
（

）

↓

リ
ハ
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発
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防

ロ
コ
モ
テ
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ブ
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ン
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鬆
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↓
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か
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医

整
形
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科
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りり
つつ
けけ
医医
にに
よよ
るる
骨骨
粗粗
鬆鬆
症症
診診
療療

生生
活活
習習
慣慣
病病
とと
しし
てて
のの
骨骨
粗粗
鬆鬆
症症

整
形
外
科

か
か
り
つ
け
医

整
形
外
科

か
か
り
つ
け
医背
景

大大
事事
なな
つつ
のの
連連
携携

か
か
り
つ
け
医

地
域
連
携

多
職
種
連
携

地
方
自
治
体

背
景

保
険
点
数
が
付
き
ま
し
た

回回
復復
期期
病病
院院

管管
理理
料料
２２

かか
かか
りり
つつ
けけ
医医
院院

管管
理理
料料
３３

急急
性性
期期
病病
院院

管管
理理
料料
１１

こ
れ
を
算
定
し
な
い
と
始
ま
ら
な
い背
景

二二
次次
性性
骨骨
折折
予予
防防
継継
続続
管管
理理
料料
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○
背
景

・
骨
粗
鬆
症
患
者

高
血
圧
や
糖
尿
病
と
い
っ
た
内内
科科
併併
存存
症症

非
整
形
外
科
かか
かか
りり
つつ
けけ
診診
療療
所所
へへ
のの
通通
院院

・
か
か
り
つ
け
診
療
所
に
お
け
る
骨
粗
鬆
症
診
療

患
者
の
通通
院院
負負
担担
がが
軽軽
減減

治治
療療
率率
向向
上上
に
寄
与
し
う
る

○
目
的

非
整
形
外
科
か
か
り
つ
け
診
療
所
に
お
け
る
骨
粗
鬆
症
診
療

の
実
態
を
調
査

そ
の
普
及
の
た
め
の
課
題

を
抽
出
し
、
解
決
策

を
提
示

背
景
と
目
的

内内
科科

研
究
計
画
概
要

概概
要要

研
究
計
画
概
要

アア
ンン
ケケ
ーー
トト
①①

年年
月月
実実
施施
済済

アア
ンン
ケケ
ーー
トト
②②

年
月
実
施
予予
定定

・
施
設
背
景

・
骨
粗
鬆
症
診
療
に
対
す
る
方
針

・
二
次
性
骨
折
予
防
継
続
管
理
料
の
算
定
状
況

・
同
管
理
料
が
診
療
方
針
に
与
え
た
影
響

・
骨
粗
鬆
症
診
療
を
行
う
上
で
の
不
安

・
施
設
背
景

・
骨
粗
鬆
症
診
療
に
対
す
る
方
針

・
二
次
性
骨
折
予
防
継
続
管
理
料
の
算
定
状
況

・
同
管
理
料
が
診
療
方
針
に
与
え
た
影
響

・
骨
粗
鬆
症
診
療
を
行
う
上
で
の
不
安

・
診
療
方
針
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
理
由

研
究
１

・
骨
粗
鬆
症
診
療
を
行
う
上
で
の
不
安

普
及
へ
の
課
題
を
抽
出

年
間

・
新
潟
市
医
師
会

総
会

・
本
発
表
会

・
新
潟
市
医
師
会

骨
粗
鬆
症
連
携

委
員
会

主
催
研
修
会
等

な
ど
で
宣
伝

・
同
意
が
得
ら
れ
た
診
療
所

→
骨
粗
鬆
症
診
療
に
積
極
的
な
診
療
所
と
し
て
公
表
し
ア
ク
セ
ス
を
容
易
に

研
究
２

・
診
療
方
針
に
変
更
が
あ
っ
た
診
療
所
の
理
由
、

施
設
背
景
を
解
析

普
及
に
向
け
た
課
題
解
決
策
を
提
示

本本
日日
のの
内内
容容

研
究
計
画
概
要

アア
ンン
ケケ
ーー
トト
①①

年年
月月
実実
施施
済済

アア
ンン
ケケ
ーー
トト
②②

年
月
実
施
予予
定定

・
施
設
背
景

・
骨
粗
鬆
症
診
療
に
対
す
る
方
針

・
二
次
性
骨
折
予
防
継
続
管
理
料
の
算
定
状
況

・
同
管
理
料
が
診
療
方
針
に
与
え
た
影
響

・
骨
粗
鬆
症
診
療
を
行
う
上
で
の
不
安

・
施
設
背
景

・
骨
粗
鬆
症
診
療
に
対
す
る
方
針

・
二
次
性
骨
折
予
防
継
続
管
理
料
の
算
定
状
況

・
同
管
理
料
が
診
療
方
針
に
与
え
た
影
響

・
骨
粗
鬆
症
診
療
を
行
う
上
で
の
不
安

・
診
療
方
針
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
理
由

研
究
１

・
骨
粗
鬆
症
診
療
を
行
う
上
で
の
不
安

普
及
へ
の
課
題
を
抽
出

年
間

・
新
潟
市
医
師
会

総
会

・
本
発
表
会

・
新
潟
市
医
師
会

骨
粗
鬆
症
連
携

委
員
会

主
催
研
修
会
等

な
ど
で
宣
伝

・
同
意
が
得
ら
れ
た
診
療
所

→
骨
粗
鬆
症
診
療
に
積
極
的
な
診
療
所
と
し
て
公
表
し
ア
ク
セ
ス
を
容
易
に

研
究
２

・
診
療
方
針
に
変
更
が
あ
っ
た
診
療
所
の
理
由
、

施
設
背
景
を
解
析

普
及
に
向
け
た
課
題
解
決
策
を
提
示
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対
象
と
方
法

研研
究究
１１

○
対
象

新
潟
市
医
師
会
会
員
名
簿
内
で

内内
科科
系系

ま
た
は
婦婦
人人
科科
系系

の
標
榜
科
を

標
榜
し
て
い
る
診
療
所

施
設

○
方
法
年
月

対
象
の
診
療
所
に

アア
ンン
ケケ
ーー
トト
用
紙
を
郵
送
し
回
答
を
得
た

対対
象象
とと
方方
法法

対
象
と
方
法

ア
ン
ケ
ー
ト
内
容

・
施
設
概
要

・
骨
粗
鬆
症
診
療
に
対
す
る
方
針

・
二
次
性
骨
折
予
防
継
続
管管
理理
料料
３３

（
以
下
、
管
理
料
３
）
の
算
定
状
況

・
管管
理理
料料
３３
の

骨
粗
鬆
症
診
療
方
針
の
変
化
へ
の
影
響

・
骨
粗
鬆
症
診
療
を
行
う
上
で
の
不
安

調調
査査
項項
目目

対
象
と
方
法

ア
ン
ケ
ー
ト
と
同
時
期
に
お
け
る

管
理
料
３
届
出
施
設
数

（
医
療
介
護
情
報
局

更
新
情
報
、

閲
覧
）

調調
査査
項項
目目

対
象
と
方
法

－  29  －



結
果

研研
究究
１１

有
効
回
答
数

施
設
、
回
答
率

回回
答答
施施
設設
概概
要要

結
果

内
科
系

内
科

消
化
器
内
科

循
環
器
内
科

呼
吸
器
内
科

ア
レ
ル
ギ
ー
科

神
経
内
科

糖
尿
病
内
科

漢
方
内
科

心
臓
内
科

老
年
内
科

代
謝
内
科

内
分
泌
内
科

婦
人
科
系

そ
の
他

注 １
内
科
系
と
婦
人
科
系
間
で
重
複
施
設
あ
り

２
内
科
系
の
中
の
標
榜
科
間
で
重
複
あ
り

３
そ
の
他
：
医
師
会
名
簿
で
は
標
榜
科
と
し
て

内
科
系
診
療
科
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、

ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
標
榜
科
と
し
て

回
答
し
な
か
っ
た
施
設

骨
粗
鬆
症
診
療
に
対
す
る
方
針

①
対
象
患
者
の
抽
出
、
治
療
開
始
を

自
院
で
行
っ
て
い
る

②
対
象
患
者
候
補
の
抽
出
を
行
い
、

他
院
に
紹
介
し
て
い
る

③
治
療
開
始
済
み
患
者
の
紹
介
が
あ
っ
た
場
合
、

治
療
継
続
を
行
っ
て
い
る

④
骨
粗
鬆
症
診
療
は
行
っ
て
い
な
い

骨骨
粗粗
鬆鬆
症症
診診
療療
にに
対対
すす
るる
方方
針針

結
果

骨
粗
鬆
症
診
療
方
針

①
②

③
④

の
か
か
り
つ
け
診
療
所
が

骨
粗
鬆
症
治
療
を
行
っ
て
い
る

管
理
料
３

①
②

③
④

⑤
⑥

管
理
料
３
に
つ
い
て

①
届
出
を
し
、
算
定
開
始
し
た

②
届
出
済
み
だ
が
、
ま
だ
算
定
患
者
は
い
な
い

③
届
出
に
向
け
て
具
体
的
な
準
備
中

④
届
出
を
し
た
い
が
、
具
体
的
な
準
備
は
し
て
い
な
い

⑤
二
次
性
骨
折
予
防
継
続
管
理
料
に
つ
い
て

知
っ
て
い
る
が
届
出
は
し
な
い

⑥
二
次
性
骨
折
予
防
継
続
管
理
料
を
知
ら
な
い

二二
次次
性性
骨骨
折折
予予
防防
継継
続続
管管
理理
料料
３３

結
果

届
出
済

管
理
料
３
を
知
ら
な
い

同
時
期
の
対
象
施
設
に
お
け
る
管
理
料
届
出
施
設

施
設
（

）
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骨
粗
鬆
症
診
療
方
針
の
変
化

①
②

③

管
理
料
３
の
保
険
収
載
前
後
（

年
月
以
前
以
後
）
で

骨
粗
鬆
症
診
療
に
対
す
る
方
針
に
変
化
は
あ
っ
た
か

①
あ
っ
た

②
な
か
っ
た

③
今
後
変
え
る
つ
も
り
で
あ
る

骨骨
粗粗
鬆鬆
症症
診診
療療
方方
針針
のの
変変
化化

結
果

管
理
料
に
よ
っ
て
診
療
方
針
が
変
わ
っ
た

診
療
所
は

骨
粗
鬆
症
診
療
を
行
う
上
で
の
不
安
に
感
じ
る
も
の

（
複
数
回
答
可
）

①
対
象
患
者
抽
出

②
薬
剤
選
択

③
効
果
判
定

④
副
作
用
対
策

⑤
収
益

⑥
そ
の
他

骨骨
粗粗
鬆鬆
症症
診診
療療
上上
のの
不不
安安

結
果

骨
粗
鬆
症
診
療
上
の
不
安

①
②

③
④

⑤
⑥二
大
不
安

・
薬
剤
選
択

・
効
果
判
定

収
益
の
不
安

が
自
院
で
で
き
な
い
。
導
入
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
か
。

治
療
終
了
の
目
安
が
わ
か
ら
な
い
。

薬
剤
の
安
定
供
給

ポ
リ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
患
者
の
薬
剤
の
優
先
順
位

考
察

研研
究究
１１

管
理
料
３
に
よ
っ
て
骨
粗
鬆
症
診
療
方
針
が
変
わ
っ
た
診
療
所

回
答
施
設
の
中
の
管
理
料
３
届
済
み
施
設

骨
粗
鬆
症
診
療
上
の
不
安

「
収
益
」

骨
粗
鬆
症
治
療
を
行
っ
て
い
る
か
か
り
つ
け
診
療
所

管
理
料
３
が
算
定
可
能
と
な
っ
た
こ
と
の

診
療
方
針
変
更
に
対
す
る
影
響
は
小
さ
い

そ
れ
で
も
、

多
く
の
か
か
り
つ
け
診
療
所
が

骨
粗
鬆
症
治
療
を
行
っ
て
い
る

管管
理理
料料
３３
とと
骨骨
粗粗
鬆鬆
症症
診診
療療
方方
針針

考
察

お
金
じ
ゃ
な
い
？
！
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か
か
り
つ
け
診
療
所
に
お
け
る
骨
粗
鬆
症
診
療
の
二
大
不
安

・
効
果
判
定

・
薬
剤
選
択

こ
れ
ら
は
整
形
外
科
で
行
う
こ
と
で
、
不
安
解
決
可
能

地
域
連
携

の
必
要
性

骨骨
粗粗
鬆鬆
症症
診診
療療
上上
のの
不不
安安

考
察

回
答
率

回
答
の
得
ら
れ
た
施
設
の
管
理
料
３
届
出
施
設
は

同
時
期
の
対
象
施
設
全
体
に
お
け
る
届
出
施
設
は

回
答
率
が
低
い

そ
れ
が
か
か
り
つ
け
診
療
所
に
お
け
る
骨
粗
鬆
症
診
療
へ
の
姿
勢
を
反
映
し

て
い
る
可
能
性

回
答
が
得
ら
れ
た
施
設
は
、
骨
粗
鬆
症
診
療
に
前
向
き
な
施
設
が
多
い
と
い

う
バ
イ
ア
ス

本本
研研
究究
のの
限限
界界

考
察

ま
と
め

研研
究究
１１

アア
ンン
ケケ
ーー
トト
①①
をを
もも
とと
にに
しし
たた
研研
究究
１１
よよ
りり

・
二
次
性
骨
折
予
防
継
続
管
理
料

が

か
か
り
つ
け
診
療
所
に
お
け
る
骨
粗
鬆
症
診
療
方
針
に

与
え
た
影
響
は
小
さ
い

・
か
か
り
つ
け
診
療
所
に
お
け
る

二
大
不
安

（
薬
剤
選
択
、
効
果
判
定
）
を
解
消
す
る
方
策
と
し
て

整
形
外
科
と
の
地
域
連
携
が
有
用

か

ま
と
め

お
金

じ
ゃ
な
い
！

連
携

だ
！
！
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急急
性性
期期
病病
院院

手
術

骨
粗
鬆
症
評
価

骨
粗
鬆
症
治
療
開
始

回回
復復
期期
病病
院院

リ
ハ
ビ
リ

治
療
継
続

再再
評評
価価

治治
療療
方方
針針
検検
討討

かか
かか
りり
つつ
けけ
医医
院院

治
療
継
続

かか
かか
りり
つつ
けけ
医医
とと
のの
地地
域域
連連
携携

病病
診診
連連
携携
、、
診診
診診
連連
携携
にに
よよ
るる

評評
価価
・・
薬薬
剤剤
選選
択択
のの
場場
のの
確確
保保

処処
方方
依依
頼頼

整整
形形
外外
科科
診診
療療
所所

病病
診診
連連
携携

診診
診診
連連
携携

多
職
種
連
携
と
地
域
連
携

来
年
度
の
計
画

概概
要要

来
年
度
の
計
画

アア
ンン
ケケ
ーー
トト
①①

年年
月月
実実
施施
済済

アア
ンン
ケケ
ーー
トト
②②

年
月
実
施
予予
定定

・
施
設
背
景

・
骨
粗
鬆
症
診
療
に
対
す
る
方
針

・
二
次
性
骨
折
予
防
継
続
管
理
料
の
算
定
状
況

・
同
管
理
料
が
診
療
方
針
に
与
え
た
影
響

・
骨
粗
鬆
症
診
療
を
行
う
上
で
の
不
安

・
施
設
背
景

・
骨
粗
鬆
症
診
療
に
対
す
る
方
針

・
二
次
性
骨
折
予
防
継
続
管
理
料
の
算
定
状
況

・
同
管
理
料
が
診
療
方
針
に
与
え
た
影
響

・
骨
粗
鬆
症
診
療
を
行
う
上
で
の
不
安

・
診
療
方
針
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
理
由

研
究
１

・
骨
粗
鬆
症
診
療
を
行
う
上
で
の
不
安

普
及
へ
の
課
題
を
抽
出

年
間

・
新
潟
市
医
師
会

総
会

・
本
発
表
会

・
新
潟
市
医
師
会

骨
粗
鬆
症
連
携

委
員
会

主
催
研
修
会
等

な
ど
で
宣
伝

・
同
意
が
得
ら
れ
た
診
療
所

→
骨
粗
鬆
症
診
療
に
積
極
的
な
診
療
所
と
し
て
公
表
し
ア
ク
セ
ス
を
容
易
に

研
究
２

・
診
療
方
針
に
変
更
が
あ
っ
た
診
療
所
の
理
由
、

施
設
背
景
を
解
析

普
及
に
向
け
た
課
題
解
決
策
を
提
示

・
施
設
背
景

・
骨
粗
鬆
症
診
療
に
対
す
る
方
針

・
二
次
性
骨
折
予
防
継
続
管
理
料
の
算
定
状
況

・
同
管
理
料
が
診
療
方
針
に
与
え
た
影
響

・
骨
粗
鬆
症
診
療
を
行
う
上
で
の
不
安

・
診
療
方
針
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
理
由

アア
ンン
ケケ
ーー
トト
②②
にに
つつ
いい
てて

年年
月月

実
施
予
定

対
象
施
設
の
先
生
方

ご
協
力

よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す

ま
と
め

【【研研究究者者・・研研究究組組織織・・研研究究概概要要（（申申請請書書よよりり））】】  

 

かかかかりりつつけけ診診療療所所ににおおけけるる骨骨粗粗鬆鬆症症診診療療のの実実態態調調査査とと治治療療率率上上昇昇にに向向

けけたた課課題題抽抽出出  

  

研研究究代代表表者者：：堀堀米米  洋洋二二（（ほほりりごごめめ  よよううじじ））  

（新潟大学大学院医歯学総合研究科 健康寿命延伸・運動器疾患医学講座） 

 

研研究究組組織織（〇印は研究代表者） 
  

医
師
会
員
☑ 

① 
研究者名 

② 
分担する研究
項目 

③ 
最終卒業校・ 
卒業年次・ 
学位及び専攻科目 
資格(医師免許等) 

④ 
所属機関 
及び現在の専門 
（研究実施場所） 

⑤ 
所属機関
における
職名 

⑥ 
分担率 
（％） 

☐ 

○堀米洋二 アンケート項目
の検討、アンケ
ートへの参加の
呼びかけ、アン
ケート調査結果
の集計・解析、 
解析結果の解釈 

新潟大学大学院・
2019 年卒・博士（医
学）・整形外科学・ 
医師免許 

新潟大学大学院医歯
学総合研究科 健康
寿命延伸・運動器疾
患医学講座（整形外
科） 
新潟大学医学部西研
究棟 6 階 研究室 

特任助教 40 

☐ 

野﨑あさみ アンケート項目
の検討、アンケ
ート調査結果の
集計・解析、 
解析結果の解釈 

新潟大学・2013 年
卒・学士（医学）・ 
医師免許許 

新潟大学大学院医歯
学総合研究科 生体
機能調節医学専攻 
新潟県立燕労災病院
整形外科 

大学院生 
 
 
医員 

20 
 

☑ 

今井教雄 アンケート項目
の検討、アンケ
ート調査結果の
集計・解析、 
解析結果の解釈 

新潟大学大学院・
2014 年卒・博士（医
学）・整形外科学・ 
医師免許 

新潟大学大学院医歯
学総合研究科 健康
寿命延伸・運動器疾
患医学講座（整形外
科） 

特任教授 20 

☑ 

山本智章 アンケート項目
の検討、アンケ
ートへの参加の
呼びかけ、解析
結果の解釈 

新潟大学大学院・
1994 年卒・医学博
士・整形外科学・
医師免許 

新潟リハビリテーシ
ョン病院（整形外
科） 

院長 5 

☐ 
古山雅美 新潟市の施策と

の整合性の確認 
新潟県公衆衛生看
護学校・1996 年
卒・保健師免許 

新潟市保健所 
健康増進課 

係長 5 

☑ 

川島寛之 アンケート項目
の検討、アンケ
ートへの参加の
呼びかけ、解析
結果の解釈 

新潟大学大学院・
2003 年卒・医学博
士・整形外科学・ 
医師免許 

新潟大学大学院医歯
学総合研究科 機能
再建医学講座 整形
外科学分野 

教授 10 
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【【研研究究者者・・研研究究組組織織・・研研究究概概要要（（申申請請書書よよりり））】】  

 

かかかかりりつつけけ診診療療所所ににおおけけるる骨骨粗粗鬆鬆症症診診療療のの実実態態調調査査とと治治療療率率上上昇昇にに向向

けけたた課課題題抽抽出出  

  

研研究究代代表表者者：：堀堀米米  洋洋二二（（ほほりりごごめめ  よよううじじ））  

（新潟大学大学院医歯学総合研究科 健康寿命延伸・運動器疾患医学講座） 

 

研研究究組組織織（〇印は研究代表者） 
  

医
師
会
員
☑ 

① 
研究者名 

② 
分担する研究
項目 

③ 
最終卒業校・ 
卒業年次・ 
学位及び専攻科目 
資格(医師免許等) 

④ 
所属機関 
及び現在の専門 
（研究実施場所） 

⑤ 
所属機関
における
職名 

⑥ 
分担率 
（％） 

☐ 

○堀米洋二 アンケート項目
の検討、アンケ
ートへの参加の
呼びかけ、アン
ケート調査結果
の集計・解析、 
解析結果の解釈 

新潟大学大学院・
2019 年卒・博士（医
学）・整形外科学・ 
医師免許 

新潟大学大学院医歯
学総合研究科 健康
寿命延伸・運動器疾
患医学講座（整形外
科） 
新潟大学医学部西研
究棟 6 階 研究室 

特任助教 40 

☐ 

野﨑あさみ アンケート項目
の検討、アンケ
ート調査結果の
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研研究究のの概概要要  

  

【背景】本邦において、高齢化に伴い大腿骨近位部骨折を含む脆脆弱弱性性骨骨折折はは増増加加している(骨粗鬆症の

予防と治療ガイドライン 2015 年版)。脆弱性骨折は健健康康寿寿命命ののみみななららずず、、生生命命予予後後もも脅脅かかすす病病態態であ

る。その予防は、健康寿命延伸、介護医療費の抑制につながるため、国国、、自自治治体体をを巻巻きき込込んんだだ喫喫緊緊のの課課

題題である 

二次骨折予防のための多多職職種種連連携携のの取取りり組組みみででああるる骨骨折折リリエエゾゾンンササーービビスス（（以以下下 FFLLSS））は、欧米にお

いて脆弱性骨折受傷後の二次骨折予防のための骨粗鬆症の治療開始率、継続率の上昇、死亡率の減少、

医療費の抑制効果が明らかとなった(Mitchell PJ,2011)。本邦でも FLS を導入する施設が増加してい

る。 

骨粗鬆症治療継続に当たって無無視視ででききなないい問問題題はは通通院院のの負負担担である。病院または整形外科診療所以外

のかかかかりりつつけけ診診療療所所ででのの骨骨粗粗鬆鬆症症診診療療ははここのの解解決決策策となりうる。 

かかりつけ医との連携による骨粗鬆症診療についての急性期病院側からの報告は散見されるように

なったが、かかりつけ診療所側から見た場合、どどのの程程度度のの割割合合のの施施設設がが骨骨粗粗鬆鬆症症診診療療をを行行っってていいるるかかのの

自自治治体体単単位位のの大大規規模模調調査査のの報報告告ははななくく、、本本研研究究のの独独創創的的なな点点である。 

【目的】新潟市内かかかかりりつつけけ診診療療所所ににおおけけるる骨骨粗粗鬆鬆症症診診療療のの実実態態を調査し、その参加を促すための課課題題

をを抽抽出出しし、、解解決決策策をを提提示示することである。 

【方法】2023 年度に、アンケート調査 1 を行い、かかりつけ診療所における骨粗鬆症診療の実態の把握
と課題の抽出を行う。2024 年度にアンケート調査 2 を行い、アンケート調査 1 との違い、特に骨粗鬆症
診療に対する方針の変化に注目して、骨粗鬆症診療への新規参加に関連する因子を抽出する。 

【効果】骨粗鬆症診療へ積極的なかかりつけ診療所が明らかになり、新潟市内における病病診診連連携携、、診診診診
連連携携を進めやすくなる。かかかかりりつつけけ診診療療所所へへのの骨骨粗粗鬆鬆症症診診療療普普及及ののたためめのの課課題題が明らかになる。骨骨粗粗鬆鬆
症症診診療療へへ新新規規参参加加すするるかかかかりりつつけけ診診療療所所のの特特徴徴が明らかになり、効率的なアプローチが可能となる。 

本研究で得られた成果をもとに、かかりつけ診療所の骨粗鬆症治療への新規参加を促すことで、骨骨粗粗
鬆鬆症症治治療療率率のの上上昇昇が期待できる。さらには、新潟市民の骨骨折折数数のの減減少少、健健康康寿寿命命延延伸伸、介介護護医医療療費費抑抑制制
に貢献できる。 

（流れ図） 
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背背
景景
②②
：：
新新
潟潟
県県
循循
環環
器器
内内
科科
医医
のの
現現
状状

（（
厚厚
生生
労労
働働
省省
HH
33
00
年年
））

（（
新新
潟潟
県県
福福
祉祉
保保
健健
部部
RR
33
年年
））

新新
潟潟
市市
でで
のの
急急
性性
心心
筋筋
梗梗
塞塞
患患
者者
搬搬
送送

⇒⇒
44
回回
以以
上上
のの
照照
会会
をを
要要
すす
るる
ケケ
ーー
スス
がが
11
00
%%
超超
ええ

（（
新新
潟潟
市市
消消
防防
局局
））

新新
潟潟
市市
循循
環環
器器
病病
院院
現現
状状

急急
性性
期期
・・
高高
次次
機機
能能

をを
主主
とと
すす
るる
病病
院院

急急
性性
期期

をを
主主
とと
すす
るる
病病
院院

急急
性性
期期
・・
高高
次次
機機
能能

をを
主主
とと
すす
るる
病病
院院

急急
性性
期期

をを
主主
とと
すす
るる
病病
院院

急急
性性
期期

をを
主主
とと
すす
るる
病病
院院

急急
性性
期期

をを
主主
とと
すす
るる
病病
院院

急急
性性
期期

をを
主主
とと
すす
るる
病病
院院

慢慢
性性
期期
・・
回回
復復
期期

をを
主主
とと
すす
るる
病病
院院

急急
性性
期期

をを
主主
とと
すす
るる
病病
院院

急急
性性
期期

をを
主主
とと
すす
るる
病病
院院

夜夜
間間
休休
日日

急急
性性
冠冠
症症
候候
群群

心心
不不
全全

急急
性性
期期
・・
高高
次次
機機
能能
病病
院院

救救
急急
科科
DD
rr．．
がが
初初
期期
対対
応応

循循
環環
器器
内内
科科
医医
多多
数数
でで
当当
番番
拘拘
束束
番番

メメ
デデ
ィィ
カカ
ルル
スス
タタ
ッッ
フフ
もも
在在
院院

急急
性性
期期
病病
院院

当当
直直
院院
内内
11
名名
体体
制制

循循
環環
器器
内内
科科
医医
22
--
33
名名
でで
拘拘
束束
番番

メメ
デデ
ィィ
カカ
ルル
スス
タタ
ッッ
フフ
呼呼
びび
出出
しし
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（（
JJ
CC

SS
  急急

性性
・・
慢慢

性性
心心

不不
全全

診診
療療

ガガ
イイ

ドド
ララ

イイ
ンン

））


心 心

不不
全全

：：
なな

んん
らら

かか
のの

心心
臓臓

機機
能能

障障
害害

、、
すす

なな
わわ

ちち
、、

心心
臓臓

にに
器器

質質
的的

おお
よよ

びび
//
ああ

るる
いい

はは
機機

能能
的的

異異
常常

がが
生生

じじ
てて

心心
ポポ

ンン
ププ

機機
能能

のの
代代

償償
機機

転転
がが

破破
綻綻

しし
たた

結結
果果

、、
呼呼

吸吸
困困

難難
・・
倦倦

怠怠
感感

やや
浮浮

腫腫
がが

出出
現現

しし
、、

そそ
れれ

にに
伴伴

いい
運運

動動
耐耐

容容
能能

がが
低低

下下
すす

るる
臨臨

床床
症症

候候
群群

。。

背背
景景

③③
：：
心心

臓臓
リリ

ハハ
ビビ

リリ
テテ

ーー
シシ

ョョ
ンン

提提
供供

体体
制制

のの
偏偏

在在


心 心

不不
全全

患患
者者

入入
院院

をを
繰繰

りり
返返

すす

入入
院院

すす
るる

度度
にに

身身
体体

機機
能能

がが
低低

下下

高高
齢齢

者者
でで

はは
併併

存存
疾疾

患患
複複

数数

急急
性性

心心
筋筋

梗梗
塞塞

のの
治治

療療

急急
性性

冠冠
症症

候候
群群

::  
AA

CC
SS

AA
cc
uu
ttee

  CC
oo
rroo

nn
aarr

yy  
SS
yynn

dd
rroo

mm
ee

SS
TT
上上

昇昇
型型

心心
筋筋

梗梗
塞塞

（（
SS

TT
EE
MM

II））

非非
SS
TT
上上

昇昇
型型

心心
筋筋

梗梗
塞塞

（（
NN

SS
TT
EE
MM

II））

不不
安安

定定
狭狭

心心
症症

再再
灌灌

流流
！！

よよ
かか

っっ
たた

！！
→

退退
院院

？？

（（
JJ
CC
SS
心心
血血
管管
疾疾
患患
にに
おお
けけ
るる
リリ
ハハ
ビビ
リリ
テテ
ーー
シシ
ョョ
ンン
にに
関関
すす
るる
ガガ
イイ
ドド
ララ
イイ
ンン

22
00
22
11
））

再再
発発
予予
防防
！！

心心
不不
全全
増増
悪悪
予予
防防
！！

急急
性性

心心
筋筋

梗梗
塞塞

のの
心心

臓臓
リリ

ハハ
ビビ

リリ
テテ

ーー
シシ

ョョ
ンン

（（
JJ
CC

SS
  心心

血血
管管

疾疾
患患

にに
おお

けけ
るる

リリ
ハハ

ビビ
リリ

テテ
ーー

シシ
ョョ

ンン
にに

関関
すす

るる
ガガ

イイ
ドド

ララ
イイ

ンン
22
00
11
22
//
22
00
22
11
））

pp
hh
aass

ee
  ⅠⅠ

急急
性性

期期
pp
hh
aass

ee
  ⅡⅡ

回回
復復

期期
pp
hh
aass

ee
  ⅢⅢ

維維
持持

期期

回回
復復

期期
前前

期期
回回

復復
期期

後後
期期
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心心
不不
全全
のの
治治
療療

酸酸
素素

利利
尿尿
薬薬

血血
管管
拡拡
張張
薬薬

降降
圧圧
薬薬

楽楽
にに
なな
っっ
たた
！！
よよ
かか
っっ
たた
！！

→
退退
院院
？？

心心
不不
全全
のの
診診
療療

心心
不不
全全
患患
者者
ささ
んん
がが

元元
気気
にに
過過
ごご
せせ
るる
よよ
うう
にに
はは

原原
因因
とと
なな
っっ
てて
いい
るる

基基
礎礎
疾疾
患患

基基
礎礎
疾疾
患患
にに
対対
すす
るる
治治
療療

予予
後後
改改
善善
をを
目目
的的
とと
すす
るる
治治
療療

結結
果果
とと
しし
てて
のの
状状
態態

心心
不不
全全

息息
切切
れれ
・・
浮浮
腫腫
なな
どど
のの
症症
状状

症症
状状
にに
対対
すす
るる
治治
療療

22
本本
柱柱
のの
治治
療療
！！

●●
虚虚
血血
性性
心心
疾疾
患患
：：

心心
筋筋
梗梗
塞塞
、、
狭狭
心心
症症

●●
高高
血血
圧圧

●●
弁弁
膜膜
症症
：：

大大
動動
脈脈
弁弁
狭狭
窄窄
症症

僧僧
帽帽
弁弁
閉閉
鎖鎖
不不
全全
症症
なな
どど

●●
不不
整整
脈脈

心心
房房
細細
動動
、、
心心
室室
頻頻
拍拍

●●
心心
筋筋
症症
：：

拡拡
張張
型型
心心
筋筋
症症

肥肥
大大
型型
心心
筋筋
症症
、、

たた
ここ
つつ
ぼぼ
型型
心心
筋筋
症症
なな
どど

●●
先先
天天
性性
心心
疾疾
患患

●●
感感
染染
症症
：：

ウウ
イイ
ルル
スス
性性
心心
筋筋
炎炎

細細
菌菌
性性
心心
筋筋
炎炎
なな
どど

●●
心心
毒毒
性性
物物
質質
：：

抗抗
癌癌
剤剤

免免
疫疫
抑抑
制制
薬薬
なな
どど

●●
浸浸
潤潤
性性
疾疾
患患
：：

ササ
ルル
ココ
イイ
ドド
ーー
シシ
スス

アア
ミミ
ロロ
イイ
ドド
ーー
シシ
スス
なな
どど

●●
そそ
のの
他他

（（
JJ
CC

SS
  急急

性性
・・
慢慢

性性
心心

不不
全全

診診
療療

ガガ
イイ

ドド
ララ

イイ
ンン

フフ
ォォ

ーー
カカ

スス
アア

ッッ
ププ

デデ
ーー

トト
版版

22
00
22
11
））

※※
治治

療療
●●

薬薬
物物

治治
療療

降降
圧圧

薬薬
（（
心心

保保
護護

薬薬
含含

むむ
））
、、

抗抗
不不

整整
脈脈

薬薬
、、

利利
尿尿

薬薬
、、

強強
心心

薬薬
、、

抗抗
血血

小小
板板

薬薬
、、

抗抗
凝凝

固固
薬薬

、、
脂脂

質質
治治

療療
薬薬

、、
糖糖

尿尿
病病

治治
療療

薬薬
なな

どど
●●

心心
臓臓

リリ
ハハ

ビビ
リリ

テテ
ーー

シシ
ョョ

ンン
●●

冠冠
動動

脈脈
血血

行行
再再

建建
((経経

皮皮
的的

冠冠
動動

脈脈
形形

成成
術術

、、
冠冠

動動
脈脈

ババ
イイ

パパ
スス

術術
））

●●
弁弁

膜膜
症症

手手
術術

●●
カカ

テテ
ーー

テテ
ルル

アア
ブブ

レレ
ーー

シシ
ョョ

ンン
●●

デデ
ババ

イイ
スス

（（
ペペ

ーー
スス

メメ
ーー

カカ
ーー

、、
IICC

DD
、、

CC
RR

TT
））

●●
特特

異異
的的

薬薬
物物

治治
療療

ササ
ルル

ココ
イイ

ドド
ーー

シシ
スス

（（
スス

テテ
ロロ

イイ
ドド

））
アア

ミミ
ロロ

イイ
ドド

ーー
シシ

スス
（（
タタ

フフ
ァァ

ミミ
ジジ

スス
））

なな
どど

●●
機機

械械
的的

補補
助助

循循
環環

●●
そそ

のの
他他

※※
心心

不不
全全

増増
悪悪

因因
子子

のの
ココ

ンン
トト

ロロ
ーー

ルル
●●

感感
染染

症症
（（
肺肺

炎炎
、、

敗敗
血血

症症
なな

どど
））

●●
ホホ

ルル
モモ

ンン
、、

代代
謝謝

異異
常常

（（
甲甲

状状
腺腺

機機
能能

亢亢
進進

・・
低低

下下
、、

副副
腎腎

機機
能能

低低
下下

なな
どど

））
●●

薬薬
剤剤

（（
陰陰

性性
変変

力力
作作

用用
のの

ああ
るる

薬薬
剤剤

、、
癌癌

化化
学学

療療
法法

なな
どど

））
●●

アア
ドド

ヒヒ
アア

ララ
ンン

スス
不不

良良
（（
塩塩

分分
制制

限限
でで

きき
なな

いい
、、

服服
薬薬

忘忘
れれ

なな
どど

））
●●

過過
度度

のの
スス

トト
レレ

スス
、、

過過
労労

●●
血血

圧圧
のの

過過
剰剰

なな
上上

昇昇

多多
職職

種種
でで

のの
疾疾

病病
管管

理理
がが

重重
要要

！！

包包
括括
的的
心心
臓臓
リリ
ハハ
ビビ
リリ
テテ
ーー
シシ
ョョ
ンン

運
動
療
法

内
服
管
理

生
活
管
理

禁
煙
指
導

食
事
療
法

有有
酸酸
素素
運運
動動

レレ
ジジ
スス
タタ
ンン
スス
トト
レレ
ーー
ニニ
ンン
ググ

若若
いい
、、
筋筋
力力
保保
たた
れれ
るる
、、

体体
重重
減減
量量
がが
必必
要要

AA
DD
LL
維維
持持

低低
負負
荷荷
レレ
ジジ
スス
タタ
ンン
スス
トト
レレ
ーー
ニニ
ンン
ググ

ササ
ルル
ココ
ぺぺ
ニニ
アア
、、
フフ
レレ
イイ
ルル
、、
高高
齢齢

入入
院院
前前
生生
活活
維維
持持

心心
不不
全全
にに
よよ
るる
カカ
ヘヘ
キキ
シシ
アア

疾疾
病病
管管
理理
！！
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炎炎
症症

抑抑
制制

炎炎
症症

性性
ササ

イイ
トト

カカ
イイ

ンン
低低

下下

イイ
ンン

スス
リリ

ンン
抵抵

抗抗
性性

改改
善善

脂脂
肪肪

減減
少少

脂脂
質質

異異
常常

症症
改改

善善

RR
AA

AA
系系

抑抑
制制

心心
拍拍

出出
量量

増増
加加

充充
満満

圧圧
低低

下下

安安
静静

時時
心心

拍拍
数数

減減
少少

自自
律律

神神
経経

交交
感感

神神
経経

緊緊
張張

のの
低低

下下

副副
交交

感感
神神

経経
緊緊

張張
亢亢

進進

末末
梢梢

血血
管管

抵抵
抗抗

減減
少少

左左
室室

後後
負負

荷荷
減減

少少

高高
血血

圧圧
改改

善善

呼呼
吸吸

筋筋
増増

強強

換換
気気

量量
増増

加加

息息
切切

れれ
改改

善善

骨骨
格格

筋筋
筋筋

力力
、、

筋筋
量量

、、

筋筋
肉肉

のの
質質

改改
善善

酸酸
素素

利利
用用

効効
率率

のの
改改

善善

ササ
ルル

ココ
ペペ

ニニ
アア

減減
少少心心

臓臓
リリ

ハハ
ビビ

リリ
テテ

ーー
シシ

ョョ
ンン

（（
運運

動動
療療

法法
））
のの

効効
果果

((BB
oo
zzkk

uu
rrtt

,,  BB
..  
ee
tt  

aall
..  
JJ
AA

CC
CC

..  
22
00
22
11
;;77

77
((11

11
))::
11
44
55
44
--
66
99
))

（（
JJ
CC
SS
心心
血血
管管
疾疾
患患
にに
おお
けけ
るる
リリ
ハハ
ビビ
リリ
テテ
ーー
シシ
ョョ
ンン
にに
関関
すす
るる
ガガ
イイ
ドド
ララ
イイ
ンン

22
00
22
11
））

医医
療療

圏圏
人人

口口
((高高

齢齢
化化

率率
))

心心
リリ

ハハ
実実

施施
施施

設設

医医
療療

圏圏
人人

口口
((高高

齢齢
化化

率率
))

心心
リリ

ハハ
実実

施施
施施

設設

下下
越越

医医
療療

圏圏
22
00
00
,,66

11
00
  人人

((33
44
%%
))

新新
潟潟

県県
立立

新新
発発

田田
病病

院院

佐佐
渡渡

医医
療療

圏圏
55
77
,,22

55
55
  人人

((44
22
%%
))

佐佐
渡渡

総総
合合

病病
院院

県県
央央

医医
療療

圏圏
22
11
66
,,22

11
66
  人人

((33
33
%%
))

新新
潟潟

県県
立立

燕燕
労労

災災
病病

院院

中中
越越

医医
療療

圏圏
44
33
00
,,22

88
88
  人人

((33
44
%%
))

長長
岡岡

赤赤
十十

字字
病病

院院

立立
川川

綜綜
合合

病病
院院

長長
岡岡

中中
央央

綜綜
合合

病病
院院

柏柏
崎崎

総総
合合

医医
療療

セセ
ンン

タタ
ーー

魚魚
沼沼

医医
療療

圏圏
11
55
55
,,99

11
00

人人
((33

77
%%
))

魚魚
沼沼

基基
幹幹

病病
院院

上上
越越

医医
療療

圏圏
22
55
99
,,11

99
55
  人人

((33
44
%%
))

新新
潟潟

県県
立立

中中
央央

病病
院院

上上
越越

総総
合合

病病
院院

糸糸
魚魚

川川
総総

合合
病病

院院

新新
潟潟

医医
療療

圏圏
88
88
77
,,55

66
11
人人

((33
00
%%
))

新新
潟潟
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新新潟潟市市医医療療圏圏ににおおけけるる循循環環器器救救急急疾疾患患のの新新たたなな診診療療フフロローーのの構構築築とと検検

討討  

  

研研究究代代表表者者：：高高山山  亜亜美美（（たたかかややまま  つつぐぐみみ））  

（新潟大学医歯学総合病院 循環器内科/検査部） 

 

研研究究組組織織（〇印は研究代表者） 
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師
会
員
☑ 

① 
研究者名 

② 
分担する研究
項目 

③ 
最終卒業校・ 
卒業年次・ 
学位及び専攻科目 
資格(医師免許等) 

④ 
所属機関 
及び現在の専門 
（研究実施場所） 

⑤ 
所属機関
における
職名 

⑥ 
分担率 
（％） 

☐ 
○高山亜美  新潟大学・平成 16

年・循環器内科 
新潟大学医歯学総合
病院 

助教 60 

☐ 
保屋野真  新潟大学・平成 14

年・循環器内科 
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病院 
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年・循環器内科 
新潟大学医歯学総合
病院 

教授 10 

☑ 
渡部 裕  新潟大学・平成 8

年・循環器内科 
新潟南病院 院長 10 
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新潟大学医歯学総合
病院 

助教 10 

☐ 
柏村 健  新潟大学・平成 7

年・循環器内科 
新潟大学医歯学総合
病院 

特任准教
授 

10 

☑ 
猪又孝元  新潟大学・平成 1

年・循環器内科 
新潟大学医歯学総合
病院 

教授 10 

☑ 
渡部 裕  新潟大学・平成 8

年・循環器内科 
新潟南病院 院長 10 
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研研究究のの概概要要  

  

 本研究は、新潟市における循環器救急受入れ率の改善および慢性心不全・心筋梗塞患者への包

括的心臓リハビリテーション（心リハ）推進により、循環器疾患患者の予後改善・健康寿命延長を

最終標的とする。その初期介入として、休日・夜間に発生した循環器救急患者を急性期・特定機能

病院で受け入れ、初期治療後早期に慢性期病院（急性期・慢性期病院）へ転院可能なシステムおよ

び円滑な連携を図るための情報共有ツールを構築し、その有効性を検証する。 

 高齢化社会に伴い、わが国の心不全有病者数は増加の一途をたどっている。心不全は増悪によ

り入退院を繰り返す疾患であり、新潟県の一般病床入院患者数の中で、心不全は肺炎に続いて 2番

目に多い。一方、心不全増悪および急性心筋梗塞は、休日・夜間でも対応が必要な病態であり、医

療機関に求められる役割が大きい。しかし、新潟県の医師不足は明らかで、人口 10 万人あたり循

環器内科医数は全国最下位であり、循環器急性期診療を担う施設の維持が困難となっている。加

えて、死亡率低下、再入院予防、QOL 改善など様々な有効性が報告される心リハであるが、インフ

ラ的な制限とその役割分担により、急性期・特定機能病院で十分に行えない現状がある。本研究

でのシステム構築は、循環器疾患に関わるこれらの問題を改善し、さらには他疾患における地域

での医療機関の機能分化・連携へ応用できる拡張性を有する。 

 本研究は「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（令和 3 年 3 月 23 日文部科学省・厚

生労働省・経済産業省）の精神に則り実施する。すでに 2021 年末より新潟大学医歯学総合病院と

新潟南病院の間で取り組みが開始され、症例登録の蓄積とともにその方法論が拡充されており、

継続実施の可能性が高い研究である。 

 

（流れ図） 
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研研究究のの概概要要  

  

 本研究は、新潟市における循環器救急受入れ率の改善および慢性心不全・心筋梗塞患者への包

括的心臓リハビリテーション（心リハ）推進により、循環器疾患患者の予後改善・健康寿命延長を

最終標的とする。その初期介入として、休日・夜間に発生した循環器救急患者を急性期・特定機能

病院で受け入れ、初期治療後早期に慢性期病院（急性期・慢性期病院）へ転院可能なシステムおよ

び円滑な連携を図るための情報共有ツールを構築し、その有効性を検証する。 

 高齢化社会に伴い、わが国の心不全有病者数は増加の一途をたどっている。心不全は増悪によ

り入退院を繰り返す疾患であり、新潟県の一般病床入院患者数の中で、心不全は肺炎に続いて 2番

目に多い。一方、心不全増悪および急性心筋梗塞は、休日・夜間でも対応が必要な病態であり、医

療機関に求められる役割が大きい。しかし、新潟県の医師不足は明らかで、人口 10 万人あたり循

環器内科医数は全国最下位であり、循環器急性期診療を担う施設の維持が困難となっている。加

えて、死亡率低下、再入院予防、QOL 改善など様々な有効性が報告される心リハであるが、インフ

ラ的な制限とその役割分担により、急性期・特定機能病院で十分に行えない現状がある。本研究

でのシステム構築は、循環器疾患に関わるこれらの問題を改善し、さらには他疾患における地域

での医療機関の機能分化・連携へ応用できる拡張性を有する。 

 本研究は「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（令和 3 年 3 月 23 日文部科学省・厚

生労働省・経済産業省）の精神に則り実施する。すでに 2021 年末より新潟大学医歯学総合病院と

新潟南病院の間で取り組みが開始され、症例登録の蓄積とともにその方法論が拡充されており、

継続実施の可能性が高い研究である。 

 

（流れ図） 
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感

調
査
項
目
（
栄
養
）

•
食
事
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
有
無

•
買
物
の
状
況

•
食
事
づ
く
り
の
頻
度

•
1日
の
食
事
回
数

•
食
欲

•
食
事
の
楽
し
さ

•
共
食
頻
度

•
主
観
的
食
生
活
満
足
度

•
食
品
摂
取
多
様
性
ス
コ
ア
（
DV

S）

食
品
摂
取
多
様
性
ス
コ
ア
（
DV

S）

肉
類
、
魚
介
類
、
卵
類
、
牛
乳
、
大
豆
製
品
、
緑
黄

色
野
菜
類
、
海
藻
類
、
果
物
、
い
も
類
、
油
脂
類
の

食
品
群
に
対
し
て
「
ほ
ぼ
毎
日
食
べ
る
」
は

点
、

そ
れ
以
外
は

点
と
し
て
合
計
点
を
算
出

摂
取

し
て

い
る

食
品

の
種

類

食
品
摂
取
多
様
性
（

～
点

）
参

考
：
熊

谷
修

渡
辺
修

一
郎

柴
田
博

天
野

秀
紀

藤
原
佳

典
新

開
省
二

吉
田

英
世

鈴
木
隆

雄
湯

川
晴
美

安
村

誠
司

芳
賀
博

．
地

域
在

宅
高
齢

者
に
お

け
る
食

品
摂
取

の
多
様

性
と
高

次
生
活

機
能
低

下
の
関

連
：
日

本
公
衆

衛
生
雑

誌
，

，
，

．
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調
査
項
目
（
口
腔
機
能
）

•
主
観
的
咀
嚼
能
力

•
現
在
歯
数

•
義
歯
の
使
用
の
有
無

•
咬
合
力

•
舌
圧

咬
合
力
測
定

参
考
：

デ
ン

タ
ル
プ

レ
ス
ケ

ー
ル

Ⅱ

シ
ー
ト
を
口
腔
内
に
入
れ
て

3秒
間
噛
み
締
め
る

＊
基
準
値
：
咬
合
力
50
0N

舌
圧
測
定

参
考
：

舌
圧
測

定
器

バ
ル
ー
ン
を
口
腔
内
に
入
れ
、
7秒
間
、
舌
で
押
し
つ
ぶ
し
続
け
る

3回
測
定
し
、
最
大
値
を
測
定
値
と
し
た

＊
基
準
値
：
舌
圧
20
kP
a

分
析

方
法

⚫
独
居
高
齢
者
（

）
の
集
計

⚫
食
品
摂
取
多
様
性
に
お
け
る

群
間
比
較

・
点
：

低
群
（

）

・
点
：

高
群
（

）

検
定
ま
た

は
フ
ィ

ッ
シ
ャ

ー
の
正

確
確
率

検
定

•統
計

ソ
フ

ト
：

•有
意

水
準

：

•倫
理

審
査

：
新
潟

大
学
倫

理
審

査
委

員
会

承
認

（
承
認

番
号

）
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独
居

高
齢

者
（

）

基
本

属
性

と
身

体
機

能

年
齢

±
（

歳
）

±

性
別

男
性

女
性

介
護
認
定

あ
り

な
し

サ
ル

コ
ペ

ニ
ア

の
リ

ス
ク

あ
り

な
し

友
愛

訪
問

利
用

あ
り

利
用

な
し

±
±

運
動

頻
度

ほ
ぼ

毎
日

上
記

以
外

外
出

頻
度

ほ
ぼ

毎
日

上
記

以
外

主
観

的
経

済
状

況
ゆ

と
り

が
あ

る
ゆ

と
り

が
な

い

主
観

的
生

活
状

況
満

足
し

て
い

る
満

足
し

て
い

な
い

主
観
的
健
康
感

健
康

で
あ

る
健

康
で

な
い

栄
養

食
事
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

あ
り

な
し

買
物
の
状
況

不
自
由

な
く

で
き

る
不
自
由

食
事
づ
く
り
の
頻
度

い
つ
も

上
記
以

外

日
の

食
事
回

数
回
以

上
回
以

下

食
欲

あ
り

な
し

食
事
の

楽
し

さ
楽
し
い

楽
し
く

な
い

共
食

頻
度

週
回

以
上

上
記
以

外

主
観

的
食
生

活
満

足
度

満
足
し

て
い

る
満
足
し

て
い

な
い

食
品
摂
取
多
様
性
ス
コ
ア
（D

VS
）

±
（
点
）

±

食
品
摂
取
多
様
性
ス
コ
ア
（
DV

S）

点
点

点
点

点
点

点
点

点
点

低
群

高
群
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食
品
摂
取
多
様
性
ス
コ
ア
（
DV

S）

（
％
） （

％
）（

％
） （

％
） （

％
） （

％
） （

％
） （

％
） （

％
）

（
％

）

摂 取 し て い る と 回 答 し た 人 数

食
品

群

（
名
）

口
腔

機
能

主
観
的

咀
嚼

能
力

噛
め

る
噛
め
な

い

現
在
歯

数

±
（
歯
）

歯
以

上
歯
以

下

±

義
歯
の

使
用

あ
り

な
し

咬
合
力

±
（

）

以
上

未
満

±

舌
圧

±
（

）
（

測
定

不
可

名
除

外
）

以
上

未
満

（
測
定
不
可

名
含

む
）

±

食
品

摂
取

多
様

性
に

お
け

る
群

間
比

較

群
間

比
較

低低
群群

高高
群群

年
齢

±
†

±
±

性
別

‡
男

性
女

性

介
護
認
定

‡
あ

り
な

し

サ
ル

コ
ペ

ア
ニ

ア
の

リ
ス
ク

‡
あ

り
な

し

友
愛
訪
問

‡
利

用
あ

り
利

用
な

し

主
観
的
経
済
状
況

‡
ゆ

と
り

が
あ

る
ゆ

と
り

が
な

い

主
観

的
生

活
状

況
‡

満
足

し
て

い
る

満
足

し
て

い
な

い

主
観

的
健

康
感

‡
健

康
で

あ
る

健
康

で
な

い

±
†

±
±

運
動
頻
度

‡
ほ

ぼ
毎

日
上

記
以

外

外
出

頻
度

‡
ほ

ぼ
毎

日
上

記
以

外

基
本
属

性
身
体
機

能

†
：

検
定

‡
：
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群
間

比
較

低低
群群

高高
群群

食
事
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

あ
り

な
し

買
物
の
状
況

不
自

由
な

く
で

き
る

不
自

由

食
事
づ
く
り
の
頻
度

い
つ

も
上

記
以

外

日
の

食
事

回
数

回
以

上
回

以
下

食
欲

あ
り

な
し

食
事

の
楽

し
さ

楽
し

い
楽

し
く

な
い

共
食

頻
度

週
回

以
上

上
記

以
外

主
観

的
食

生
活

満
足

度
満

足
し

て
い

る
満

足
し

て
い

な
い

栄
養

低
群

油
脂
類

高
群

低
群

い
も
類

高
群

低
群

海
藻
類

高
群

低
群

果
物

高
群

低
群

緑
黄
色

野
菜

類
高

群

低
群

大
豆

製
品

高
群

低
群

牛
乳

高
群

低
群

卵
類

高
群

低
群

魚
介
類

高
群

低
群

肉
類

高
群

あ
り

な
し

群
間

比
較

食
品

群

群
間

比
較

低低
群群

高高
群群

主
観

的
咀
嚼

能
力

噛
め
る

噛
め
な

い

現
在
歯

数
歯
以

上
歯
以

下

義
歯

の
使
用

あ
り

な
し

咬
合
力

以
上

未
満

舌
圧

以
上

未
満

（
測

定
不

可
名
含
む

）

口
腔
機

能
結

果
の

ま
と

め

食
品
摂
取
多
様
性
が
高
い
者

性
別

食
事
づ
く

り

咀
嚼
能
力

•女
性

•食
事
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い

•い
つ
も
食
事
づ
く
り
を
し
て
い
る

•主
観
的
咀

嚼
能
力
が
高
い

•食
欲
が
あ
る

•食
事
が
楽
し
い

•食
生
活
に
満
足
し
て
い
る

•生
活
に
満
足
し
て
い
る

意
欲

生
活
満
足

度
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考
察

性性
別別
・・
食食

事事
づづ
くく
りり

•
女
性
は
食
品
の
多
様
性
と
食
事
づ
く
り
が
関
連
し
た

（
吉
葉

日
本
公
衛
誌

）

•
女

性
は
男
性

よ
り
食
品

摂
取
多
様
性

が
高
か
っ

た
（
岩
佐

日
公

雑
誌

）

咀咀
嚼嚼
能能
力力

•
食
品
摂
取
の
質
を
高
く
保
つ
要
因
に
主
観
的
咀
嚼
能
力
、
抑
う
つ
状
態
等
の

精
神
的
健
康
、

生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
で
あ
る
高
血
圧
の
管
理
、
喫
煙
等
の
生
活
習
慣
が
あ
る

（
成
田

日
老
医
誌

）

意意
欲欲
・・
生生

活活
満満
足足
度度

•
食
品
摂

取
多
様
性
が
高

い
高
齢
者
は
精
神
的
健

康
度
が
良

好
で
あ
る

（
田
中

厚
生
の
指
標

）

独
居

高
齢

者
に

お
け

る
食

事
づ
く

り
の

習
慣

や
咀

嚼
能

力
の
維
持
は

食
品

の
多

様
性

を
増

や
し

、
を

向
上
さ

せ
る
可

能
性

が
示
さ

れ
た

本
研

究
の

限
界

と
今

後
の

課
題

【
本
研
究
の
限
界
】

•対
象
者
数
が
十
分
に
集
ま
ら
ず
統
計
分
析
が
制
限
さ
れ
た

•横
断
研
究
の
た
め
因
果
関
係
の
証
明
は
で
き
な
い

【
今
後
の
課
題
】

•行
政
お
よ
び
地
域
と
協
力
し
、
対
象
者
数
を
増
や
す

•行
政
お
よ
び
地
域
と
独
居
高
齢
者
の
実
態
を
共
有
し
、

支
援
方
法
を
検
討
す
る

•縦
断
研
究

に
よ
っ
て
因
果

関
係
を
明
ら
か
に

す
る

結
論

独
居
高
齢

者
に
お

け
る
食

習
慣
や

食
品
摂

取
の
多

様
性
、

口
腔
健
康

状
態
の

実
態
と

そ
の
関

連
を
明

ら
か
に

し
た

•独
居

高
齢

者
の

約
割

に
サ

ル
コ

ペ
ニ

ア
の

リ
ス

ク
ま

た
は
咬

合
力

低
下
、

約
割

に
共

食
頻

度
の

低
さ

が
認

め
ら

れ
た

。

•食
品

の
多

様
性

が
高

い
者

は
低

い
者

よ
り

牛
乳

、
緑

黄
色

野
菜

、
果

物
、

海
藻

類
、

い
も

類
、

油
脂

類
を

摂
取

し
て

い
る

割
合

が
有

意
に

高
か

っ
た

。

•食
品

の
多

様
性

は
性

別
、

食
事

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
、

食
事

づ
く

り
の

頻
度

、

主
観

的
咀

嚼
能

力
、

食
欲

の
有

無
、

食
事

の
楽

し
み

、
食

生
活

満
足

度
と

有
意
に
関
連
し
た
。

－  54  －－  53  －



【【研研究究者者・・研研究究組組織織・・研研究究概概要要（（申申請請書書よよりり））】】  

 

独独居居高高齢齢者者ににおおけけるる栄栄養養摂摂取取状状況況おおよよびび口口腔腔健健康康状状態態のの実実態態調調査査  

  

研研究究代代表表者者：：小小田田島島  ああゆゆ子子（（おおだだじじまま  ああゆゆここ））  

（新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔保健学分野） 

研研究究組組織織（〇印は研究代表者） 
  

医
師
会
員
☑ 

① 
研究者名 

② 
分担する研究
項目 

③ 
最終卒業校・ 
卒業年次・ 
学位及び専攻科目 
資格（医師免許等） 

④ 
所属機関 
及び現在の専門 
（研究実施場所） 

⑤ 
所属機関
における
職名 

⑥ 
分担率 
（％） 

☐ 

○小田島あゆ子 
 

総括、データ収
集、データ分析 

新潟大学大学院医
歯学総合研究科・平
成 27 年卒業・ 
博士（口腔保健福祉
学） 
歯科衛生士・社会福
祉士 

新潟大学 
歯科衛生学、福祉学 
（新潟大学歯学部） 
 

助教 30 

☐ 

葭原明弘 データ収集、デ
ータ分析 

新潟大学歯学部・昭
和 62 年卒業・ 
博士（歯学） 
歯科医師 

新潟大学 
予防歯科学、疫学 
（新潟大学歯学部） 

教授 20 

☐ 

石上和男 データ収集、関
係機関との連携
調整、データ分
析 

新潟大学歯学部・昭
和 50 年卒業・ 
歯学博士 
歯科医師 

新潟医療福祉大学 
歯科衛生学、予防歯
科学、公衆衛生学、
保健医療福祉政策 
（新潟医療福祉大学
医療経営管理学部） 

教授 10 

☐ 

中村 健 データ収集、関
係機関との連携
調整、データ分
析 

新潟大学経済学部・
平成 10 年卒業・ 
学士（経済学） 
社会福祉主事 

新潟大学 
福祉学 
（新潟大学歯学部） 

准教授 10 

☑ 

松田正史 関係機関との連
携調整 

金沢医科大学医学
部・昭和 56 年卒
業・ 
医学博士 
医師 

松田内科呼吸器科ク
リニック 

院長 10 

☐ 

松田浩一郎 関係機関との連
携調整 

日本歯科大学大学
院新潟生命歯学研
究科・平成 26 年卒
業・ 
歯学博士（甲） 
歯科医師 

松田歯科クリニック 院長 10 

☐ 

武藤由美子 調査対象の選
定、関係機関と
の連携調整 

山形県立保健医療
科学院保健師学
科・平成 4年卒
業・ 
学士 
保健師 

新潟市北地域保健福
祉センター 

所長 5 

☐ 

滝沢杉子 調査対象の選
定、関係機関と
の連携調整 

東北福祉大学社会
福祉学科・平成 5
年卒業・ 
学士 
資格なし 

新潟市北区役所健康
福祉課高齢介護係 

係長 5 

  

    

研研究究のの概概要要  

  

目的： 

独居高齢者は健康上の問題を抱えやすいため、社会的孤立を防止し、様々な生活支援を受けながら

暮らしていける社会の実現が求められている。また、高齢者では、嚥下機能の低下、よくかめない、

口が渇く、むし歯や歯周病の発症などが問題となっている。しかし、独居高齢者の栄養状態や口腔健

康状態についてはほとんど調査がなく実態や関連要因については不明確な点が多い。本調査では、口

腔健康状態と栄養摂取状態およびその関連性について評価することを目的としている。 

対象および方法： 

＜令和 5 年＞ 

新潟市北区南浜地区在住の独居高齢者 100 名（「友愛訪問事業」利用登録者：50 名、非登録者：50

名）を対象とする。対象者を送迎し、南浜まちづくりセンターにて調査を実施する。なお、送迎が困難

な場合には、民生委員が自宅を訪問し、面接法により調査を実施する。 

調査項目は、年齢、性別等の基本属性、食品摂取多様性スコア、生活習慣、食習慣、口腔機能、健

康状態や生活に対する意識である。対象者の登録期間は、2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日までで

ある。 

＜令和 6 年＞ 

前年度までに収集したデータより、相互作用の分析を含め、共分散構造分析やロジスティック回帰

分析等を用い独居高齢者の栄養摂取状況や口腔健康状態の実態を明らかにするとともにそれぞれの関

連性についても評価を行う。 

倫理面の配慮： 

本研究において取得した情報（アンケート情報等）については、本研究以外に用いられることはな

く、他施設に譲渡されることもない。取得した情報については研究責任者以外には個人が特定できな

いようにコード化し、番号によって管理される。情報の保管については第三者が持ち出せないように

施錠を徹底管理した部屋において行う。国内外の成果発表時に個人名を公表することはない。研究終

了後、取得した情報については破棄する。そのプロトコールについては国立大学法人新潟大学「人を対

象とする研究等倫理審査委員会」の承認を得る。 

（流れ図） 
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【【研研究究者者・・研研究究組組織織・・研研究究概概要要（（申申請請書書よよりり））】】  

 

独独居居高高齢齢者者ににおおけけるる栄栄養養摂摂取取状状況況おおよよびび口口腔腔健健康康状状態態のの実実態態調調査査  

  

研研究究代代表表者者：：小小田田島島  ああゆゆ子子（（おおだだじじまま  ああゆゆここ））  

（新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔保健学分野） 

研研究究組組織織（〇印は研究代表者） 
  

医
師
会
員
☑ 

① 
研究者名 

② 
分担する研究
項目 

③ 
最終卒業校・ 
卒業年次・ 
学位及び専攻科目 
資格（医師免許等） 

④ 
所属機関 
及び現在の専門 
（研究実施場所） 

⑤ 
所属機関
における
職名 

⑥ 
分担率 
（％） 

☐ 

○小田島あゆ子 
 

総括、データ収
集、データ分析 

新潟大学大学院医
歯学総合研究科・平
成 27 年卒業・ 
博士（口腔保健福祉
学） 
歯科衛生士・社会福
祉士 

新潟大学 
歯科衛生学、福祉学 
（新潟大学歯学部） 
 

助教 30 

☐ 

葭原明弘 データ収集、デ
ータ分析 

新潟大学歯学部・昭
和 62 年卒業・ 
博士（歯学） 
歯科医師 

新潟大学 
予防歯科学、疫学 
（新潟大学歯学部） 

教授 20 

☐ 

石上和男 データ収集、関
係機関との連携
調整、データ分
析 

新潟大学歯学部・昭
和 50 年卒業・ 
歯学博士 
歯科医師 

新潟医療福祉大学 
歯科衛生学、予防歯
科学、公衆衛生学、
保健医療福祉政策 
（新潟医療福祉大学
医療経営管理学部） 

教授 10 

☐ 

中村 健 データ収集、関
係機関との連携
調整、データ分
析 

新潟大学経済学部・
平成 10 年卒業・ 
学士（経済学） 
社会福祉主事 

新潟大学 
福祉学 
（新潟大学歯学部） 

准教授 10 

☑ 

松田正史 関係機関との連
携調整 

金沢医科大学医学
部・昭和 56 年卒
業・ 
医学博士 
医師 

松田内科呼吸器科ク
リニック 

院長 10 

☐ 

松田浩一郎 関係機関との連
携調整 

日本歯科大学大学
院新潟生命歯学研
究科・平成 26 年卒
業・ 
歯学博士（甲） 
歯科医師 

松田歯科クリニック 院長 10 

☐ 

武藤由美子 調査対象の選
定、関係機関と
の連携調整 

山形県立保健医療
科学院保健師学
科・平成 4年卒
業・ 
学士 
保健師 

新潟市北地域保健福
祉センター 

所長 5 

☐ 

滝沢杉子 調査対象の選
定、関係機関と
の連携調整 

東北福祉大学社会
福祉学科・平成 5
年卒業・ 
学士 
資格なし 

新潟市北区役所健康
福祉課高齢介護係 

係長 5 

  

    

研研究究のの概概要要  

  

目的： 

独居高齢者は健康上の問題を抱えやすいため、社会的孤立を防止し、様々な生活支援を受けながら

暮らしていける社会の実現が求められている。また、高齢者では、嚥下機能の低下、よくかめない、

口が渇く、むし歯や歯周病の発症などが問題となっている。しかし、独居高齢者の栄養状態や口腔健

康状態についてはほとんど調査がなく実態や関連要因については不明確な点が多い。本調査では、口

腔健康状態と栄養摂取状態およびその関連性について評価することを目的としている。 

対象および方法： 

＜令和 5 年＞ 

新潟市北区南浜地区在住の独居高齢者 100 名（「友愛訪問事業」利用登録者：50 名、非登録者：50

名）を対象とする。対象者を送迎し、南浜まちづくりセンターにて調査を実施する。なお、送迎が困難

な場合には、民生委員が自宅を訪問し、面接法により調査を実施する。 

調査項目は、年齢、性別等の基本属性、食品摂取多様性スコア、生活習慣、食習慣、口腔機能、健

康状態や生活に対する意識である。対象者の登録期間は、2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日までで

ある。 

＜令和 6 年＞ 

前年度までに収集したデータより、相互作用の分析を含め、共分散構造分析やロジスティック回帰

分析等を用い独居高齢者の栄養摂取状況や口腔健康状態の実態を明らかにするとともにそれぞれの関

連性についても評価を行う。 

倫理面の配慮： 

本研究において取得した情報（アンケート情報等）については、本研究以外に用いられることはな

く、他施設に譲渡されることもない。取得した情報については研究責任者以外には個人が特定できな

いようにコード化し、番号によって管理される。情報の保管については第三者が持ち出せないように

施錠を徹底管理した部屋において行う。国内外の成果発表時に個人名を公表することはない。研究終

了後、取得した情報については破棄する。そのプロトコールについては国立大学法人新潟大学「人を対

象とする研究等倫理審査委員会」の承認を得る。 

（流れ図） 
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研究助成

[発表５]

大竹　将貴 （新潟大学大学院医歯学総合病院　精神科）

座長：熊谷　敬一（新潟メンタルクリニック）

研究キーワード

統合失調症、 口腔機能、 健康寿命

統合失調症入院患者における口腔機能と

健康 ・ 栄養状態に関する包括的解析



統
合
失
調
症
入
院
患
者
に
お
け
る
口
腔
機
能
と

健
康
・
栄
養
状
態
に
関
す
る
包
括
的
解
析

○
大
竹
雅
也

大
竹
将
貴

新
潟
大
学
大
学
院
医
歯
学
総
合
研
究
科
精
神
医
学
分
野

は
じ
め
に

•統
合
失
調
症
患
者
の
平
均
余
命
は
一
般
集
団
よ
り
も

～
年
短
い

（
Hj
or
th
øj

）
。

•我
々
の
研
究
で
は
統
合
失
調
症
入
院
患
者
の
う
ち

％
が
低
体
重
で
あ

り
、
一
般
人
口
を
対
象
と
し
た
研
究
で
は
低
体
重

が
死
亡
リ
ス
ク
と
強
く
相
関
し
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る

。

は
じ
め
に

•近
年
、
歯
科
領
域
で
口
腔
機
能
低
下
症
と
い
う
疾
患
概
念
が
提
唱
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
（
日
本
歯
科
医
学
会

）
。
こ
れ
は
歯
数
以
外
に
口

腔
乾
燥
や
咬
合
力
の
低
下
、
舌
運
動
機
能
の
低
下
な
ど
で
評
価
さ
れ
、
口

腔
機
能
低
下
は
嚥
下
障
害
や
低
体
重
に
関
連
す
る
と
さ
れ
る
。

•統
合
失
調
症
患
者
の
口
腔
の
健
康
状
態
は
不
良
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
あ

ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

。

は
じ
め
に

•我
々
は
、
統
合
失
調
症
患
者
は
一
般
集
団
と
比
較
し
て
残
存
歯
が
少
な
い

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

。
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は
じ
め
に

•歯
の
喪
失
が
口
腔
機
能
低
下
の
主
要
な
危
険
因
子
と
し
て
示
さ
れ
て
お
り

、
統
合
失
調
症
患
者
に
お

い
て
口
腔
機
能
が
低
下
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

•統
合
失
調
症
患
者
の
口
腔
機
能
を
検
討
し
た
研
究
は
少
な
く
、
包
括
的
に

検
討
す
る
た
め
に
は
さ
ら
な
る
研
究
が
必
要
で
あ
る

目
的

•日
本
人
の
統
合
失
調
症
入
院
患
者
の
口
腔
機
能
を
明
ら
か
に
す
る

対
象

•
統
合
失
調
症
入
院
患
者

人
•
年
齢
：

～
歳

•
入
院
期
間
：
１
年
以
上

•
対
照
者

人
•
高
齢
者
対
照
と
し
て
、

歳
以
上
の
地
域
在
住
自
立
高
齢
者

人
の
先
行
研
究

（
）
の
デ
ー
タ
を
用
い
た
。

•
対
象
者
か
ら
書
面
に
よ
り
研
究
参
加
の
同
意
を
得
た
。

•
本
研
究
は
、
新
潟
大
学
倫
理
委
員
会
の
承
認
を
得
て
い
る
。

方
法

口
腔
機
能
測
定

図
グ
ミ
ゼ
リ
ー
を
用
い
た
咀
嚼
力
の
定
量
化

図
舌
・
口
唇
運
動
機
能
の
定
量
化
（
け
ん
こ
う
く
ん
）

図
舌
・
口
唇
運
動
機
能
の
定
量
化

図
舌
圧
測
定
器
に
よ
る
舌
圧
の
定
量
化
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方
法

•入
院
患
者
の
変
数
（
年
齢
、
性
別
、
残
存
歯
数
、
咬
合
力
、
舌
口
唇
運
動

機
能
、
舌
圧
、
咀
嚼
力
）
間
の
相
関
分
析
を
行
っ
た
。

•
歳
未
満
の
非
高
齢
患
者
、

歳
以
上
の
高
齢
患
者
、

歳
以
上
の
高
齢

対
照
者
に
お
け
る
、
口
腔
機
能
低
下
の
頻
度
を

の
正
確
検
定
を
用

い
て
比
較
し
た
。
多
重
検
定
の
補
正
に
は

—
法
を

用
い
た
。

考
察

•入
院
中
の
統
合
失
調
症
患
者
に
お
い
て
、
残
存
歯
数
と
咬
合
力
、
舌
口
唇

運
動
機
能
、
咀
嚼
機
能
と
の
間
に
有
意
な
相
関
を
認
め
、
一
般
集
団
に
お

け
る
先
行
研
究

と
一
致
し

た
結
果
が
え
ら
れ
た
。

考
察

•高
齢
患
者
は
高
齢
対
照
者
と
比
べ
、
口
腔
機
能
低
下
を
示
す
す
べ
て
の
臨

床
症
状
の
頻
度
が
高
か
っ
た
。

•咬
合
力
低
下
を
除
く
臨
床
症
状
は
非
高
齢
患
者
に
お
い
て
も
高
齢
対
照
者

と
比
べ
高
か
っ
た
。
口
腔
内
の
セ
ル
フ
ケ
ア
行
動
が
乏
し
い
こ
と
が
口
腔

機
能
の
低
下
に
つ
な
が
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

結
語

•統
合
失
調
症
入
院
患
者
に
お
い
て
は
高
齢
者
の
み
な
ら
ず
非
高
齢
者
で
も

高
齢
対
照
者
と
比
較
し
て
、
口
腔
機
能
が
低
下
し
て
い
た
。

•口
腔
機
能
の
低
下
が
、
統
合
失
調
症
の
入
院
患
者
に
お
け
る
低
体
重
や
死

亡
率
に
関
与
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
口
腔
ケ
ア
の
改
善
に
よ
り
健
康

寿
命
の
延
長
に
寄
与
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

【【研研究究者者・・研研究究組組織織・・研研究究概概要要（（申申請請書書よよりり））】】  

 

統統合合失失調調症症入入院院患患者者ににおおけけるる口口腔腔機機能能とと健健康康・・栄栄養養状状態態にに関関すするる包包括括的的

解解析析  

  

研研究究代代表表者者：：大大竹竹  将将貴貴（（おおおおたたけけ  ままささたたかか））  

（新潟大学大学院医歯学総合病院 精神科） 

 

研研究究組組織織（〇印は研究代表者） 
  

医
師
会
員
☑ 

① 
研究者名 

② 
分担する研究
項目 

③ 
最終卒業校・ 
卒業年次・ 
学位及び専攻科目 
資格(医師免許等) 

④ 
所属機関 
及び現在の専門 
（研究実施場所） 

⑤ 
所属機関
における
職名 

⑥ 
分担率 
（％） 

☐ 

○大竹将貴 研究統括・デー
タ収集・解析 

新潟大学・2010 年・
医学士・ 
精神医学 
精神保健指定医 

新潟大学医歯学総合
病院 
精神科 

特任助教 50 

☐ 

小野 信 データ解析 新潟大学大学院・
2011 年・ 
医学博士・精神医学 
精神保健指定医 

新潟大学医歯学総合
病院 
精神科 

講師 30 

☑ 

渡部雄一郎 研究全般の指導 新潟大学大学院・
2005 年・ 
医学博士・精神医学 
精神保健指定医 

新潟大学大学院医歯
学総合研究科 
精神医学分野 

准教授 15 

☑ 

染矢俊幸 研究全般の指導 東京大学・1983
年・ 
医学博士・精神医
学 
精神保健指定医 

新潟大学大学院医歯
学総合研究科 
精神医学分野 
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【【研研究究者者・・研研究究組組織織・・研研究究概概要要（（申申請請書書よよりり））】】  

 

統統合合失失調調症症入入院院患患者者ににおおけけるる口口腔腔機機能能とと健健康康・・栄栄養養状状態態にに関関すするる包包括括的的

解解析析  

  

研研究究代代表表者者：：大大竹竹  将将貴貴（（おおおおたたけけ  ままささたたかか））  

（新潟大学大学院医歯学総合病院 精神科） 

 

研研究究組組織織（〇印は研究代表者） 
  

医
師
会
員
☑ 

① 
研究者名 

② 
分担する研究
項目 

③ 
最終卒業校・ 
卒業年次・ 
学位及び専攻科目 
資格(医師免許等) 

④ 
所属機関 
及び現在の専門 
（研究実施場所） 

⑤ 
所属機関
における
職名 

⑥ 
分担率 
（％） 

☐ 

○大竹将貴 研究統括・デー
タ収集・解析 

新潟大学・2010 年・
医学士・ 
精神医学 
精神保健指定医 

新潟大学医歯学総合
病院 
精神科 

特任助教 50 

☐ 

小野 信 データ解析 新潟大学大学院・
2011 年・ 
医学博士・精神医学 
精神保健指定医 

新潟大学医歯学総合
病院 
精神科 

講師 30 

☑ 

渡部雄一郎 研究全般の指導 新潟大学大学院・
2005 年・ 
医学博士・精神医学 
精神保健指定医 

新潟大学大学院医歯
学総合研究科 
精神医学分野 

准教授 15 

☑ 

染矢俊幸 研究全般の指導 東京大学・1983
年・ 
医学博士・精神医
学 
精神保健指定医 

新潟大学大学院医歯
学総合研究科 
精神医学分野 

教授 5 
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研研究究のの概概要要  

  

統合失調症患者の平均余命は、一般集団よりも 10～20 年短いといわれているが、その理由は明らか

でない。入院中の統合失調症患者が一般人口に比べ低体重や低栄養が多いことや統合失調症患者の口

腔内環境は一般人口と比べて劣悪であるという知見を背景に、申請者は統合失調症入院患者の残存歯

数と body mass index (BMI) との有意な相関を明らかにした。低体重の方が死亡リスクと強く関連し

ており、統合失調症患者において、死死亡亡リリススクク低低減減ののたためめにに低低体体重重をを生生じじるる要要因因をを明明ららかかににすするるこことと

がが必必要要ででああるる。。 

本研究では、統合失調症患者の咬咬合合力力、、咀咀嚼嚼力力、、舌舌・・口口唇唇のの運運動動機機能能、、舌舌圧圧ななどどのの口口腔腔環環境境・・機機能能がが、、

BBMMII にに与与ええるる影影響響をを明明ららかかににしし、、代代謝謝にに関関連連すするる要要因因をを含含めめてて包包括括的的にに解解析析すするる。本研究で得られる

成果に基づいて、口腔機能の改善より統合失調症患者の健康増進や健康寿命の延伸に寄与することを

目指す。本研究では、医学部と歯学部の共同研究により専門性を活用することが大きな特色といえる。

健康リスク因子として、低体重、口腔内環境・機能との関連を見出すことは独創的であり、統合失調症

患者の健康に寄与するという観点で意義が高く、患者自身が生活習慣改善のための行動変容が生まれ、

身体的健康が保たれ、医療費抑制にも貢献できることが期待できる。 

研究方法は、令和 5-7 年度に対象となる入院中の統合失調症患者から書面による同意を得て、血液、

口腔機能情報の収集、令和 6-7 年度にデータ包括的評価、BMI・代謝に関与する因子の探索を行い、全

研究期間に口腔内環境・機能と BMI の関連を明らかにする。 

本研究は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針や個人情報保護法を遵守し、新潟

大学倫理審査委員会ですでに承認されている。対象者で同意能力に疑義がある対象者には、適宜イン

フォームド・アセントを使用し、研究参加の際に人権配慮を徹底する。対象者に対して文書を用いて研

究計画の内容などについて十分な説明を行い、書面にて研究参加の同意を得る。個人情報管理者が対

応表を作成し厳重に管理する。 

（流れ図） 
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研究助成

[発表６]

大倉　裕二 （新潟県立がんセンター新潟病院　内科 （腫瘍循環器科））

座長：井口　清太郎（新潟大学大学院医歯学総合研究科　地域医療確保・地域医療課題解決支援講座）

アントラサイクリン心不全の早期発見のための

地域連携の確立に向けた研究

研究キーワード

アントラサイクリン、 心不全、 Swan ネット、 BNP、 広域連携

研研究究のの概概要要  

  

統合失調症患者の平均余命は、一般集団よりも 10～20 年短いといわれているが、その理由は明らか

でない。入院中の統合失調症患者が一般人口に比べ低体重や低栄養が多いことや統合失調症患者の口

腔内環境は一般人口と比べて劣悪であるという知見を背景に、申請者は統合失調症入院患者の残存歯

数と body mass index (BMI) との有意な相関を明らかにした。低体重の方が死亡リスクと強く関連し

ており、統合失調症患者において、死死亡亡リリススクク低低減減ののたためめにに低低体体重重をを生生じじるる要要因因をを明明ららかかににすするるこことと

がが必必要要ででああるる。。 

本研究では、統合失調症患者の咬咬合合力力、、咀咀嚼嚼力力、、舌舌・・口口唇唇のの運運動動機機能能、、舌舌圧圧ななどどのの口口腔腔環環境境・・機機能能がが、、

BBMMII にに与与ええるる影影響響をを明明ららかかににしし、、代代謝謝にに関関連連すするる要要因因をを含含めめてて包包括括的的にに解解析析すするる。本研究で得られる

成果に基づいて、口腔機能の改善より統合失調症患者の健康増進や健康寿命の延伸に寄与することを

目指す。本研究では、医学部と歯学部の共同研究により専門性を活用することが大きな特色といえる。

健康リスク因子として、低体重、口腔内環境・機能との関連を見出すことは独創的であり、統合失調症

患者の健康に寄与するという観点で意義が高く、患者自身が生活習慣改善のための行動変容が生まれ、

身体的健康が保たれ、医療費抑制にも貢献できることが期待できる。 

研究方法は、令和 5-7 年度に対象となる入院中の統合失調症患者から書面による同意を得て、血液、

口腔機能情報の収集、令和 6-7 年度にデータ包括的評価、BMI・代謝に関与する因子の探索を行い、全

研究期間に口腔内環境・機能と BMI の関連を明らかにする。 

本研究は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針や個人情報保護法を遵守し、新潟

大学倫理審査委員会ですでに承認されている。対象者で同意能力に疑義がある対象者には、適宜イン

フォームド・アセントを使用し、研究参加の際に人権配慮を徹底する。対象者に対して文書を用いて研

究計画の内容などについて十分な説明を行い、書面にて研究参加の同意を得る。個人情報管理者が対

応表を作成し厳重に管理する。 
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循
環

器
病

対
策

推
進

基
本

計
画

 
 (第

2期
) 令

和
5年

3月
28

日
閣
議
決
定

全
体

目
標

20
40

年
ま
で
に

3年
以

上
の

健
康

寿
命

の
延

伸
、

死
亡

率
の

減
少

腫
瘍

循
環

器
で

は
｢第

４
期

が
ん

対
策

推
進

基
本

計
画

｣と
連

携
し

て
取

り
組

む

第
２

期
基

本
計

画
(2

02
3-

28
年

度
)

①
循
環
器
病
の
予
防
や
正
し
い
知
識
の
普

及
啓
発

②
保

健
、

医
療

及
び

福
祉

に
係

る
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

体
制

の
充

実
③

循
環
器
病
の
研
究
推
進

総
合

的
か

つ
計

画
的

な
推

進
の

確
保

の
た

め
に

必
要

な
事

項

(２
) 他

の
疾

患
等

に
係

る
対

策
と

の
連

携

厚
生

労
働

省
W

eb
 si

te
 報

道
発

表
資

料
「

循
環

器
病

対
策

推
進

基
本

計
画

」
に

つ
い

て
よ

り
引

用

が
ん

対
策

推
進

基
本

計
画

 (第
4期

) 令
和

5年
3月

28
日
閣
議
決
定

重
要

課
題

“腫
瘍

循
環

器
学

等
の

分
野

横
断

的
な

 課
題

に
対

応
で

き
る

人
材

の
育

成
”

第
４

期
基

本
計

画
(2

02
3-

28
年

度
)

①
予

防
②

医
療
の
充
実

③
共

生
   

  …
を
支
え
る

④
基

盤
の

強
化

全
体

目
標

誰
一

人
取

り
残

さ
な

い
対

策
、

全
て

の
国

民
と

克
服

目
指

す

祝 連 携

－  64  －



令
和
５

年
度

大
学
教
育
再
生
戦
略
推
進
費

次
世

代
の

が
ん

プ
ロ

フ
ェ

ッ
シ

ョ
ナ

ル
養

成
プ

ラ
ン

文
部
科
学
省

W
eb

 si
te

次
世
代
の
が
ん
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
養
成
プ
ラ
ン
よ
り
引
用

令
和

５
年
３
月

第
４
期

が
ん

対
策

推
進

基
本

計
画

全
体
目
標
「
誰
一
人
取
り
残
さ
な
い
が
ん
対
策

…
」
を
受
け
て

が
ん
プ
ロ
は
以
下
の

人
材

育
成

の
強

化
を
目
指
し
て
い
る

①
が

ん
医

療
の

現
場

で
顕

在
化

し
て

い
る

課
題

に
対

応
す

る
人

材

②
が

ん
予

防
の

推
進

を
行

う
人

材
③

新
た

な
治

療
法

を
開

発
で

き
る

人
材

腫
瘍
循
環
器
学

・
緩
和
的
放
射
線
治
療
、
痛
み
の
治
療
・
ケ
ア
（
終
末
期
医
療
）
を
担
う
人
材

・
地
域
の
放
射
線
治
療
医
・
病
理
診
断
医
・
核
医
学
治
療
を
担
う
人
材

・
・
腫
瘍
腎
臓
病
学
・
老
年
腫
瘍
学
に
対
応
で
き
る
人
材

新
潟

大
学

ホ
ー

ム
ペ
ー

ジ
よ

り
引

用

On
co
-c
ar
di
ol
og

y
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発

ア
ン

ト
ラ

サ
イ

ク
リ

ン
心

不
全

の
早

期
発

見
の

た
め

の
地

域
連

携
の

確
立

に
向

け
た

研
究

令
和

４
年

～
５

年
度

に
我

々
が

助
成

に
よ

り
達

成
で

き
た

こ
と

見
え

て
き

た
課

題
令

和
６

年
度

の
達

成
目

標

地
域
連
携
シ
ス
テ
ム

全
国
的
に
も
高
い
評
価

副
産

物
タ

イ
ム

リ
ー

な
地

域
貢

献

令
和
５
年
度
に
わ
が
国
の
医
療
界
で
お
き

た
こ
と

19
90
年
～

20
20
年
に
ア
ン
ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
を
開
始
し
た
乳
が
ん
患
者

3,
15

5 
名

1回
で
中
止

19
6 
名

ア
ン
ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
を
複
数
回
投
与
し
た
患
者

2,
95

9 
名

治
療
開
始
後
に

EF
50
％
未
満
に
低
下

75
 名

19
90
年
～

20
20
年
に
が
ん
登
録
さ
れ
た
乳
が
ん
患
者

10
,1

89
 名

19
90
年
～

20
06
年
の
症
例

（
G

ro
up

A)
 1

8 
名

20
07
年
～

20
20
年
の
症
例

（
G

ro
up

B)
 5

7 
名

9
13

32
22

35
51

62
12

3
14

5
18

9
18

0
20

3
17

8
12

9
14

0
14

8
10

28
25

34
42

10
3

12
2

19
6

16
9

13
4

14
6

15
3

12
8

13
6

1

1

2
2

1

2
4

5
6

3
3

3
3

5

3

1

2

0

1

0

1

4

0
0

5
5

2

5
3

0
＊

2

ア
ン

ト
ラ

サ
イ

ク
リ

ン
投
与
患
者
数

(n
)

＊
AR

C
M
患

者
数

(ア
ン

ト
ラ

サ
イ

ク
リ

ン
開

始
年

で
集

計
)

％

3年
毎

の
発

生
率

(%
)

6.
7

5.
5

6.
7

1.
7

4.
8

1.
3

2.
5

1.
9

2.
3

2.
5

ARCM患者の発生率

ア
ン
ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
投
与
患
者
に
占
め
る

AR
C

M
患

者
の

割
合

－  65  －－  64  －



0

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

（
人

）

ア
ン
ス
ラ

サ
イ
ク
リ
ン

投
与
患
者
数

投
与
開
始
日

で
集
計

a

ハ
ー

セ
プ

チ
ン

製
造

販
売

承
認

早
期

乳
癌

術
前

療
法

推
奨
B

転
移

･再
発

乳
癌

一
次

治
療

推
奨
A

A
術

後
療

法
推
奨

→

20
04

20
07

ア
ン

ス
ラ

サ
イ

ク
リ

ン
投

与
患

者
数

（
累

積
）

0

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

（
人

）

累
積

患
者

数
累

積
死

亡
者

数
生

存
患

者
数

AR
CM

患
者
数

初
回

EF
<5

0%
診
断
日
で
集
計

（
人

）

ア
ン
ト
ラ

サ
イ
ク
リ
ン

投
与
患
者
数

投
与
開
始
日

で
集
計

a b

01020304050607080

•
AC

使
用
に
並
行
し
て

AR
CM

も
増
加

•
AR

CM
は

亡
く

な
る

方
が

多
い

（
赤

緑
逆

転
）

ア
ン

ス
ラ

サ
イ

ク
リ

ン
投

与
患

者
数

（
累

積
）

心
筋

症
患

者
数

（
累

積
）

ア
ン

ト
ラ

サ
イ

ク
リ

ン
心

不
全

の
早

期
発

見
の

た
め

の
地

域
連

携
の

確
立

に
向

け
た

研
究

令
和

４
年

～
５

年
度

に
我

々
が

助
成

に
よ

り
達

成
で

き
た

こ
と

見
え

て
き

た
課

題
令

和
６

年
度

の
達

成
目

標

地
域
連
携
シ
ス
テ
ム

全
国
的
に
も
高
い
評
価

副
産

物
タ

イ
ム

リ
ー

な
地

域
貢

献

令
和
５
年
度
に
わ
が
国
の
医
療
界
で
お
き

た
こ
と

腫
瘍
科
医

か
か
り
つ
け
医

生
理
検
査
技
師

外
来
看
護
師
･ク

ラ
ー
ク

病
棟
看
護
師

放
射
線
診
断
科
･治

療
科

薬
剤
師

管
理
栄
養
士

緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
科

院
内
が
ん
登
録
室

腫
瘍

循
環

器
診

療
チ

ー
ム

臨
床
工
学
士

腫 瘍 循 環 器 科 ・ 循 環 器 内 科 医

緩
和
ケ
ア
医

予
防
･治

療
に
よ
る

リ
ス
ク
の
低
減

が
ん
患
者
の
病
状
に
伴
う
心
血
管
病
リ
ス
ク
の
経
時
変
化

（
進
行
が
ん
の
初
回
治
療
と
再
発
の
場
合
）

リ
ス
ク
評
価
と

介
入
点
の
明
確
化

地
域
連
携

･管
理
部
門

腫
瘍
循
環
器
診
療
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

小
室

一
成

(監
修

)、
日
本
腫

瘍
循
環
器
学
会
編
集
委
員
会

(編
集

)
Ok

ur
a

Y,
Oz

ak
iK

,M
in

am
in

o
T,

et
al

.C
irc

J2
01

9;
 8

3:
 2

19
1-

22
02

. 
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id

eo
 1

 C
en

tra
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r t
he
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uu

m
. 

新
潟

腫
瘍

循
環

器
協

議
会

OC
AN

 2
02

0
新

潟
大

学
腫

瘍
内

科
西
條
康
夫

教
授

周
啓

亮
准

教
授

新
潟

大
学

循
環

器
内

科
猪
又
孝
元

教
授

柏
村

健
准

教
授

県
立

新
発

田
病

院
牧
野
真
人
（
呼

吸
器
内
科
）

吉
田

剛
（
循
環
器
内
科
）

が
ん

セ
ン

タ
ー

新
潟

 
菊
池

 朗
（
婦
人
科
）

大
倉
裕
二
（
腫
瘍
循
環
器
科
）

新
潟

市
民

病
院

坂
田
英
子
（
乳
腺
外
科
）

土
田

圭
一

尾
崎
和
幸
（
循
環
器
内
科
）

新
潟

薬
科

大
学

森
山
雅
人

教
授

長
岡

中
央

綜
合

病
院

中
村
裕
一
（
循
環
器
内
科
）

小
林
由
夏
（
消
化
器
内
科
・
腫
瘍
内
科
）

県
立

中
央

病
院

桃
井
明
仁
（
血
液
内
科
）

西
川

 尚
（
循
環
器
内
科
）

上
越

総
合

病
院

正
印
恭
子
（
循
環
器
内
科
）

藤
田
亘
浩
（
外
科
）

新
潟

県
に

お
い

て
が

ん
患

者
の

心
血

管
病

の
予

防
・

早
期

発
見

・
治
療

が
適

切
に

行
わ
れ

る
よ
う

に
、

ま
た

、
心

血
管

病
患

者
の

が
ん

の
予

防
・

早
期

発
見

・
治
療

が
適

切
に
行

わ
れ
る

よ
う

に
、
腫

瘍
医

と
循
環

器
医
が

知
識

を
共

有
し

、
相

互
の

連
携

に
よ

っ
て

患
者

を
救
済

す
る

と
と
も

に
、
腫

瘍
循

環
器
病

学
の

普
及

、
教

育
活

動
に

貢
献

す
る

こ
と

20
23

年
2月

7日
に

NH
K

ニ
ュ

ー
ス

ウ
ォ

ッ
チ

９
で

ア
ン

ト
ラ

サ
イ

ク
リ

ン
心

不
全

が
取

り
上

げ
ら

れ
ま

し
た

ht
tp

s:/
/w

ww
3.

nh
k.o

r.j
p/

ne
ws

/h
tm

l/2
02

30
20

7/
k1

00
13

97
06

41
00

0.
ht

m
l

20
23

年
3月

1日
に

NH
K

ク
ロ

ー
ズ

ア
ッ

プ
現

代
で

急
増

｢心
不

全
｣が

危
な

い
！

“不
治

の
病

”
回

避
最

前
線

が
取

り
上

げ
ら

れ
ま

し
た

ht
tp

s:/
/w

ww
.n

hk
.jp

/p
/g

en
da

i/t
s/

R7
Y6

NG
LJ

6G
/b

lo
g/

bl
/p

kE
ld

m
VQ

6R
/b

p/
pd

lR
Be

Rv
zJ

/

「
新
潟
･佐

渡
心
不
全
研
究

わ
が
国
の
心
不
全
患
者
の
将
来
推
計
」

20
22

年
9月

18
日
に

第
5回

日
本
腫
瘍
循
環
器
学
会
学
術
集
会

で
「
ア
ン
ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
心
筋
症
の
早
期
発
見
と
心
不
全
発
症
予
防

の
た

め
の

地
域

連
携

の
開

始
」

が
チ
ー

ム
医
療

分
野
に

お
け
る

最
優

秀
演

題
賞

を
受
賞
し
ま
し
た

新
潟

腫
瘍

循
環

器
協

議
会

OC
AN

 2
02

0
新

潟
大

学
腫

瘍
内

科
西

條
康

夫
教

授
森
山
雅
人

准
教
授

新
潟

大
学

循
環

器
内

科
猪

又
孝

元
教

授
尾
崎
和
幸

准
教
授

県
立

新
発

田
病

院
牧
野
真
人
（
呼

吸
器
内
科
）
吉
田

剛
（
循
環
器
内
科
）

が
ん

セ
ン

タ
ー

新
潟

 
菊
池

 朗
（
婦
人
科
）
大
倉
裕
二
（
腫
瘍
循
環
器
科
）

新
潟

市
民

病
院

坂
田
英
子
（
乳
腺
外
科
）
土
田
圭
一
（
循
環
器
内
科
）

長
岡

中
央

綜
合

病
院

中
村
裕
一
（
循
環
器
内
科
）

小
林
由
夏
（
消
化
器
内
科
・
腫
瘍
内
科
）

県
立

中
央

病
院

桃
井
明
仁
（
血

液
内
科
）
西
川

 尚
（
循
環
器
内
科
）

上
越

総
合

病
院

正
印
恭
子
（
循
環
器
内
科
）

藤
田
亘
浩
（
外
科
）

新
潟

県
立

が
ん

セ
ン

タ
ー

竹
之

内
辰

也
副

院
長

田
中

洋
史

院
長

三
浦

理
化

学
療

法
室

長

新
潟

大
学

医
歯

学
総

合
病

院

高
次

救
命

災
害

治
療

セ
ン

タ
ー

上
村

夏
生

助
教

新
潟

大
学

循
環

器
内

科
柏

村
健

准
教

授

ノ
ベ

ル
（（
新

型
））
心

筋
炎

対
策

WW
GG

  結
成

ノ
ベ
ル
（
新
型
）
心
筋
炎
対
策

作
業
部
会
報
告
書

ノ
ベ
ル
（
新
型
）
心
筋
炎
対
策

作
業
部
会
報
告
書

ノ
ベ
ル
（
新
型
）
心
筋
炎
対
策

作
業
部
会
報
告
書

半
年
の
議
論
を
経
て

報
告

書
(対

策
本

)を
作

成
20

23
年

2月
に

県
下

に
30

0部
を

無
料

配
布

免
疫

チ
ェ

ッ
ク

ポ
イ

ン
ト

阻
害

薬
関

連
心

筋
炎

対
策

手
配
書
を
配
り
地
域
に
警
戒
を
促
す
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ア
ン

ト
ラ

サ
イ

ク
リ

ン
心

不
全

の
早

期
発

見
の

た
め

の
地

域
連

携
の

確
立

に
向

け
た

研
究

令
和

４
年

～
５

年
度

に
我

々
が

助
成

に
よ

り
達

成
で

き
た

こ
と

見
え

て
き

た
課

題
令

和
６

年
度
の

達
成

目
標

地
域
連
携
シ
ス
テ
ム

全
国
的
に
も
高
い
評
価

副
産

物
タ

イ
ム

リ
ー

な
地

域
貢

献

令
和
５
年
度
に
わ
が
国
の
医
療
界
で
お
き

た
こ
と

理
想

ア
ン

ト
ラ

サ
イ

ク
リ

ン
最

終
投

与
日

定
期

的
な
BN

P測
定

説
明

･検
査

･治
療

･
生

活
習

慣
病

の
管

理
心

不
全

悪
化

防
止

現
実

ア
ン

ト
ラ

サ
イ

ク
リ

ン
最

終
投

与
日

と
り

か
え

し
の

つ
か

な
い

心
不

全

半
年

毎
に

リ
マ

イ
ン

ダ
ー

ア
ン

ス
ラ

サ
イ

ク
リ

ン
患

者
の

NT
-p

ro
BN

P
測

定
を

促
す

リ
マ

イ
ン

ダ
ー

シ
ス

テ
ム

の
仕

組
み

13
％

12
％

5％

0
20

40
60

80
10

0
0

20
40

60
80

10
0

知
識
と
し
て

知
っ
て
い
る

知
っ
て
い
る
し

実
践
し
て
い
る

知
ら
な
か
っ
た

無
回
答

早
期
発
見
・
早
期
治
療
を
推
奨

投
与
の
数
年
後
に
発
症
す
る
こ
と

が
あ
り
定
期
的
な
検
査
を
推
奨

Q.
 ア

ン
ト

ラ
サ

イ
ク

リ
ン

心
筋

症
に

つ
い

て
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
確

認
と

実
践

予
防

に
は

健
康

的
な

ラ
イ

フ
ス

タ
イ
ル

と
生
活
習
慣
病
の

予
防
･治

療
を
推
奨

循
環

器
医

12
6名

0
20

40
60

80
10

0
0

20
40

60
80

10
0

0
20

40
60

80
10

0

腫
瘍
科
医

40
名

知
識
と
し
て

知
っ
て
い
る

知
っ
て
い
る
し

実
践
し
て
い
る

知
ら
な
か
っ
た

無
回
答

新
潟
腫

瘍
循

環
器

協
議

会
･ノ

ベ
ル

(新
型

)心
筋

炎
対

策
作

業
部

会
に

よ
る

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
（

20
23

年
6月

実
施

）

50
％

43
％

40
％

72
％

68
％

36
％

13
％

12
％

5％

38
％

35
％

18
％

0
20

40
60

80
10

0

88
％

78
％

58
％

85
％

80
％

41
％

課
題

①
専
門
医
で
は
心
筋
症
早
期
発
見
の
意
識
が
高
ま
る

ク
リ
ニ
ッ
ク
で
は
？

心
臓

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
*の

実
施

率
の

変
化

最
終

投
与

か
ら

３
年

以
内

の
患

者
全

患
者

小
児
科

乳
腺

外
科

血
液

内
科

婦
人
科

そ
の
他

小
児

科
乳
腺

外
科

血
液

内
科

婦
人
科

そ
の
他

*1
年

以
内

の
NT

-p
ro
BN

P検
査

ま
た

は
心

エ
コ

ー

各
科

に
て

左
側

か
ら

20
21

年
3月

、
同

9月
、

20
22

年
3月

、
同

9月
の

実
施

率

N=
30

N=
25

4
N=

10
4

N=
47

N=
74

N=
89

N=
63

2
N=

28
5

N=
75

N=
11

1
患
者
数

**
**
患
者
数
は
参
考
の
た
め

20
22

年
9月

調
査
の

も
の
を

表
示

課
題

②
最
終
投
与
か
ら

3年
以
上
を
経
た
患
者
の

実
施
率
が
低
い

（
確

認
が

難
し

い
）
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4．
新
潟
市
医
師
会
で
は

SW
AN
ネ
ッ
ト
の
活
用
を
推
進
し
て
い
ま
す
が
貴
院
の
状
況
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

（（
））
導
入
し
活
用
し
て
い
る

0％
（（
））
導
入
し
た
が
あ
ま
り
活
用
し
て
い
な
い

12
％

（（
））
導
入
し
て
い
な
い

83
％

5．
県
下
で
は
腫
瘍
循
環
器
協
議
会
（
O

C
AN

20
20
）
が
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
（
複
数
回
答
可
）

（ （
））
知
っ
て
い
る

10
％

（（
））
知
ら
な
か
っ
た

88
％

（（
））
直
接
ま
た
は
間
接
的
に
症
例
に
関
す
る
助
言
や
情
報
提
供
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る

0％
（（
））
講
演
会
を
聴
取
し
た
こ
と
が
あ
る

2％
（（
））
会
員
に
相
談
を
し
た
こ
と
が
あ
る

0％

循循
環環
器器
内内
科科
をを
専専
門門
とと
すす
るる
開開
業業
医医
のの
先先
生生
方方
へへ
のの
アア
ンン
ケケ
ーー
トト
結結
果果

42
名
中

41
名
（
98
％
）
か
ら
回
答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

新
潟
腫

瘍
循

環
器

協
議

会
･ノ

ベ
ル

(新
型

)心
筋

炎
対

策
作

業
部

会
に

よ
る

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
（

20
23

年
6月

実
施

）

課
題

③
ネ
ッ
ト
も
協
議
会
も
連
携
に
生
か
さ
れ
て
い
な
い

【
行
動
】

①
各
病
院
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
持
ち
寄
り
、
各
病
院
の
情
報

イ
ン
フ
ラ
に
最
適
化
し
た
リ
マ
イ
ン
ダ
ー
シ
ス
テ
ム
を

構
築
・
運
用
（
ア
ン
ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
治
療
患
者
登
録
）

【
期
待
さ
れ
る
効
果
】

①
心
不
全
・
が
ん
・
薬
剤
に
つ
い
て
の
多
職
種
の
理
解

②
患
者
支
援
の
た
め
の
医
療
資
源
の
適
正
化

③
施
設
間
の
協
力
体
制
の
強
化

11
年年
目目
リリ
ママ
イイ
ンン
ダダ
ーー
シシ
スス
テテ
ムム
構構
築築
期期

22
年年
目目
心心
毒毒
性性
のの
スス
クク
リリ
ーー
ニニ
ンン
ググ
実実
施施
期期

アア
ンン
トト
ララ
ササ
イイ
クク
リリ
ンン
心心
不不
全全
早早
期期
発発
見見
のの
たた
めめ
のの
地地
域域
連連
携携
のの
確確
立立

【
行
動
】

①
各
病
院
の
外
来
で
ア
ン
ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン
治
療
患
者

に
対
し
て
半
年
～

1
年
毎
に

B
N

P
測
定

②
 ク
リ
ニ
ッ
ク
に
通
院
し
て
い
る
ア
ン
ト
ラ
サ
イ
ク
リ
ン

治
療
患
者
は

S
w

an
 ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
測
定
勧
奨

③
異
常
高
値
患
者
の
心
エ
コ
ー
に
よ
る
心
不
全
検
出

④
心
不
全
患
者
へ
の
心
保
護
薬
の
早
期
開
始
を
勧
奨

【
期
待
さ
れ
る
効
果
】

①
心
不
全
・
が
ん
・
薬
剤
に
つ
い
て
の
新
潟
市
の
医
療

機
関
の
協
調
の
醸
成
、

S
w

an
 ネ
ッ
ト
の
有
効
活
用

②
病
院
と
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
協
力
体
制
の
強
化

33
年年
目目
～～
アア
ンン
トト
ララ
ササ
イイ
クク
リリ
ンン
心心
不不
全全
のの
評評
価価

令
和

4
年
度

新
潟
市
地
域
医
療
研
究
助
成
事
業

達
成

度
乳

が
ん

患
者

に
絞

っ
て

達
成

→
 論

文
投

稿
中

早
期

発
見
･早

期
治

療
の

意
識

は
浸

透
市

内
で

の
協

力
体

制
を

構
築

が
ん
Ｃ
は
運
用
中

大
学

･市
民

は
構

築
中

Sw
an

ネ
ッ
ト
の
代
替

手
段

と
し

て
地

域
連

携
パ
ス
の
活
用
を
検
討

Cl
in

icへ
の

逆
紹

介
時

に
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を

勧
奨

す
る

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

の
同

封
を

検
討

◎ ◎ 〇 〇 △ △

ア
ン

ト
ラ

サ
イ

ク
リ

ン
心

不
全

の
早

期
発

見
の

た
め

の
地

域
連

携
の

確
立

に
向

け
た

研
究

令
和

６
年

度
の

達
成

目
標

①
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
っ
て
検
出
さ
れ
た
薬
剤
性
心
筋
障
害
患
者
の

 
臨
床
像
の
ま
と
め

（
発
症
症
例
と
の
比
較
）

②
逆
紹
介
先
の
医
療
機
関
に
対
す
る
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
実
施
勧
奨

（
地
域
連
携
室
・
地
域
連
携
パ
ス
の
活
用
）

③
次
世
代
の
育
成

腫
瘍
循
環
器
医
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
全
国
発
信

共
同
研
究
の
実
施
に
よ
る
育
成

コ
メ
デ
ィ
カ
ル
の
育
成

新
潟

市
の

良
好

な
CO

連
携

を
全

国
へ

･未
来

へ

引
き
続
き
ご
支
援
の
ほ
ど
宜
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す

Ca
rd

io
-o

nc
ol

og
y 
教

育
元

年
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【【研研究究者者・・研研究究組組織織・・研研究究概概要要（（申申請請書書よよりり））】】  

 

アアンントトララササイイククリリンン心心不不全全のの早早期期発発見見ののたためめのの地地域域連連携携のの確確立立にに向向けけ

たた研研究究  

  

研研究究代代表表者者：：大大倉倉  裕裕二二（（おおおおくくらら  ゆゆううじじ））  

（新潟県立がんセンター新潟病院 内科（腫瘍循環器科）） 

 

研研究究組組織織（〇印は研究代表者） 
  

医
師
会
員
☐ 

① 
研究者名 

② 
分担する研究項目 

③ 
最終卒業校・ 
卒業年次・ 
学位及び専攻科目 
資格(医師免許等) 

④ 
所属機関 
及び現在の専門 
（研究実施場所） 

⑤ 
所属機関
における
職名 

⑥ 
分担率 
（％） 

☐ 

猪又孝元 県下広域連携実施 
心不全治療･教育 
BNP･心エコー検査
勧奨、データ収集 

新潟大学･平成 1 年 
医学博士 
循環器病学 

新潟大学医歯学総
合病院循環器内科 

教授 20 

☑ 

西條康夫 県下広域連携実施 
がん治療環境整備
BNP･心エコー検査
勧奨、データ収集 

新潟大学･昭和59年 
医学博士 
腫瘍内科学 

新潟大学医歯学総
合病院腫瘍内科 

教授 20 

☑ 

佐藤信昭 県下広域連携実施 
がん治療環境整備 
BNP･心エコー検査
勧奨、データ収集 

新潟大学･昭和54年 
医学博士 
乳腺外科学 

新潟県立がんセン
ター新潟病院 
乳腺外科 

院長 10 

☑ 

菊池 朗 県下広域連携実施 
がん治療環境整備 
BNP･心エコー検査
勧奨、データ収集 

新潟大学･平成 2 年 
医学博士 
婦人科学 

新潟県立がんセン
ター新潟病院 
婦人科 

診療部長 10 

☐ 

土田圭一 市内医院との連携 
心不全治療、BNP･
心エコー検査勧奨 
データ収集 

新潟大学･平成 6 年 
医学博士 
循環器病学 

新潟市立 
新潟市民病院 
循環器内科 

科副部長 10 

☑ 

坂田英子 市内医院との連携 
がん治療環境整備 
BNP･心エコー検査
勧奨、データ収集 

新潟大学･平成10年 
医学博士 
乳腺外科学 

新潟市立 
新潟市民病院 
乳腺外科 

科部長 10 

☑ 

○大倉裕二 データ統合･分析、
リマインダー実施
普及推進、地域連
携の促進、BNP･ 
心エコー検査勧奨 

新潟大学･平成 2 年 
医学博士 
循環器病学 

新潟県立がんセン
ター新潟病院 
内科 
(腫瘍循環器科) 

内科部長 20 

  

  

  

    

研研究究のの概概要要  

  

【背景】 がん医療の進歩により 10 年相対生存率は 58.9％に延伸した。完全寛解や治療と仕事の両立が

可能になった一方で、アントラサイクリン治療後の患者の 3-5％が心毒性による重症心不全を発症する。

我々は、①①アアンントトララササイイククリリンン治治療療患患者者のの登登録録、、②②登登録録患患者者のの半半年年毎毎のの脳脳性性ナナトトリリウウムム利利尿尿ペペププチチドド

（（BBNNPP））測測定定、、③③異異常常高高値値患患者者のの心心エエココーー、、④④心心機機能能低低下下患患者者へへのの心心保保護護薬薬治治療療、をがんセンター新潟で

実施し、心不全の早期発見と重症化予防に効果を上げている。そこで、新潟市において地域連携による組

織的な早期発見と予防が可能か、全国に先駆けて検証を行う。 

【目的】 がん拠点病院におけるデータ統合と Swan ネットを活用した地域連携が、アントラサイクリン

心不全の早期発見および増悪予防に寄与することを新潟市で実証すること 

【方法】がんセンター、市民病院、大学病院で、2013 年以降にアントラサイクリンで治療されたがん患

者、約 2000 名を対象とする。がんセンターで稼働中の前述①～④の体制を、「アントラサイクリン治療

患者の担当医に BNP 測定を促すリマインダーシステム」（以下リマインダー）と呼んでいるが、これを市

民病院、大学病院でも実施し、リマインダー導入によるスクリーニング率の上昇と、心不全のアウトカム

との関係を調査する。研究は以下の 3 期からなる。（図） 

11..  リリママイインンダダーーシシスステテムム構構築築期期 各施設において、患者・BNP 検査・心エコー検査リストの作成を進め、

統合の上、治療後の心毒性のスクリーニング状況を半年ごとに担当医に伝える。これによりがん治療科・

循環器内科・薬剤部・検査部において多職種連携と早期発見・増悪予防の機運醸成を促す。 

22..  心心毒毒性性ののススククリリーーニニンンググ実実施施期期 リマインダーを受け取った担当医は、心毒性のスクリーニングを実

施する。クリニックの医師には Swan ネットでリマインダーを届ける。BNP 異常高値では心エコーを施行

する。 

33..  アアンントトララササイイククリリンン心心不不全全のの評評価価 アントラサイクリン心不全の評価を共同で行う。リマインダーに

よるスクリーニングを受けた患者と、受けなかった患者でアウトカムを比較する。 

【主要評価項目】 アントラサイクリン心不全発症時の、心不全のステージ、左室駆出率、アントラサイ

クリン最終投与から発症までの年数、発症後の生存率 

【副次評価項目】 併存疾患、治療内容、検査値など診療データ、がん治療の変更、死亡理由 

【倫理面の配慮】「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠して実施 
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【【研研究究者者・・研研究究組組織織・・研研究究概概要要（（申申請請書書よよりり））】】  

 

アアンントトララササイイククリリンン心心不不全全のの早早期期発発見見ののたためめのの地地域域連連携携のの確確立立にに向向けけ

たた研研究究  

  

研研究究代代表表者者：：大大倉倉  裕裕二二（（おおおおくくらら  ゆゆううじじ））  

（新潟県立がんセンター新潟病院 内科（腫瘍循環器科）） 

 

研研究究組組織織（〇印は研究代表者） 
  

医
師
会
員
☐ 

① 
研究者名 

② 
分担する研究項目 

③ 
最終卒業校・ 
卒業年次・ 
学位及び専攻科目 
資格(医師免許等) 

④ 
所属機関 
及び現在の専門 
（研究実施場所） 

⑤ 
所属機関
における
職名 

⑥ 
分担率 
（％） 

☐ 

猪又孝元 県下広域連携実施 
心不全治療･教育 
BNP･心エコー検査
勧奨、データ収集 

新潟大学･平成 1 年 
医学博士 
循環器病学 

新潟大学医歯学総
合病院循環器内科 

教授 20 

☑ 

西條康夫 県下広域連携実施 
がん治療環境整備
BNP･心エコー検査
勧奨、データ収集 

新潟大学･昭和59年 
医学博士 
腫瘍内科学 

新潟大学医歯学総
合病院腫瘍内科 

教授 20 

☑ 

佐藤信昭 県下広域連携実施 
がん治療環境整備 
BNP･心エコー検査
勧奨、データ収集 

新潟大学･昭和54年 
医学博士 
乳腺外科学 

新潟県立がんセン
ター新潟病院 
乳腺外科 

院長 10 

☑ 

菊池 朗 県下広域連携実施 
がん治療環境整備 
BNP･心エコー検査
勧奨、データ収集 

新潟大学･平成 2 年 
医学博士 
婦人科学 

新潟県立がんセン
ター新潟病院 
婦人科 

診療部長 10 

☐ 

土田圭一 市内医院との連携 
心不全治療、BNP･
心エコー検査勧奨 
データ収集 

新潟大学･平成 6 年 
医学博士 
循環器病学 

新潟市立 
新潟市民病院 
循環器内科 

科副部長 10 

☑ 

坂田英子 市内医院との連携 
がん治療環境整備 
BNP･心エコー検査
勧奨、データ収集 

新潟大学･平成10年 
医学博士 
乳腺外科学 

新潟市立 
新潟市民病院 
乳腺外科 

科部長 10 

☑ 

○大倉裕二 データ統合･分析、
リマインダー実施
普及推進、地域連
携の促進、BNP･ 
心エコー検査勧奨 

新潟大学･平成 2 年 
医学博士 
循環器病学 

新潟県立がんセン
ター新潟病院 
内科 
(腫瘍循環器科) 

内科部長 20 

  

  

  

    

研研究究のの概概要要  

  

【背景】 がん医療の進歩により 10 年相対生存率は 58.9％に延伸した。完全寛解や治療と仕事の両立が

可能になった一方で、アントラサイクリン治療後の患者の 3-5％が心毒性による重症心不全を発症する。

我々は、①①アアンントトララササイイククリリンン治治療療患患者者のの登登録録、、②②登登録録患患者者のの半半年年毎毎のの脳脳性性ナナトトリリウウムム利利尿尿ペペププチチドド

（（BBNNPP））測測定定、、③③異異常常高高値値患患者者のの心心エエココーー、、④④心心機機能能低低下下患患者者へへのの心心保保護護薬薬治治療療、をがんセンター新潟で

実施し、心不全の早期発見と重症化予防に効果を上げている。そこで、新潟市において地域連携による組

織的な早期発見と予防が可能か、全国に先駆けて検証を行う。 

【目的】 がん拠点病院におけるデータ統合と Swan ネットを活用した地域連携が、アントラサイクリン

心不全の早期発見および増悪予防に寄与することを新潟市で実証すること 

【方法】がんセンター、市民病院、大学病院で、2013 年以降にアントラサイクリンで治療されたがん患

者、約 2000 名を対象とする。がんセンターで稼働中の前述①～④の体制を、「アントラサイクリン治療

患者の担当医に BNP 測定を促すリマインダーシステム」（以下リマインダー）と呼んでいるが、これを市

民病院、大学病院でも実施し、リマインダー導入によるスクリーニング率の上昇と、心不全のアウトカム

との関係を調査する。研究は以下の 3 期からなる。（図） 

11..  リリママイインンダダーーシシスステテムム構構築築期期 各施設において、患者・BNP 検査・心エコー検査リストの作成を進め、

統合の上、治療後の心毒性のスクリーニング状況を半年ごとに担当医に伝える。これによりがん治療科・

循環器内科・薬剤部・検査部において多職種連携と早期発見・増悪予防の機運醸成を促す。 

22..  心心毒毒性性ののススククリリーーニニンンググ実実施施期期 リマインダーを受け取った担当医は、心毒性のスクリーニングを実

施する。クリニックの医師には Swan ネットでリマインダーを届ける。BNP 異常高値では心エコーを施行

する。 

33..  アアンントトララササイイククリリンン心心不不全全のの評評価価 アントラサイクリン心不全の評価を共同で行う。リマインダーに

よるスクリーニングを受けた患者と、受けなかった患者でアウトカムを比較する。 

【主要評価項目】 アントラサイクリン心不全発症時の、心不全のステージ、左室駆出率、アントラサイ

クリン最終投与から発症までの年数、発症後の生存率 

【副次評価項目】 併存疾患、治療内容、検査値など診療データ、がん治療の変更、死亡理由 

【倫理面の配慮】「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠して実施 
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（（流流れれ図図））  

  

（（流流れれ図図））  

  

－  72  －



■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

  

（（流流れれ図図））  

  

研究助成

[発表７]

我妻　奎太（新潟大学大学院医歯学総合研究科　国際保健学分野 (公衆衛生)）

座長：関　奈緒（新潟大学大学院保健学研究科　看護学分野）

研究キーワード

COVID-19、 感染症疫学、 クラスター、 血清疫学、 抗体価

新潟市の高齢者施設における

新型コロナウイルス感染症の血清疫学調査

（（流流れれ図図））  
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日日
本本
地地
方方
会会
学学
術術
集集
会会

第第
66
88
回回
日日
本本
化化
学学
療療
法法
学学
会会
東東
日日
本本
支支
部部
総総
会会
合合
同同
学学
会会

演
題
番
号
：
○
○

M
at

er
ia

ls
 &

 M
et

ho
ds

【
研
究
対
象
者
】
新
潟
市
内
の
高
齢
者
介
護
施
設

●
入
居
者
及
び
職
員
（
医
師
、
看
護
師
、
介
護
士
、
事
務
職
）

【
基
本
情
報
】
被
採
血
者
の
人
口
統
計
学
的
・
疫
学
的
特
徴

●
基
本
情
報
（
年
齢
、
性
別
、
職
業
な
ど
）

【
ワ
ク
チ
ン
接
種
及
び
採
血
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
】
合
計
3
回
、
患
者
血
清
の
採
血
を
行
う
。

①
ワ

ク
チ

ン
接

種
前

の
2
0
2
1
年

4
月

に
採

血
を

実
施

②
2
回

目
ワ

ク
チ

ン
接

種
か

ら
2
回

目
採

血
ま

で
の

期
間

•
職

員
: 
1
5
1
日

（
1
4
7
-
1
5
2
）

•
入

居
者

: 
9
2
日

（
9
0
-
9
3
）

③
3
回

目
ワ

ク
チ

ン
接

種
か

ら
3
回

目
採

血
ま

で
の

期
間

•
職

員
: 
1
4
6
日

（
1
4
2
-
1
4
8
）

•
入

居
者

: 
1
0
0
日

（
1
0
0
-
1
0
1
）

【
倫

理
的

配
慮

】
研

究
計

画
及

び
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
の
取

得
に
つ
い
て
、
新

潟
大

学
倫

理
委

員
会

で
承

認
を
受

け
た
（
2
0
2
0
-
0
4
2
9
)

20
21

20
22

20
21

20
22

ス
タ
ッ
フ

1回
⽬
ワ
ク
チ
ン
接
種

20
21
年
4⽉

27
⽇
〜
30
⽇

2回
⽬
ワ
ク
チ
ン
接
種

20
21
年
5⽉

14
⽇
〜
21
⽇

3回
⽬
ワ
ク
チ
ン
接
種

20
22
年
1⽉

18
⽇
〜
29
⽇

2回
⽬
採
⾎

20
21
年
10
⽉
14
⽇
〜
21
⽇

3回
⽬
採
⾎

20
22
年
6⽉

18
⽇
〜
29
⽇

20
20
年
11
⽉

ア
ウ
ト
ブ
レ
イ
ク

ワ
ク
チ
ン
接
種
前
の
採
⾎

20
21
年
4⽉

5⽇
〜
8⽇

⼊
居
者

1回
⽬
ワ
ク
チ
ン
接
種

20
21
年
6⽉

22
⽇
〜
24
⽇

2回
⽬
ワ
ク
チ
ン
接
種

20
21
年
7⽉

13
⽇
〜
15
⽇

2回
⽬
採
⾎

20
21
年
10
⽉
13
⽇
〜
15
⽇

3回
⽬
採
⾎

20
22
年
6⽉

7⽇
〜
15
⽇

20
20
年
11
⽉

ア
ウ
ト
ブ
レ
イ
ク

ワ
ク
チ
ン
接
種
前
の
採
⾎

20
21
年
4⽉

21
⽇
〜
28
⽇

3回
⽬
接
種

20
22
年
3⽉

7⽇
〜
15
⽇
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職
員

(N
=
5
2
, 
6
1
.9

%
)

入
居

者
(N

=
3
2
, 
3
8
.1

%
)

P
C

R
検

査
の

結
果

陽
性

(N
=
6
, 
1
1
.5

%
)

陰
性

(N
=
4
6
, 
8
8
.5

%
)

陽
性

(N
=
2
2
, 
6
8
.8

%
)

陰
性

(N
=
1
0
, 
3
1
.2

%
)

年
齢

（
歳

）
、

中
央

値
(I
Q

R
)

34
.0

 (3
0.

0–
44

.0
)

52
.5

 (3
9.

3–
57

.5
)

89
.5

 (8
6.

0–
92

.8
)

89
.5

 (8
6.

0–
95

.5
)

性
別

, 
N

 (
%
)

男
性

2 
(2

2.
2)

6 
(7

5.
0)

0 
(0

.0
)

2 
(1

00
)

女
性

4 
(8

.9
)

40
 (9

0.
9)

22
 (7

3.
3)

8 
(2

6.
7)

職
業

, 
N

 (
%
)

医
師

0 
(0

.0
)

4 
(1

00
)

N
A

N
A

看
護

師
0 

(0
.0

)
14

 (1
00

)
N

A
N

A

介
護

士
6 

(2
2.

2)
21

 (7
7.

8)
N

A
N

A

事
務

職
0 

(0
.0

)
7 

(1
00

)
N

A
N

A

ワワ
クク
チチ
ンン
接接
種種
をを
受受
けけ
たた
血血
清清
疫疫
学学
調調
査査
のの
研研
究究
集集
団団
にに
おお
けけ
るる
疫疫
学学
的的
特特
徴徴
（（
NN
==
88
44
））

新新
潟潟

市市
のの

高高
齢齢

者者
施施

設設
にに

おお
けけ

るる
SS

AA
RR

SS
--
CC

oo
VV

--
22
  SS

及及
びび

NN
蛋蛋

白白
にに

対対
すす

るる
IIgg

GG
抗抗

体体
価価

ワ
ク

チ
ン

接
種

前
、

2
回

目
接

種
5
ヵ
月

後
、

3
回

目
接

種
5
ヵ
月

後
の

既
感

染
者

お
よ

び
ナ

イ
ー

ブ
な

職
員

の
抗

S
Ig

G
抗

体
ワ

ク
チ

ン
接

種
前

、
2
回

目
接

種
3
ヵ
月

後
、

3
回

目
接

種
3
ヵ
月

後
の

既
感

染
者

お
よ

び
ナ

イ
ー

ブ
な

入
居

者
の

抗
S
 I
gG

抗
体

職
員

S
蛋

白
(n

=
5
2
)

入
居

者
S
蛋

白
(n

=
3
2
)

7倍
に
変
化10
倍
に
変
化

22
倍
に
変
化

19
倍
に
変
化

新新
潟潟

市市
のの

高高
齢齢

者者
施施

設設
にに

おお
けけ

るる
SS

AA
RR

SS
--
CC

oo
VV

--
22
  SS

及及
びび

NN
蛋蛋

白白
にに

対対
すす

るる
IIgg

GG
抗抗

体体
価価

ワ
ク

チ
ン

接
種

前
、

2
回

目
接

種
5
ヵ
月

後
、

3
回

目
接

種
5
ヵ
月

後
の

既
感

染
者

お
よ

び
ナ

イ
ー

ブ
な

職
員

の
抗

N
Ig

G
抗

体
ワ

ク
チ

ン
接

種
前

、
2
回

目
接

種
3
ヵ
月

後
、

3
回

目
接

種
3
ヵ
月

後
の

既
感

染
者

お
よ

び
ナ

イ
ー

ブ
な

入
居

者
の

抗
N

 I
gG

抗
体

職
員

N
蛋

白
(n

=
5
2
)

入
居

者
N

蛋
白

(n
=
3
2
)

Co
nc

lu
si
on

•
今

回
の

ワ
ク

チ
ン

接
種

後
の

高
齢

者
介

護
施

設
に

お
け

る
血

清
疫

学
調

査
か

ら
、

①①
mm

RR
NN

AA
ワワ

クク
チチ

ンン
のの

22
回回

目目
おお

よよ
びび

33
回回

目目
のの

投投
与与

にに
対対

すす
るる

抗抗
SS

  II
ggGG

反反
応応

はは
、、

SS
AA

RR
SS

--
CC

oo
VV

--
22
未未

感感
染染

者者
よよ

りり
もも

既既
感感

染染
者者

のの
ほほ

うう
がが

強強
いい

可可
能能

性性
がが

示示
唆唆

ささ
れれ

たた
。。

②②
既既

感感
染染

者者
のの

抗抗
NN

  II
ggGG

抗抗
体体

価価
はは

時時
間間

のの
経経

過過
とと

とと
もも

にに
低低

下下
しし

たた
。。

•
ワワ
クク
チチ
ンン
接接
種種
とと
感感
染染
歴歴
にに
よよ
っっ
てて
もも
たた
らら
ささ
れれ
るる
ハハ
イイ
ブブ
リリ
ッッ
ドド
免免
疫疫
はは
、、
ワワ
クク
チチ
ンン
接接
種種
まま
たた
はは
感感
染染
歴歴
のの
みみ
にに
よよ
っっ
てて
もも
たた
らら
ささ
れれ

るる
免免
疫疫
よよ
りり
もも
高高
レレ
ベベ
ルル
のの
中中
和和
抗抗
体体
をを
誘誘
発発
しし
、、
よよ
りり
広広
いい
範範
囲囲
のの
防防
御御
とと
感感
染染
防防
御御
をを
提提
供供
すす
るる
ここ
とと
がが
示示
ささ
れれ
てて
いい
るる
。。

•
一一
方方
でで
、、
11
年年
間間
のの
追追
跡跡
調調
査査
にに
おお
いい
てて
、、
SS
AA
RR
SS
--
CC
oo
VV
--
22
未未
発発
症症
者者
にに
抗抗
NN
抗抗
体体
陽陽
性性
者者
がが
いい
なな
かか
っっ
たた
ここ
とと
かか
らら
、、
ここ
のの
老老

人人
ホホ
ーー
ムム
でで
はは
アア
ウウ
トト
ブブ
レレ
イイ
クク
後後
にに
厳厳
格格
なな
感感
染染
対対
策策
がが
実実
施施
ささ
れれ
、、
感感
染染
対対
策策
がが
有有
効効
でで
ああ
っっ
たた
ここ
とと
がが
示示
唆唆
ささ
れれ
たた
。。

•
日
本
で
は
既
に
、
2
回
目
と
3
回
目
の
ブ
ー
ス
タ
ー
投
与
（
4
回
目
と
5
回
目
の
ワ
ク
チ
ン
投
与
）
が
開
始
さ
れ
て
お

り
、
1
価
ワ
ク
チ
ン
と
新
た
に
承

認
さ
れ
た
2
価
ワ
ク
チ
ン
の
ど
ち
ら
が
、
B
A
.4
と
B
A
.5
を
含

む
O
m
ic
ro
n
亜
型
（
時

間
の
経

過
と
と
も
に
優

勢
に
な
る
）
を
予

防
で
き
る
か
を
評
価
す
る
こ
と
は
有

意
義
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
今
後

の
研
究
で
は
、
複

数
の
S
A
R
S
-
C
o
V
-
2
亜
型
に
対
す
る
中

和
抗
体
価
を
測
定
す
べ
き
で
あ
る
。
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本本
年年
度度
のの
成成
果果

新新
潟潟
市市
医医
師師
会会
地地
域域
医医
療療
研研
究究
助助
成成
かか
らら
援援
助助
をを
受受
けけ
たた
令令
和和
5年年
度度
のの
研研
究究
成成
果果
はは
、、

ウウ
イイ
ルル
スス
学学
のの
国国
際際
専専
門門
誌誌
「「
J 

In
fe

ct
 C

he
m

ot
he

r」」
にに
掲掲
載載
ささ
れれ
まま
しし
たた

新新
潟潟

市市
にに

おお
けけ

るる
ゲゲ

ノノ
ムム

疫疫
学学

解解
析析

とと
数数

理理
統統

計計
モモ

デデ
ルル

をを
活活

用用
しし

たた
呼呼

吸吸
器器

ウウ
イイ

ルル
スス

感感
染染

症症
のの

流流
行行

動動
態態

のの
解解

明明

手手
指指

衛衛
生生

のの
増増

加加
やや

国国
内内

・・
国国

際際
線線

のの
移移

動動
のの

減減
少少

がが
、、

22
00
22
00
年年

のの
RR

SS
VV

のの
減減

少少
とと

関関
連連

しし
てて

いい
たた

RR
SS

VV
のの

流流
行行

時時
期期

のの
シシ

フフ
トト

にに
人人

のの
移移

動動
がが

関関
連連

しし
てて

いい
たた

RR
33
年年

度度
のの

成成
果果

::  
新新

潟潟
市市

のの
新新

型型
ココ

ロロ
ナナ

ウウ
イイ

ルル
スス

感感
染染

症症
のの

第第
11
波波

はは
単単

系系
統統

のの
中中

国国
でで

流流
行行

しし
たた

クク
レレ

ーー
ドド

SS
（（
11
99
BB

））
にに

属属
しし

、、
第第

22
波波

はは
多多

系系

統統
のの

欧欧
州州

でで
流流

行行
しし

たた
クク

レレ
ーー

ドド
GG

RR
（（
22
00
BB

））
でで

ああ
っっ

たた

手手
指指
衛衛
生生
のの
低低
下下
やや
国国
内内
航航
空空
旅旅
客客
のの
増増
加加
よよ
りり
もも
、、
国国
際際
線線
旅旅
客客
のの
増増
加加
がが
イイ
ンン
フフ
ルル
エエ
ンン
ザザ

のの
活活
動動
量量
のの
増増
加加
にに
最最
もも
影影
響響
をを
与与
ええ
てて
いい
るる
ここ
とと
がが
わわ
かか
っっ
たた

追追
加加
報報
告告

RR
44
年年
度度
のの
成成
果果
::
ワワ
クク
チチ
ンン
接接
種種
前前
のの
高高
齢齢
者者
介介
護護
施施
設設
にに
おお
けけ
るる
疫疫
学学
調調
査査
をを

行行
いい
、、
22
00
22
11
年年
44
月月
のの
血血
清清
陽陽
性性
率率
はは
入入
居居
者者
でで
〜〜
66
00
％％
、、
職職
員員
でで
〜〜
22
00
％％
とと
なな

りり
、、
22
00
22
00
年年
11
11
月月
のの
PP
CC
RR
検検
査査
結結
果果
とと
一一
致致
しし
てて
おお
りり
、、
入入
居居
者者
のの
感感
染染
率率
がが
77
倍倍

近近
くく
高高
かか
っっ
たた
ここ
とと
がが
示示
唆唆
ささ
れれ
たた

新新
型型
ココ
ロロ
ナナ
のの
実実
効効

再再
生生

産産
数数
のの
累累

積積
リリ
スス
クク
がが
、、

人人
のの
移移

動動
のの
増増

加加
にに
伴伴
いい
、、
非非

単単
調調

増増
加加
すす
るる

追追
加加
報
告
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数数
理理
統統
計計
モモ
デデ
ルル
をを
活活
用用
しし
たた
新新
型型
ココ
ロロ
ナナ
のの
流流
行行
動動
態態
をを
規規
定定
すす
るる
潜潜
在在
的的
メメ
カカ
ニニ
ズズ
ムム
のの
解解
明明

u
新
潟
市
保
健
所

佐
藤
諒
介
、
⼭
崎
哲
、
岩
⾕
雅
⼦
、
⾼
橋
善
樹

u
新
潟
⼤
学
⼤
学
院
・
⾃
然
科
学
研
究
科
・
⽣
命
情
報
学
分
野

阿
部

 貴
志

u
国
⽴
感
染
症
研
究
所
・
病
原
体
ゲ
ノ
ム
解
析
研
究
セ
ン
タ
ー

関
塚
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【【研研究究者者・・研研究究組組織織・・研研究究概概要要（（申申請請書書よよりり））】】  
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研研究究のの概概要要  

  

 研研究究のの目目的的・・必必要要性性・・特特色色・・独独創創的的なな点点・・期期待待さされれるる効効果果  

本本研研究究のの目目的的はは、、新新潟潟市市のの新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症をを、、疫疫学学指指標標のの解解析析、、血血清清疫疫学学調調査査、、

新新型型ココロロナナワワククチチンン接接種種後後のの抗抗体体価価調調査査かからら包包括括的的にに解解析析しし、、ククララススタターーのの発発生生要要因因をを明明ららかか

ににすするる事事でで、、将将来来のの新新潟潟市市のの感感染染症症対対策策のの強強化化にに役役立立ててるるここととをを目目指指すすももののででああるる。。  

新潟市では、2020 年 2 月 29 日に初の感染者確認以降、スポーツを介したクラスターが発生し、そ

の後、全国的な新型コロナ流行に呼応して、2022 年 11 月現在までに 7 波の地域流行を経験してい

る。今後、新潟市において長期的な新型コロナ対策が必要であること考慮すれば、これまでの流行の

状況を詳細に把握し、将来の予防対策のために役立てる取り組みは必要不可欠である。そこで本研

究では、新潟市のデータを用いて、実効再生産数(1 人の患者が平均何人に感染させるか)や今週先週

比などの様々な疫学指標の経時的な解析を行い、さらには、新潟市の高齢者施設で、最初に発生した

大規模なクラスターの血清疫学調査を行うことで、流行に関与する共通因子を探り、感染対策上重

要なハイリスク因子の特定を行う。加えて、当該施設におけるワクチン接種後の抗体価の追跡調査

を実施し、今後重要となるワクチンの免疫原性やブースター効果の評価も実施していく。本研究は、

行政と共に、疫学・ウイルス学の両面から包括的に感染状況を解明することに、独自性があり、同時

にほとんど報告が無いコミュニティでの疾病負荷を分析することで、今後の新潟市における新型コ

ロナウイルス感染症の対策の方針決定に大きく貢献できると考えられる。 

 

研研究究方方法法  ((ななががれれ図図をを参参照照))  

本研究では、新潟市の新型コロナの現状

を以下の①及び②の解析を通して、包括的に

解析を行う。 

①① 疫疫学学指指標標のの解解析析  ((RR33--RR55 年年))  

R5 年度は、疫学曲線、今週先週比、倍加時

間、成長率、実効再生産数の推定、実効再生

産数の短期予測を実施する。 

②② 血血清清疫疫学学調調査査とと抗抗体体価価調調査査  ((RR33--RR55 年年))  

新潟市の高齢者施設で、2020 年 11 月に新

型コロナによる大規模なクラスターが発生

し、最終的な PCR 陽性者は職員と入所者を含め約 60 名に上った。R5 年度は、R4 年度に引き続き、こ

の高齢者施設で、新潟市保健所と共に、血清疫学調査と新型コロナワクチン接種後の抗体価調査を実

施する。  

 

倫倫理理的的配配慮慮  

 本研究は、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に準じ、我が国の感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律を遵守し、個人情報保護には最大限の配慮を行い、患者個人が

情報から特定できないようにし、患者が不利益を被らないようにする。 

  
  

本研究のながれ図 
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研究助成

[発表８]

佐藤　信宏 （新潟市民病院　救急科）

座長：齋藤　玲子（新潟大学大学院医歯学総合研究科　国際保健学分野）

研究キーワード

COVID-19、 救急搬送、 救急搬送システム、 輪番制

新潟市における COVID-19 の

救急応需への影響調査

研研究究のの概概要要  

  

 研研究究のの目目的的・・必必要要性性・・特特色色・・独独創創的的なな点点・・期期待待さされれるる効効果果  

本本研研究究のの目目的的はは、、新新潟潟市市のの新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症をを、、疫疫学学指指標標のの解解析析、、血血清清疫疫学学調調査査、、

新新型型ココロロナナワワククチチンン接接種種後後のの抗抗体体価価調調査査かからら包包括括的的にに解解析析しし、、ククララススタターーのの発発生生要要因因をを明明ららかか

ににすするる事事でで、、将将来来のの新新潟潟市市のの感感染染症症対対策策のの強強化化にに役役立立ててるるここととをを目目指指すすももののででああるる。。  
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究では、新潟市のデータを用いて、実効再生産数(1 人の患者が平均何人に感染させるか)や今週先週

比などの様々な疫学指標の経時的な解析を行い、さらには、新潟市の高齢者施設で、最初に発生した

大規模なクラスターの血清疫学調査を行うことで、流行に関与する共通因子を探り、感染対策上重

要なハイリスク因子の特定を行う。加えて、当該施設におけるワクチン接種後の抗体価の追跡調査

を実施し、今後重要となるワクチンの免疫原性やブースター効果の評価も実施していく。本研究は、

行政と共に、疫学・ウイルス学の両面から包括的に感染状況を解明することに、独自性があり、同時

にほとんど報告が無いコミュニティでの疾病負荷を分析することで、今後の新潟市における新型コ

ロナウイルス感染症の対策の方針決定に大きく貢献できると考えられる。 

 

研研究究方方法法  ((ななががれれ図図をを参参照照))  

本研究では、新潟市の新型コロナの現状

を以下の①及び②の解析を通して、包括的に

解析を行う。 

①① 疫疫学学指指標標のの解解析析  ((RR33--RR55 年年))  

R5 年度は、疫学曲線、今週先週比、倍加時

間、成長率、実効再生産数の推定、実効再生

産数の短期予測を実施する。 

②② 血血清清疫疫学学調調査査とと抗抗体体価価調調査査  ((RR33--RR55 年年))  

新潟市の高齢者施設で、2020 年 11 月に新

型コロナによる大規模なクラスターが発生

し、最終的な PCR 陽性者は職員と入所者を含め約 60 名に上った。R5 年度は、R4 年度に引き続き、こ

の高齢者施設で、新潟市保健所と共に、血清疫学調査と新型コロナワクチン接種後の抗体価調査を実

施する。  

 

倫倫理理的的配配慮慮  

 本研究は、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に準じ、我が国の感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律を遵守し、個人情報保護には最大限の配慮を行い、患者個人が

情報から特定できないようにし、患者が不利益を被らないようにする。 

  
  

本研究のながれ図 
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転
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搬
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除
く
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電
話
照
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件
数

≦
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4
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2
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考
察
１

2
0
2
2
年
の

C
O

V
ID

-
1
9流
行
下
で
、
新
潟
市
の
救
急
搬
送
困
難
例
の
要
因
と
し
て
、

8
0
歳
以
上
、

1
5
～

6
4歳
、
中
等
症
、
第

8
波
（
11
月
・1

2月
）で
あ
っ
た

重
症
、
心
肺
停
止
に
限
る
と
、
第

8
波
は
搬
送
困
難
例
の
要
因
に
な
ら
な
か
っ
た

人
口
あ
た
り
の
新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
る
累
積
死
亡
者
数

=
全
国
で
最
も
少
な
い
（
新
潟
県
）

1
8
.3

 v
s 
全
国
平
均

5
6
.0

 (
人
口

1
0
万
対
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(新
潟
県
医
師
会
報

R
5
.3

 N
o
. 
8
7
6
)

患
者
ト
リ
ア
ー
ジ
と
入
院
調
整

（
L
E
M

O
N
に
よ
る
情
報
共
有
、

P
C

C
、

C
O

V
ID

-
1
9
輪
番
）

高
い
ワ
ク
チ
ン
接
種
率
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急
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現
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滞
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間
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関
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研
究
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市
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0
1
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寝
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日
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（
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0
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0
2
1
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2
4
5
3
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師
平
均
年
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が
高
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医
が
少
な
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地
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新
潟
市
（
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口

7
9
万
人
）
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救
急
搬
送
先 新

潟
県
福
祉
保
健
部
地
域
医
療
政
策
課

川
崎
雄
太

様
よ
り
提
供

1
5
病
院
の
内
、

4
0
0
床
以
上
の
病
院
は
４
つ
、
他
は

40
0
床
未
満

考
察
２

流
行
期
と
非
流
行
期
の
全
救
急
搬
送
を
比
較

患
者
属
性
や
受
入
医
療
機
関
の
割
合
は
同
等

流
行
期
に
、

C
O

V
ID
－

1
9
以
上
に
救
急
搬
送
数
が
増
加

→
流
行
期
の
搬
送
困
難
例
は
増
加

C
O

V
ID

-
1
9
患
者
の
比
較
（2

0
2
2
 v

s 
2
0
2
1
)

2
0
2
2年
に
患
者
が
激
増
、
小
児
・
高
齢
者
の
割
合
が
増
加

軽
症
患
者
の
割
合
が
増
加

二
次
医
療
機
関
の
受
入
割
合
が
増
加
（C

O
V

ID
-
1
9
輪
番
は
機
能
し
て
い
た
）

→
搬
送
困
難
例
は
増
加

考
察
３

2
0
2
2
年
の
流
行
期
（1

1
月
、

1
2
月
）

2
次
、

3
次
医
療
機
関
合
わ
せ
て

3
0
0
0
台

/
月

=
1
0
0
台

/
日
受
入

今
後
、
新
潟
市
民
病
院

(6
7
6
床
）
、
済
生
会
新
潟
病
院
（
4
1
0
床
）
中
心
に
受
入
？

→
3
0
台

/
日
受
入
で
も
足
り
な
い
？
す
ぐ
に
満
床
？

3
0
台

/
日
受
け
入
れ
る
な
ら
、
同
規
模
の
転
院
・
退
院
必
要
（
出
口
問
題
）

高
齢
者
の
入
院
率
は
高
い
（
社
会
的
入
院
含
む
）

転
院
調
整
・
退
院
調
整
に
時
間
が
か
か
る
（
医
師
が
調
整
す
る
と
業
務
負
担
激
増
）

→
救
急
外
来
に
専
任
の
調
整
役
が
必
要
？

下
り
搬
送
の
た
め
の
迅
速
な
転
院
受
け
入
れ
体
勢
の
構
築
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重
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療
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研研究究のの概概要要  

  

 日本の救急搬送数は年々増加傾向にある。日本には、救急隊が患者の状態に応じて適切な医療機関

を選定し、病院が受け入れ可否を判断する独自の救急医療システムがあり、昨今、高齢者、外国人、夜

間休日、意識障害などの患者をはじめとし、救急患者の受け入れ困難、いわゆるたらい回しが問題にな

っている。 

しかし、2020 年 COVID-19 の流行により軽症患者の受診控えが生じ、年々増加傾向にあった救急搬送

数が減少した。一方で、発熱、呼吸苦などの COVID-19 感染を否定できない患者の救急搬送の不応需が

散見される。また、2024 年の医師の働き方改革は、当直業務に制限を生じ、救急患者の受入が困難に

なる病院が増加すると予想される。 

 本申請研究の目的は、COVID-19 の流行状況と新潟市における救急搬送の状況が、どのように変化し

たかを調査し、問題点を抽出することで、COVID-19 流行下、そして今後の新潟市の救急搬送システム

の改善につなげることである。 

 本研究の特色・独創的な点として、地域ベースであること、救急隊が受け入れ要請を行う救急医療シ

ステムは日本独自のものであることが挙げられる。 

 具体的には、2021 年度、匿名化された新潟市の救急搬送データ収集を行い、2022 年度にまず後ろ向

き観察研究を行う。COVID-19 流行状況と救急搬送状況を比較検討し、患者属性、重症度、搬送理由な

どと、救急隊による電話照会件数との関連を調査する。また、新潟市の内科輪番制度について救急搬送

状況を評価する。さらに、新潟市急患センターの受診状況の調査を行う。これらの結果を用いて、新潟

市の救急搬送システムの改善策について提言する。 

 新潟市の医療機関・消防局にとって、COVID-19 流行が、救急医療体制にどのような影響を与え、問

題を生じているか分析することで、今後の対応・方策を検討できる。地域によって救急医療体制は異な

るものの、新潟市外はじめ他県にとっても、今回の研究結果を利用し、COVID-19 流行下の救急医療体

制の改善につなげることができる。 

（流れ図） 
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研研究究のの概概要要  

  

 日本の救急搬送数は年々増加傾向にある。日本には、救急隊が患者の状態に応じて適切な医療機関

を選定し、病院が受け入れ可否を判断する独自の救急医療システムがあり、昨今、高齢者、外国人、夜

間休日、意識障害などの患者をはじめとし、救急患者の受け入れ困難、いわゆるたらい回しが問題にな

っている。 

しかし、2020 年 COVID-19 の流行により軽症患者の受診控えが生じ、年々増加傾向にあった救急搬送

数が減少した。一方で、発熱、呼吸苦などの COVID-19 感染を否定できない患者の救急搬送の不応需が

散見される。また、2024 年の医師の働き方改革は、当直業務に制限を生じ、救急患者の受入が困難に

なる病院が増加すると予想される。 

 本申請研究の目的は、COVID-19 の流行状況と新潟市における救急搬送の状況が、どのように変化し

たかを調査し、問題点を抽出することで、COVID-19 流行下、そして今後の新潟市の救急搬送システム

の改善につなげることである。 

 本研究の特色・独創的な点として、地域ベースであること、救急隊が受け入れ要請を行う救急医療シ

ステムは日本独自のものであることが挙げられる。 

 具体的には、2021 年度、匿名化された新潟市の救急搬送データ収集を行い、2022 年度にまず後ろ向

き観察研究を行う。COVID-19 流行状況と救急搬送状況を比較検討し、患者属性、重症度、搬送理由な

どと、救急隊による電話照会件数との関連を調査する。また、新潟市の内科輪番制度について救急搬送

状況を評価する。さらに、新潟市急患センターの受診状況の調査を行う。これらの結果を用いて、新潟

市の救急搬送システムの改善策について提言する。 

 新潟市の医療機関・消防局にとって、COVID-19 流行が、救急医療体制にどのような影響を与え、問

題を生じているか分析することで、今後の対応・方策を検討できる。地域によって救急医療体制は異な

るものの、新潟市外はじめ他県にとっても、今回の研究結果を利用し、COVID-19 流行下の救急医療体

制の改善につなげることができる。 

（流れ図） 

  

  
  

研究助成

[発表９]

中井　良育 （藍野大学　医療保健学部　看護学科）

座長：今井　利司（新潟市　福祉部）

研究キーワード

ケアマネジメント、 QOL、 介護予防、 専門職の助言

専門職による助言及びソーシャルワーカーによる

コーディネート機能がケアマネジメントの質に与える影響

‐ 新潟市多職種合同介護予防ケアプラン検討会に着目した調査結果から ‐
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専
門
職
に
よ
る
助
言
及
び
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

に
よ
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能
が
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
質
に
与
え
る
影
響

‐新
潟
市
多
職
種
合
同
介
護
予
防
ケ
ア
プ
ラ
ン
検
討
会
に
着
目

し
た
調
査
結
果
か
ら
‐

〇
中
井
良
育

） ，
阿
部
行
宏

） ，
丸
田
秋
男

） ，
渡

邉
敏
文

） ，
河
野
聖
夫

）
，
佐
藤
洋

） ，
青
木
茂

） ，
鈴
木
昭

） ，
渡
邊
豊

） ，
渡
辺
恵

）

）
藍
野
大
学
医
療
保
健
学
部
看
護
学
科

）
山
の
下
ク
リ
ニ
ッ
ク

）
新
潟
医
療
福
祉
大
学
社
会
福
祉
学
部
社
会
福
祉
学
科

研
究
の
背
景

•地
域
ケ
ア
会
議
の
機
能
の
一
つ
が
自
立
支
援
に
資
す
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
支
援
の
質
を
高
め
る
こ
と

•新
潟
市
北
区
の
地
域
ケ
ア
会
議
で
は
，
支
援
事
業
所
の
取
組
み
や
サ
ー
ビ
ス

開
発
等
に
関
連
し
た
情
報
交
換
等
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
，
要
支
援
者
の
自
立

支
援
・
介
護
予
防
に
向
け
た
ケ
ア
マ
ジ
メ
ン
ト
の
機
能
は
不
十
分

•特
に
，
介
護
の
重
度
化
予
防
の
観
点
か
ら
，
介
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
の

意
欲
の
程
度
と
そ
の
背
景
を
配
慮
し
た
う
え
で
積
極
的
な
働
き
か
け
を
行
う

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
．

注
：
個
別
事
例
の
検
討
を
通
じ
て
，
多
職
種
協
働
に
よ
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
支
援
等
を
行
い
，
地

域
づ
く
り
・
政
策
形
成
等
に
つ
な
げ
る
取
り
組
み
が
地
域
ケ
ア
会
議
で
あ
る
が
，
本
研
究
で
は
，

こ
の
う
ち
自
立
支
援
に
向
け
た
個
別
ケ
ー
ス
の
検
討
，
自
立
支
援
の
手
法
の
共
有
と
い
っ
た

自
立
支
援
型
地
域
ケ
ア
個
別
会
議
を
地
域
ケ
ア
会
議
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
し
て
い
る
．

研
究
の
背
景

•新
潟
市
で
は
，
事
業
対
象
者
や
要
支
援

，
の
認
定
を
受
け
た
高
齢
者
等
（以
下
、
「要

支
援
高
齢
者
」と
い
う
．
）を
対
象
と
し
た
自
立
支
援
型
地
域
ケ
ア
個
別
会
議
で
あ
る

「新
潟
市
多
職
種
合
同
介
護
予
防
ケ
ア
プ
ラ
ン
検
討
会
」（
以
下
、
「ケ
ア
プ
ラ
ン
検
討

会
」と
い
う
）を
実
施

•地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
担
当
者
が
専
門
的
な
助
言
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
事
例

に
つ
い
て
，
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
専
門
職
に
よ
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
の
も
と
，
ケ
ア
プ
ラ
ン

検
討
会
を
構
成
す
る
職
種
が
助
言
者
と
な
り
，
事
例
提
供
者
が
専
門
職
か
ら
助
言
を

得
る
こ
と
で
，
高
齢
者
の

の
向
上
に
資
す
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
サ
ポ
ー
ト

•要
支
援
高
齢
者
に
対
し
早
期
に
介
護
状
態
の
改
善
や
重
度
化
予
防
に
取
り
組
む
こ
と

で
，
心
身
の
状
態
が
改
善
す
る
見
込
み
も
あ
る
が
，
適
切
に
支
援
が
な
さ
れ
な
い
こ
と

で
悪
化
す
る
リ
ス
ク
も
高
い
．
し
た
が
っ
て
，
要
支
援
高
齢
者
が
要
介
護
状
態
に
な
ら
な

い
よ
う
，
介
護
予
防
を
目
的
と
し
た
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
質
の
向
上
に
対
す
る
取
り

組
み
は
重
要

研
究
の
目
的

研
究
者
の
疑
問
（

＆
）

地
域
ケ
ア
会
議
の
効
果
は
，
あ
る
な
い
？

第
三
者
の
専
門
職
に
よ
る
助
言
の
効
果
は
，
あ
る
な
い
？

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能
は
，
議
論
を
活
性
化
す
る
し
な
い
？

介
護
の
重
度
化
の
防
止
や
，

の
向
上
に
資
す
る
専
門
性
の
高
い

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
展
開
す
る
た
め
に
は
，
ど
の
よ
う
な
地
域
ケ
ア
会

議
が
最
適
な
の
か
？
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先
行
研
究

•ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
質
に
影
響
す
る
要
素
は
「イ
ン
プ
ッ
ト
」「
過
程
（プ
ロ
セ
ス
）」

「構
造
」「
結
果
」で
あ
り
，
こ
の
う
ち
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
質
に
最
も
影
響
す
る
重
要

な
部
分
と
さ
れ
て
い
る
の
が
「過
程
（プ
ロ
セ
ス
）」
で
あ
る
（岡
本

）．

先
行
研
究

•ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
活
動
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
は
な
さ
れ
て
い
る
が
（
岡
本

，
野
中

，
佐
光
・
内
藤

他
）
，
専
門
職
か
ら
の
助
言
が
ケ
ア
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
の
質
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
与
え
る
の
か
と
い
っ
た
研
究
は
少
な
い

（大
分
県

，
和
光
市

）
．

•ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
は
，
身
体
・
心
理
・
社
会
的

領
域
の
視
点
の
ス
キ
ル
が
必
要
と
な
る
（
布
花
原
・
伊
藤

）
．

•
の
向
上
に
は
，
個
人
的
要
因
及
び
環
境
的
要
因
の
把
握
に
着
目
し
た
助
言
を

引
き
出
し
，
目
標
共
有
を
促
す
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
唆

（中
井
・阿
部
・
丸
田
ら

）
．

研
究
内
容

•本
研
究
で
は
，
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
プ
ロ
セ
ス
に
着
目
し
て
，

以
下
の

つ
を
明
ら
か
に
す
る

多
職
種
の
専
門
的
な
視
点
や
知
見
に
基
づ
く
助
言
の
事
例

提
供
者
に
対
す
る
サ
ポ
ー
ト
機
能
と
有
効
性

地
域
ケ
ア
会
議
に
対
す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
専
門
職
に

よ
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能
の
有
効
性

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
質
に
対
す
る
地
域
ケ
ア
会
議
の
有

効
性

要
支
援
高
齢
者
を
対
象
と
し
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
検
討
会
に
着
目
し
，
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
与

え
る
効
果
に
つ
い
て
測
定
・検
証

研
究
方
法

•調
査
対
象

•
年
度
～
２
０
２
２
年
度
に
実
施
し
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
検
討
会
に
参
加
し
た
助
言

者
（理
学
療
法
士
，
作
業
療
法
士
，
言
語
聴
覚
士
，
管
理
栄
養
士
，
薬
剤
師
，
歯
科
衛

生
士
：
延
べ

人
）
及
び
事
例
提
供
者
（
延
べ

人
），
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

（延
べ

人
）
並
び
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
評
価
を
行
っ
た
事
例
（

事
例
）

•調
査
期
間

•
年

月
日
～

年
月

日

•倫
理
的
配
慮

•研
究
者
が
所
属
す
る
新
潟
医
療
福
祉
大
学
倫
理
審
査
委
員
会
よ
り
事
前
に
承
認

を
得
た
上
で
調
査
を
実
施
，
な
お
，
利
益
相
反
は
な
い
．
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研
究
方
法

図
２
-1
　
ケ
ア
プ
ラ
ン
検
討
会
に
お
け
る
評
価
プ
ロ
セ
ス

・
運
動
・
移
動
の
現
状

把
握

・
日
常
生
活
の
現
状
把

握 ・
社
会
参
加
、
対
人
関

係
の
現
状
把
握

・
目
標
を
支
援
す
る
ポ

イ
ン
ト

・
本
人
の
意
志
の
実
現

・
地
域
活
動
へ
の
参
加

・
役
割
や
生
き
が
い
を

持
っ
た
生
活

・
個
人
的
ま
た
は
環
境

的
要
因
の
把
握

・
生
活
機
能
低
下
要
因

事
例
提
供
者

助
言
者

コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー

①
事
例
提
供

⑤
助
言
の
評
価

③
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

③
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

行
政
担
当
者

⑥
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
評
価

②
助
言

④
自
己
評
価

・
多
職
種
連
携

・
分
野
を
超
え
た
サ
ー
ビ
ス

開
発

・
の
視
点

・
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
視

点 ・
の
向
上
を
目
的
と

し
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
検
討

研
究
方
法

研
究
結
果

•集
計
結
果

•
助
言
者

•
助
言
者
（延
べ

人
）を
対
象
に
質
問
紙
を
配
布
し
，

人
（回
収
率

％
）か
ら
回
答
を
得
た
．
そ
の
う
ち
，
有
効
回
答
者
は

人
（有

効
回
答
率

％
）で
あ
っ
た
．

•
事
例
提
供
者

•
事
例
提
供
者
（延
べ

人
）を
対
象
に
質
問
紙
を
配
布
し
，

人
（回

収
率

％
）か
ら
回
答
を
得
た
．
そ
の
う
ち
，
有
効
回
答
数
は

人
（
有
効
回
答
率

％
）で
あ
っ
た
．

•
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
各
区
の
行
政
担
当
者
）

•
行
政
担
当
者
（延
べ

人
）を
対
象
に
質
問
紙
を
配
布
し
，

人
（回
収

率
（

％
）か
ら
回
答
を
得
た
．
そ
の
う
ち
，
有
効
回
答
数
は

人
（有

効
回
答
率

％
）で
あ
っ
た
．

研
究
結
果

•集
計
結
果

•
助
言
者
の
助
言
に
対
す
る
自
己
評
価

•
評
価
項
目
は

項
目

•
「
自
身
の
専
門
性
を
発
揮
し
た
評
価
」，
「本
人
の

の
向

上
に
向
け
た
助
言
」
を
総
合
的
な
評
価
と
し
た
．

•
助
言
者
の
助
言
に
対
す
る
事
例
提
供
者
の
評
価

•
評
価
項
目

項
目
の
う
ち
，
項
目
を
除
外

•
「
今
後
の
方
針
の
参
考
に
な
っ
た
」
を
総
合
的
な
評
価
と
し
た
．

•
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
対
す
る
行
政
担
当
者
の
評
価

•
評
価
項
目

項
目
の
う
ち
，
項
目
を
除
外
．

•
「
利
用
者
の

向
上
を
目
的
と
し
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
検
討
」

を
総
合
的
な
評
価
と
し
た

•
検
討
事
例
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
評
価

•
評
価
項
目
は

項
目

•
「

の
向
上
」を
総
合
的
な
評
価
と
し
た
．
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研
究
結
果

年
度
の
デ
ー
タ
分
析
で
は
，

事
例
提
供
者
の
助
言
に
対
す
る
評

価
に
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能
が
影
響

を
与
え
て
い
る
結
果
で
あ
っ
た
が

…

研
究
結
果

考
察

１
．
専
門
職
の
助
言
に
よ
る
効
果

•医
療
的
な
視
点
だ
け
で
な
く
，
本
人
の
役
割
や
生
き
が
い
，
本
人
や
家
族

の
意
向
と
い
っ
た
生
活
の
視
点
か
ら
助
言
を
行
う
こ
と
で
，

の
向

上
に
向
け
た
助
言
に
繋
が
る

•
の
向
上
に
向
け
た
助
言
は
，
事
例
提
供
者
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
対
す

る
方
向
性
の
参
考
と
な
る

•本
人
の
意
思
の
実
現
に
向
け
た
助
言
は
，
ニ
ー
ズ
把
握
や
社
会
活
動
の

参
加
，
支
援
の
実
行
を
促
す

•事
例
提
供
者
が
繰
り
返
し
助
言
を
受
け
る
こ
と
で
，
助
言
者
の
助
言
に

対
す
る
評
価
は
低
下
す
る
傾
向
に

•専
門
職
自
身
が
専
門
性
を
発
揮
し
た
助
言
は
，
必
ず
し
も
事
例
提
供
者

に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
影
響
を
与
え
る
わ
け
で
は
な
い

考
察

２
．
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能
の
効
果

•
向
上
に
向
け
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
検
討
を
促
す
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
は
，

助
言
者
に
よ
る
当
事
者
間
の
情
報
共
有
や

向
上
に
向
け
た
助
言

を
促
し
，
事
例
提
供
者
の
今
後
の
方
針
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
影
響
を
与
え
る

•ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
視
点
や
，

の
視
点
を
取
り
入
れ
た
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
は
，

向
上
に
向
け
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
検
討
を
促
す
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
に
繋
が
る

•特
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
視
点
か
ら
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
は
，
事
例
の
ニ
ー

ズ
把
握
を
促
し
，

が
向
上
す
る
な
ど
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
影
響
を
与

え
る
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ま
と
め

•地
域
ケ
ア
会
議
は
効
果
が
あ
る
の
か
？

•専
門
職
か
ら
の
助
言
を
受
け
る
機
会
は
重
要

•事
例
提
供
者
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
対
す
る
方
向
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
，
助
言

者
は
医
療
的
な
視
点
に
偏
ら
ず
，
生
活
の
視
点
を
意
識
し
た
内
容
の
助
言
を

行
う
必
要
が
あ
る

•特
に
，
本
人
の
役
割
や
生
き
が
い
を
引
き
出
す
た
め
の
助
言
，
本
人
や
家
族
の

意
向
を
踏
ま
え
た
助
言
は
，

向
上
に
資
す
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
重
要

•事
例
提
供
者
は
，
目
標
を
支
援
す
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
及
び
目
標
を
阻
害
す
る

要
因
に
つ
い
て
，
予
め
課
題
等
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
で
効
果
が
高
ま
る

•本
人
の
意
思
（エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
）の
実
現
を
意
識
す
る
こ
と
は
，

向
上
に

資
す
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
繋
が
る

ま
と
め

•地
域
ケ
ア
会
議
は
効
果
が
あ
る
の
か
？

•コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機
能
は
地
域
ケ
ア
会
議
の
効
果
を
高
め
る

•助
言
者
か
ら

向
上
に
向
け
た
助
言
を
引
き
出
す
た
め
に
は
，

の
視

点
，
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
視
点
で
助
言
を
促
し
，
議
論
を
活
性
化
さ
せ
る
こ

と
が
重
要

•特
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
視
点
か
ら
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
は
，
事
例
提
供
者
の

ニ
ー
ズ
把
握
や
，
ニ
ー
ズ
を
充
足
す
る
た
め
の
議
論
を
促
し
，

向
上
に
資

す
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
繋
が
る

今
後
の
課
題

◆
現
時
点
の
分
析
対
象
は
、
新
潟
市
の
取
り
組
み
を
対
象

☞
今
後
は
，
他
の
行
政
機
関
・自
治
体
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
先
進
的
な
取

り
組
み
事
例
に
つ
い
て
も
比
較
検
証

◆
介
入
前
と
介
入
後
の
変
化
・
評
価
を
検
証

☞
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
評
価
の
デ
ー
タ
の
蓄
積
は
ま
だ
少
な
い
こ
と
か
ら
，
さ
ら
に

デ
ー
タ
収
集
を
行
い
，
個
々
の
事
例
に
着
目
し
，

の
向
上
，
ニ
ー
ズ
の

充
足
度
，
社
会
活
動
の
参
加
度
，
地
域
資
源
の
活
用
度
，
支
援
方
針
の
実
行

度
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る

【参
考
文
献
】

上
原
久
『ケ
ア
会
議
の
技
術

事
例
理
解
の
深
め
方
』
中
央
法
規
出
版
，

大
分
県
保
健
福
祉
部
「
大
分
県
に
お
け
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
に
向
け
た
市
町
村
支
援
－
地
域
ケ
ア
会
議
と
自
立
支
援

型
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
推
進
－
」
第

回
地
方
自
治
体
特
集
セ
ミ
ナ
ー

大
分
県
社
会
福
祉
介
護
研
修
セ
ン
タ
ー
編
『
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
践
－
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
展
開
を
中
心
に
－
』
中
央
法
規

出
版
，

岡
本
玲
子
「
地
域
保
健
に
お
け
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
活
動
指
標
の
開
発
」
日
本
公
衛
誌

第
巻

号
（

）

岡
本
玲
子
『
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
質
保
証
・活
動
指
標

』日
総
研
出
版
，

佐
光
恵
子
・
内
藤
和
美
「
介
護
制
度
保
険
制
度
下
に
お
け
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
践
と
評
価
に
関
す
る
研
究
第

報
～
ケ
ア
マ

ネ
ジ
ャ
ー
の
専
門
性
を
め
ぐ
る
研
究
動
向
～
」
群
馬
パ
ー
ス
学
園
短
期
大
学
紀
要

第
巻

号
（

）

長
寿
社
会
開
発
セ
ン
タ
ー
（

）
「
地
域
ケ
ア
会
議
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル

平
成

年
度
老
人
保
健
事
業
推
進
費
等
補
助
金
（
老
人

保
健
健
康
増
進
等
事
業
）
」

，
年

月
日
閲
覧

中
井
良
育
・阿
部
行
宏
・
丸
田
秋
男
・
渡
邉
敏
文
・
河
野
聖
夫
・
佐
藤
洋
・
鈴
木
昭
・
青
木
茂
・
渡
邊
豊
「
要
支
援
高
齢
者
の

重
度
化
予
防
に
関
す
る
研
究
－
「
質
」
が
保
証
さ
れ
た
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
モ
デ
ル
の
構
築
に
向
け
て
－
」令
和
４
年
度
新
潟
市
医
師

会
地
域
医
療
研
究
助
成
発
表
会

新
潟
市

中
井
良
育
・
阿
部
行
宏
・
丸
田
秋
男
・
渡
邉
敏
文
・
河
野
聖
夫
・佐
藤
洋
・
鈴
木
昭
・
青
木
茂
・
渡
邊
豊
「
地
域
ケ
ア
会
議
に
お
け
る
専
門

職
に
よ
る
助
言
の
サ
ポ
ー
ト
機
能
に
関
す
る
考
察
」
丸
田
秋
男
監
修
『
社
会
福
祉
学
部

周
年
記
念

研
究
・
実
践
論
集

社
会
福

祉
の
可
能
性
－
教
育
・
研
究
の
発
信
－
』
新
潟
医
療
福
祉
大
学
社
会
福
祉
学
部

中
島
眞
由
美
「
認
知
症
高
齢
者
の
家
族
の
介
護
負
担
軽
減
と
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
プ
ロ
セ
ス
評
価
と
の
関
係
」
社
会
福
祉
学

第
巻

号
（

）
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【参
考
文
献
】

新
潟
市
「新
潟
市
多
職
種
合
同
介
護
予
防
ケ
ア
プ
ラ
ン
検
討
会
実
施
の
手
引
き
」新
潟
市
福
祉
部
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
，

野
中
猛
・高
室
成
幸
・上
原
久
『
ケ
ア
会
議
の
技
術
』中
央
法
規
出
版
，

野
中
猛
「ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
活
動
の
質
と
そ
の
評
価
」社
会
福
祉
学

第
巻

号
（

）

布
花
原
明
子
・伊
藤
直
子
「ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
場
面
に
お
い
て
介
護
支
援
専
門
員
が
直
面
す
る
困
難
の
内
容
－
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

ス
キ
ル
不
足
の
検
討
－
」西
南
女
子
学
院
大
学
紀
要

第
巻
（

）

堀
口
康
太
・小
玉
正
博
「老
年
期
の
社
会
活
動
に
お
け
る
動
機
づ
け
と

（
生
き
が
い
感
）
の
関
連
－
自
律
性
の
観
点

か
ら
－
」教
育
心
理
学
研
究
，

，
第

巻

和
光
市
高
齢
福
祉
部

「和
光
市
に
お
け
る
超
高
齢
社
会
に
対
応
し
た
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
実
践
と
地
域
ケ
ア
会

議
の
あ
り
方
」厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

年
月

日
取
得
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【【研研究究者者・・研研究究組組織織・・研研究究概概要要（（申申請請書書よよりり））】】  

 

要要支支援援高高齢齢者者のの重重度度化化予予防防にに関関すするる研研究究  －－「「質質」」がが保保証証さされれたたケケアアママ

ネネジジメメンントトモモデデルルのの構構築築にに向向けけてて－－  

  

研研究究代代表表者者：：中中井井  良良育育（（ななかかいい  よよししややすす））  

（藍野大学 医療保健学部看護学科） 

 

研研究究組組織織（〇印は研究代表者） 
  

医
師
会
員
☑ 

① 
研究者名 

② 
分担する研究
項目 

③ 
最終卒業校・ 
卒業年次・ 
学位及び専攻科目 
資格(医師免許等) 

④ 
所属機関 
及び現在の専門 
（研究実施場所） 

⑤ 
所属機関
における
職名 

⑥ 
分担率 
（％） 

☐ 
○中井良育 統括（計画、実

施、分析及び考
察） 

同志社大学大学院・
平成 30 年 3 月・博
士（政策科学） 

藍野大学看護学科 講師 25 

☑ 
阿部行宏 計画、実施、分

析及び考察 
昭和大学医学部・平
成 11 年・学士（医
学） 

山の下クリニック 院長 10 

☐ 

丸田秋男 計画立案及び分
析、全般総括の
補佐 

新潟大学大学院博
士課程満期退学・平
成 12 年 3 月・修士
（地域政策学） 

新潟医療福祉大学社
会福祉学部社会福祉
学科 

教授 10 

☐ 

渡邉敏文 計画、実施、分
析及び考察 

新潟医療福祉大学
大学院・平成 22 年
3 月・博士（保健
学） 

新潟医療福祉大学社
会福祉学部社会福祉
学科 

教授 10 

☐ 

河野聖夫 計画、実施、分
析及び考察 

東洋大学大学院博
士課程満期退学・
平成 20 年 3 月・修
士（社会福祉学） 

新潟医療福祉大学社
会福祉学部社会福祉
学科 

教授 10 

☐ 
佐藤 洋 計画、実施、分

析及び考察 
明治学院大学・昭
和 62 年 3 月・学士
（社会学） 

新潟医療福祉大学社
会福祉学部社会福祉
学科 

教授 10 

☐ 
鈴木 昭 計画、実施、分

析及び考察 
新潟大学大学院・
平成 18 年・博士
（学術） 

新潟医療福祉大学社
会福祉学部社会福祉
学科 

教授 10 

☐ 

青木 茂 計画、実施、分
析及び考察 

新潟医療福祉大学
大学院・平成 25 年
3 月・修士（社会
福祉学） 

新潟医療福祉大学社
会福祉学部社会福祉
学科 

准教授 5 

☐ 

渡邊 豊 計画、実施、分
析及び考察 

日本社会事業大学
大学院・平成 20 年
3 月・修士（福祉
マネジメント） 

新潟医療福祉大学社
会福祉学部社会福祉
学科 

准教授 5 

☐ 
渡辺 恵 計画、実施、分

析及び考察 
白百合女子大学大
学院・平成 7 年 3
月・修士（文学） 

新潟医療福祉大学社
会福祉学部社会福祉
学科 

講師 ５ 

  

研研究究のの概概要要  

  

本研究の目的は、チームケアに欠かせない多職種の専門的な視点や知見に基づく助言といった介入
が、ケアマネジメントの質にどのような影響を与えているのかについて測定・検証し、介護の重度化の
防止や、生活の質（QOL）の向上に資する支援のあり方を提唱することである。支援を必要とする高齢
者の生活行為における課題解決や、状態を改善に導き自立を促すためには、ケアマネジメントの質を
向上する必要がある。多職種の専門的な視点や知見に基づく助言は、ケアマネジャーの気付きを促し、
スキルを向上させるうえでも重要となろう。これまでの先行研究を概観すると、ケアマネジメントプ
ロセスへの介入がどのような効果を与えるのかといった研究は少ない状態である。本研究ではケアマ
ネジメントプロセスに着目し、ソーシャルワーク専門職のコーディネート機能や専門職からの助言と
いった介入が、その後のアウトカムに与える影響について測定・検証することに特色がある。また、介
入を実施した個々の事例を横断的に測定・検証することで、専門職の助言の有効性を明らかにすると
同時に、「質」の保証されたケアマネジメントモデルを提唱していくことに独創性がある。 

研究期間は、3 年を計画している。初年度（2021 年度）は、多職種の専門的な視点や知見に基づく助
言を実施する新潟市多職種合同介護予防ケアプラン検討会（以下「ケアプラン検討会」という。）のサ
ポート機能及び介入の有効性について評価検証を行った。2 年目（2022 年度）は、初年度の内容に加
えてアウトカム評価を実施する。3 年目（2023 年度）は、過去 2 ヵ年の研究で明らかになった結果の
精査及び補足するデータ収集及び分析、新たなケアマネジメントモデルを構築していく。 

研究は、大学教員・医師で構成される 5.に掲げる研究組織が行う。研究環境は、分析対象となるケ
アプラン検討会の事例管理を事務局が行い、データ収集及び分析は研究組織を構成するメンバーの各
所属において実施することが可能である。 

倫理的配慮については、研究を遂行するにあたり、研究組織のメンバーが所属する機関の倫理審査
による承認を受けること、ヒアリング調査では、調査対象者の意思を尊重するのは当然のこと、内容を
研究結果として公表すること、調査に協力しないことで不利益を被ることがないこと、情報管理につ
いて細心の注意を払うことなど、研究倫理として遵守すべきことを確認しつつ進めることとする。 

（流れ図） 
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アプラン検討会の事例管理を事務局が行い、データ収集及び分析は研究組織を構成するメンバーの各
所属において実施することが可能である。 
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による承認を受けること、ヒアリング調査では、調査対象者の意思を尊重するのは当然のこと、内容を
研究結果として公表すること、調査に協力しないことで不利益を被ることがないこと、情報管理につ
いて細心の注意を払うことなど、研究倫理として遵守すべきことを確認しつつ進めることとする。 
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研究助成

[発表10]

田中　美央 （新潟大学大学院　保健学研究科）

座長：夏目　久義（新潟市　保健衛生部）

研究キーワード

医療的ケア児、 災害支援、 地域包括ケア、 多職種連携、 共助

新潟市における医療的ケア児への災害支援基盤強化の検討

～防災シミュレーションの実践と成果～
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％
以
上
で
あ
っ
た
。

•
一
方
、
緊
急
時
の
外
部
電
源
の
確
保
や
吸
引
の
代
替
え
方
法
、
呼
吸
器
設

定
の
コ
ピ
ー
な
ど
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
備
え
は
5
0
％
以
下
で
あ
っ
た
。

•
共
助
の
近
隣
関
係
者
と
の
話
し
合
い
や
避
難
訓
練
、
緊
急
時
の
支
援
物
資

の
搬
送
な
ど
の
実
施
率
が
2
0
％
以
下
、
避
難
訓
練
の
実
施
は
0
で
あ
っ
た
。

研
究
A
の
結
果
よ
り

電
源
デ
バ
イ
ス
に
関
連
し
た
備
え
へ
の
支
援
が
重
要

共
助
の
体
制
づ
く
り
や
避
難
訓
練
の
実
施
が
課
題
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1
.

研
究

デ
ザ

イ
ン

：
観

察
研

究

2
.

調
査

期
間

：
2

0
2

3
.1

 ～
2

0
2

3
.1

2

3
.

研
究

対
象

者
：

各
プ

ロ
グ

ラ
ム

参
加

者

4
.

デ
ー

タ
収

集
方

法
：

セ
ッ

シ
ョ

ン
後

に
質

的
及

び
量

的
方

法
に

て
回

答
を

得
た

。
対

象
者

の
同

意
を

得
て

実
施

し
た

。

5
.

方
法

：
4

回
の

セ
ッ

シ
ョ

ン
で

構
成

さ
れ

る
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
作

成
し

た
。

A
在

宅
医

療
的

ケ
ア

児
・

者
の

防
災

勉
強

会
（

2
0

2
3

年
1

月
2

9
日

）

B
人

工
呼

吸
器

使
用

者
の

避
難

訓
練

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

（
2

0
2

3
年

8
月

2
1

日
）

C
医

療
的

ケ
ア

が
必

要
な

方
の

災
害

時
の

そ
な

え
を

考
え

る
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム

（
2

0
2

3
年

1
1

月
2

3
日

）

D
医

療
的

ケ
ア

児
の

災
害

へ
の

備
え

ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

作
成

（
2

0
2

4
年

3
月

完
成

）

6
．

分
析

方
法

：
記

述
統

計
量

の
算

出
を

行
い

、
質

的
デ

ー
タ

は
内

容
の

類
似

性
か

ら
整

理
を

行
っ

た
。

研
究

B
方

法

目
的

：医
療

的
ケ

ア
児

地
域

包
括

災
害

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

展
開

と
評

価
A
在
宅
医
療
的
ケ
ア
児
・
者
の
防
災
勉
強
会

（
2
0
2
3
年
1
月
2
9
日
）

参
加

者
98

名
、
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
38
名
（
回
収
率
38
.8
％
）

当
事

者
支

援
者

n=
15

n=
23

防
災
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
（
自
由
記
載
）

1
．非
常
用
電
源
の
確
保
と
助
成
の
必
要
性
、2
．避
難
所
の
設
備
（
物
品
、受
入
れ
等
）

3
．移
動
の
不
安
（
段
差
、雪
、階
段
な
ど
）
4
．避
難
訓
練
の
機
会

5
．共
に
減
災
・防
災
に
取
り
組
む
人
の
存
在

B
「
医
療
的
ケ
ア
児
と
家
族
の
地
域
防
災
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」

（
2
0
2
3
年
8
月
2
1
日
）

1
．目

的
医
療
的
ケ
ア
児
の
地
域
避
難
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
実
際
に
行
っ
て
み
る
こ
と
で
、地
域
包
括

ケ
ア
に
お
け
る
防
災
の
課
題
を
検
討
・共
通
理
解
す
る
と
と
も
に
、医
療
的
ケ
ア
児
の
災
害
対
策
の
一
層
の

充
実
を
図
る
。

2
．目
標
1
）
人
工
呼
吸
器
を
装
着
し
て
い
る
医
療
的
ケ
ア
児
と
そ
の
家
族
が
、自
助
・共
助
・公
助
に
よ
り
安
全
・

迅
速
に
防
災
行
動
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
現
状
の
検
証
を
行
う
。

2
）
医
療
的
ケ
ア
児
が
、西
新
潟
中
央
病
院
に
避
難
し
た
際
に
、安
全
に
速
や
か
に
避
難
を
終
え
る
こ
と

が
で
き
る
か
検
証
す
る
。

3
）
個
別
事
例
を
と
お
し
て
、医
療
的
ケ
ア
児
の
災
害
時
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
の
一
助
と
す
る
。

4
）
個
別
避
難
計
画
に
基
づ
い
た
避
難
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
現
状
と
課
題
の
共
有
を
図
る
。
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3
.開
催
時
期
令
和
5
年
8
月
2
1
日
（
月
）
午
後

4
.方
法
A
さ
ん
の
個
別
避
難
計
画
に
基
づ
い
て
実
際
に
自
宅
→
西
新
潟
中
央
病
院
へ
の
避
難
を
行
う

5
.概
要
新
潟
市
在
住
の
A
さ
ん
。家
族
構
成
は
両
親
と
き
ょ
う
だ
い
の
4
人
家
族
。

医
療
的
ケ
ア
は
、気
管
切
開
・人
工
呼
吸
器
（
予
備
バ
ッ
テ
リ
ー
2
個
、外
部
バ
ッ
テ
リ
ー
1
台
保
有
）
・

加
湿
器
、吸
引
（
手
動
1
台
あ
り
）
、移
動
全
介
助
外
出
時
は
電
動
車
い
す
（
1
5
0
㎏
）
若
し
く
は

移
動
用
車
い
す
（
5
0
㎏
）
使
用

夜
間
に
上
陸
す
る
台
風
の
予
報
に
対
し
、避
難
レ
ベ
ル
1
時
点
で
の
防
災
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施

（
特
別
警
報
発
令
前
に
移
動
す
る
）

6
.シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
参
加
者
（
A
さ
ん
へ
の
日
常
的
な
直
接
支
援
者
）

１
）
西
新
潟
中
央
病
院
（
主
治
医
、防
災
チ
ー
ム
；入
退
院
支
援
係
看
護
師
、理
学
療
法
士
、臨
床
工
学
士
）

２
）
地
区
担
当
保
健
師

３
）
相
談
支
援
専
門
員
４
）
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

５
）
放
課
後
等
デ
ィ
サ
ー
ビ
ス
６
）
医
療
機
器
メ
ー
カ
ー

７
）
民
生
委
員
、地
区
班
長
の
方
８
）
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
学
生

事
前
準
備
の
時
期
と
内
容

内内
容容

11
月月

11
..AA
ささ
んん
とと
家家
族族
へへ
のの
災災
害害
時時
のの
備備
ええ
とと
対対
策策
のの
ヒヒ
アア
リリ
ンン
ググ

物
品
、
電
源
確
保
、
移
動
、
個
別
避
難
計
画
、
不
安
な
ど

22
月月

22
..ハハ
ザザ
ーー
ドド
ママ
ッッ
ププ
でで
自自
宅宅
のの
位位
置置
とと
避避
難難
場場
所所
をを
確確
認認

33
..物物
品品
確確
認認
、、
優優
先先
順順
位位
、、
移移
動動
方方
法法

44
..保保
健健
師師
とと
のの
災災
害害
時時
個個
別別
避避
難難
計計
画画
のの
確確
認認

シ
ナ
リ
オ
試
案
作
成
・
西
新
潟
へ
の
連
絡
や
到
着
後
の
動
き
方
相
談

33
月月

55
..保保
健健
師師
へへ
災災
害害
時時
個個
別別
避避
難難
計計
画画
やや
現現
状状
のの
ヒヒ
アア
リリ
ンン
ググ

過
去
の
人
工
呼
吸
器
利
用
者
の
避
難
訓
練
の
情
報
収
集
と
課
題
の
共
有

66
..状状
況況
設設
定定
にに
つつ
いい
てて
のの
検検
討討
（
専
門
家
を
交
え
て
の
情
報
交
換
会
）

自
宅
→
西
新
潟
シ
ナ
リ
オ
完
成
、
個
別
避
難
計
画
の
内
容
検
討

44
月月

77
..地地
区区
のの
方方
（（
民民
生生
委委
員員
））
とと
事事
前前
打打
ちち
合合
わわ
せせ

第第
11
回回
参参
加加
者者
ミミ
ーー
テテ
ィィ
ンン
ググ
（（
顔顔
合合
わわ
せせ
とと
スス
ケケ
ジジ
ュュ
ーー
ルル
のの
確確
認認
））

8
.避
難
の
タ
イ
ミ
ン
グ
や
支
援
者
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
確
認

55
月月

9
.佐
賀
県
と
の
情
報
交
換
会
支
援
者
・
関
係
機
関
で
情
報
・
方
法
を
共
有

66
月月

1
0
.観
察
者
へ
の
依
頼

第第
22
回回
参参
加加
者者
ミミ
ーー
テテ
ィィ
ンン
ググ
（（
現現
地地
でで
生生
活活
のの
場場
、、
物物
品品
、、
移移
動動
のの
確確
認認
））

1
1
.防
災
士
会
に
地
域
資
源
つ
い
て
相
談
・
打
ち
合
わ
せ

災
害
の
状
況
設
定
変
更

77
月月

1
2
.状
況
設
定
の
最
終
確
認
と
企
画
打
ち
合
わ
せ

8 8
月月

11
33
..シシ
ミミ
ュュ
レレ
ーー
シシ
ョョ
ンン
開開
催催
・・
振振
りり
返返
りり
のの
会会

後後
日日
動動
画画
配配
信信
しし
ココ
メメ
ンン
トト
いい
たた
だだ
くく

99
・・
11
00
月月

11
44
..観観
察察
者者
ココ
メメ
ンン
トト
にに
つつ
いい
てて
協協
力力
関関
係係
者者
全全
員員
でで
共共
有有

11
55
..直直
接接
支支
援援
者者
でで
のの
検検
討討
とと
見見
直直
しし
内内
容容
のの
確確
認認

観
察

者
１

．新
潟

県
福

祉
保

健
部

参
事

・新
潟

県
小

児
周

産
期

リ
エ

ゾ
ン

和
田

氏
（

医
師

）

２
．新

潟
市

保
健

所
保

健
管

理
課

企
画

管
理

係
鹿

野
氏

（
保

健
師

）

３
．新

潟
県

医
療

的
ケ

ア
児

等
支

援
セ

ン
タ

ー
桑

原
氏

（
相

談
支

援
専

門
員

・重
症

心
身

障
害

児
・

医
療

的
ケ

ア
児

者
支

援
ｺｰ

ﾃﾞ
ｨﾈ

ｰﾀ
ｰ）

４
．当

事
者

お
母

様
（

昨
年

新
潟

市
の

企
画

で
避

難
訓

練
を

ご
経

験
さ

れ
た

お
母

様
）

５
．新

潟
市

医
師

会
地

域
医

療
推

進
室

細
道

氏
（

保
健

師
・地

域
看

護
専

門
看

護
師

) 

６
．新

潟
市

防
災

士
会

古
俣

氏
（

防
災

士
）

７
．福

祉
防

災
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
協

会
・当

事
者

湯
井

氏
（

福
祉

防
災

士
）

A
さ
ん
と
ご
家
族
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
か
ら
の
課
題

①
人
工
呼
吸
器
の
電
源
確
保

⇒
指
定
避
難
所
や
福
祉
避
難
所
の
電
源
に
つ
い
て
地
区
踏
査

②
停
電
時
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
と
A
さ
ん
の
移
動
の
困
難

③
近
隣
の
支
援
者
が
い
な
い

⇒
保
健
師
の
仲
介
で
民
生
委
員
の
方
に
参
画
い
た
だ
く

④
津
波
、
水
害
時
は
橋
を
渡
っ
て
移
動
が
で
き
な
い
可
能
性
あ
り
。
自
宅
避
難
か

指
定
避
難
所
か
、
段
差
や
移
動
は
可
能
か
。

⑥
避
難
訓
練
を
A
さ
ん
が
怖
い
と
感
じ
て
い
る

⇒
名
称
「
防
災
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
導
入
し
て
実
施

⑦
家
族
が
昼
間
は
バ
ラ
バ
ラ
の
場
所
に
い
る
た
め
連
絡
を
ど
う
取
り
あ
う
か

⇒
災
害
伝
言
ダ
イ
ヤ
ル
、
S
N
S
、
電
話
と
複
数
の
ツ
ー
ル
を
実
際
に
練
習
活
用
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事
前
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
個
別
支
援
会
議
）

～
事
前
打
ち
合
わ
せ
～

目
的
：
A
さ
ん
の
自
宅
で
実
施

。
本
人
の
状
態
や
居
室
の
様
子
、
使
用
す
る
医
療
機

器
な
ど
を
関
係
者
全
員
で
確
認
し
、
実
際
に
災
害
発
生
時
に
動
け
る
よ
う
共
有
す
る
。

参
加
者
１
）
西
新
潟
中
央
病
院
（
入
退
院
支
援
係
看
護
師
、
理
学
療

法
士
、
臨
床
工
学
士
）
２
）
地
区
担
当
保
健
師

３
）
相
談
支
援
専
門
員

４
）
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

５
）
放
課
後
等
デ
ィ
サ
ー
ビ
ス

６
）
民
生
委
員

7）
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
学
生

～～
チチ
ーー
ムム
のの
顔顔
がが
見見
ええ
るる
関関
係係
づづ
くく
りり
～～

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
の
確
認
事
項

①
避
難
先
ま
で
の
移
動
と
電
力
の
確
認

⇒
停
電
時
は
バ
ッ
テ
リ
ー
で
6
時
間
の
電
源
確
保
は
可
能

②
災
害
時
対
応
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト

持
ち
出
し
物
品
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
⇒
誰
も
が
見
や
す
い
も
の
が
重
要

③
個
別
避
難
計
画
の
実
効
性
の
確
認

④
A
さ
ん
の
安
全
、
自
宅
内
の
注
意
点
、
移
動
中
の
吸
引
等
の
対
応
等

持
ち
出
し
物
品
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト ア
ウ
ト
ド
ア
グ
ッ
ズ
は
保
護

者
の
工
夫
。
保
護
者
の
荷
物

も
3日
分
追
加

蒸
留
水
が
重
く
、
置
き
場
所
が
同

じ
場
所
で
な
い
と
忘
れ
や
す
い

加
湿
器
は
外
し
て

移
動

中
越
地
震
経
験
し
、
ア
ル
ミ
ホ
イ

ル
、
ラ
ッ
プ
な
ど
も
準
備
。

防
災
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
明
ら
か
に
な
っ
た
点

①
災
害
の
多
様
性
に
応
じ
た
避
難
先
の
選
択
肢
、
消
防
署
と
の
連
携
も
重
要
（
常
に
早
め
の
避

難
と
、
圏
外
避
難
、
公
共
施
設
、
自
宅
避
難
な
ど
も
想
定
）

②
電
源
確
保
と
節
電
（
人
工
鼻
使
用
）
の
両
方
の
対
策
が
求
め
ら
れ
る
。

中
継
点
と
し
て
充
電
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
設
置
が
必
要
。

③
近
所
の
人
と
の
関
係
づ
く
り
と
い
わ
れ
て
も
、
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
れ
ば
よ
い
の
か
当
事
者

は
分
か
ら
な
い
。
日
々
の
生
活
で
精
一
杯
で
行
政
の
仲
介
や
支
援
を
希
望
。

④
最
低
3
日
分
、
基
本
7
日
分
の
物
品
を
備
え
る
が
、
大
量
の
重
い
荷
物
を
い
か
に
運
ぶ
か
、

今
回
は
呼
吸
器
の
蒸
留
水
を
運
び
忘
れ
た
。

⑤
継
続
的
な
避
難
訓
練
の
実
施
と
難
易
度
を
上
げ
て
の
実
施
。

⑥
災
害
時
小
児
呼
吸
器
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
災
害
時
小
児
周
産
期
リ
エ
ゾ
ン
の
活
用

⑦
担
当
者
の
異
動
と
手
順
の
変
更
が
あ
る
た
め
共
有
・
見
直
し
が
定
期
的
に
必
要

－  100  －－  99  －



C
医
療
的
ケ
ア
が
必
要
な
方
の
災
害
時
の
そ
な
え
を
考
え
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

（
2
0
2
3
年
1
1
月
2
3
日
）

1
．目

的
実
際
の
医
療
機
器
や
災
害
時
に
活
用
で
き
る
ツ
ー
ル

を
当
事
者
の
方
々
が
体
験
し
、情
報
交
換
す
る
こ
と
で
、医
療
的
ケ
ア

の
あ
る
方
々
の
自
助
を
支
援
す
る

1
2
月
1
5
日
現
在
、オ
ン
デ
マ
ン
ド
配
信
中
、

会
場
参
加
：1
6
名

オ
ン
デ
マ
ン
ド
参
加
：2
1
9
名

D
医
療
的
ケ
ア
児
の
災
害
へ
の
備
え
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
作
成
（
2
0
2
4
年
3
月
完
成
）

1
．目

的
医
療
的
ケ
ア
の
あ
る
方
々
に
対
し
、平
常
時
か
ら
災
害
の
自
助
・共
助
に
備
え
る
た
め
の
ツ
ー
ル

を
作
成
し
、新
潟
市
に
お
け
る
地
域
包
括
防
災
の
一
助
と
す
る
。

西
新
潟
中
央
病
院
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方
を
中
心
に

冊
子
を
配
布
し
、退
院
支
援
等
で
活
用
を
開
始
予
定
。

新
潟
市
に
お
け
る
医
療
的
ケ
ア
児
の

災
支
援
の
基
盤
強
化
に
向
け
て

①
対
象
者
の
把
握

②
自
家
発
電
設
備
や
電
源
確
保
で
き
る
施
設
、
充
電
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
共
助
地
域
モ
デ
ル
の
推
進

②
福
祉
避
難
所
へ
の
直
接
避
難
の
体
制
づ
く
り

③
広
域
避
難
の
た
め
の
移
動
費
助
成

④
個
別
避
難
計
画
に
お
い
て
も
災
害
の
多
様
性
に
応
じ
た
避
難
フ
ロ
ー
図
や
避
難
の
選
択
肢
提
示

⑤
近
所
の
人
と
の
関
係
づ
く
り
の
仲
介
や
支
援

⑥
継
続
的
な
避
難
訓
練
の
実
施

医
療
的
ケ
ア
児
を
支
援
す
る
チ
ー
ム
で
の
災
害
支
援
か
ら
、
地
域
で
の
災
害
支
援
へ
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研研究究のの概概要要  

  

 本研究の目的は、新潟市における医療的ケア児・者（以下、医ケア児・者とする）の災害支援の基盤

強化の検討を行うことである。当事者中心の地域包括ケアの視点を用いることで、災害の備え「自助」

「共助」「公助」の中でも、特に「共助」促進に焦点を当ててアプローチする点に特色がある。 

令和 5 年度は調査全体の最終年度にあたり、これまでに実施した医ケア児・者の災害への備えの実態

調査から導き出された、地域ネットワークの強化と地域避難訓練の実施により「共助」を強化するため

のプログラムの展開を計画している。 

2021 年度に施行された「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」では、医療技術の

進歩に伴う医ケア児・者と家族の多様な支援ニーズに対応する理念が掲げられており、その中でも災

害対策は重要課題として、地方公共団体等の責務であることが明記されている。医ケア児・者は、災害

時に支援を必要とする「要援護者」であり、災害時の一連の行動への支援が必要な対象である。医ケア

児・者の災害時の課題として、「電源確保」、「避難所確保」、「身体的負担」、「行政の対応」、「物資の供

給」1)が挙げられ、特に電源確保と避難体制の強化については喫緊の課題である。在宅の医療的ケア

児・者の親の災害リスク認知と行動に関しての調査によると、親は災害リスク認知があるもの の、子

どもの側を離れられないことにより、行動への困難や、地域の協力体制を築くことの困難、地域格差等

の困難が報告されている 2)3）。このような背景から、医療的ケア児・者の家族にとって、在宅避難を含

めた多様な避難を想定し、「共助」による協力体制の構築支援が重要である。  

2017 年度の災害対策基本法の改正により、全国的に医療的ケア児・者への支援体制強化が推進され

ており、本研究の成果として、新潟市の災害支援対策に具体的な実効性を提示することが期待できる。 

本研究では、医療的ケア児・者の実態を明らかにし、当事者の視点から支援方策を検討することを目

的に 3 年計画でプログラムを展開してきた。1年目に、災害への備えの実態調査を実施した。2年目は、

地域包括システムの側面から、災害支援体制の「共助」に関する課題解決に向けたプログラムの展開を

行う計画である。３年目にプログラムの後半である共助を強化した避難訓練の実施とその評価を実施

する。本研究は人を対象とした研究であり、臨床研究に準じて、ヘルシンキ宣言を遵守して実施する。 

（流れ図） 
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研究助成の概要



新潟市医師会地域医療研究助成事業

平成 年度から、新潟市医師会独自の研究助成事業を開始致しました。

新公益法人制度改正により、新潟市医師会は平成 年度より一般社団法人へ

移行します。これを契機に、これまでの医師会事業を見直し、新たに実施するも

のです。平成 年 月から理事会内で検討を行い、事業内容をまとめ、平成

年 月 日の代議員会で承認頂きました。

新潟市医師会として、新潟市における地域医療・保健・福祉の充実、向上に貢

献することを役割の一つと考えており、この目的にかなう研究に助成するもの

です。公衆衛生学分野、検診・ドックなどの予防医学分野、介護・障がいなどの

福祉学分野、救急・災害医療学分野を主に対象としています。

少子高齢化社会という言葉に代表されるように、社会はダイナミックに変化

しています。新潟市においても例外ではありません。広域合併した新潟市には、

全体として、また各区・地域ごとに、それぞれの特性に応じた課題があると思い

ます。新潟市における課題は何かをテーマとして、学術的に研究して頂きたいと

考えております。身近な問題に関心を持つ若い基礎研究者を支援、育成したいと

いう思いが込められています。

また、私たちが関わる医療、福祉、介護などの分野は相互に密接に関係してお

り、医師だけで解決できるものでなく、関連職種の相互連携が必要です。そこで、

これまで医学的な学術研究に縁遠かったかも知れない介護や福祉に携わる方々

や行政の皆様方にも積極的に参加して頂けるようにしたいと思っています。医

師会員が共同研究者として１人でも入っていれば応募できます。医師会員の先

生方にはどうぞご協力をして下さいますようお願い致します。

採択された研究については、研究成果を互いに討論し、問題点を共有し、医師

会の事業や新潟市の施策に反映できる発表の場として、研究助成分野の専門家

に学術研究会を立ち上げて頂き、医師会として後援して行く事になっておりま

す。

なお、研究助成の審査に際しては、当該分野の外部の専門家にも加わって頂き

ますが、医学・医療に限らず、行政の責任者や法律の専門家にも審査委員に加わ

って頂き、できるだけ透明性を確保しながら助成事業を運営して行く方針です

のでご理解頂けますようお願い致します。多くの有益な研究応募がありますよ

う期待しております。

平成 年 月 日

新潟市医師会長 佐 野 正 俊

新潟市医師会地域医療研究助成規程 

 

（目的） 

第１条 新潟市医師会（以下「本会」という。）は新潟市民の医療・保健・

福祉の充実と向上を目的に、次条に掲げる分野において実証的な研究に

取り組むグループ又は個人に対し助成し、研究結果を検証し、今後の課

題克服に資するものとする。 

（研究助成の対象分野） 

第２条 本会は、次に掲げる分野における研究に対し、助成を行う。 

（１）公衆衛生学分野 

（２）検診・ドック等の予防医学分野 

（３）介護・障がい等の福祉学分野 

（４）救急・災害医療学分野 

（５）その他の医学分野 

（審査会） 

第３条 助成に関する事項を審議するため、新潟市医師会地域医療研究助

成審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 ２ 委員会規程については、別に定める。 

（申請資格） 

第４条 助成金の申請資格について、次のとおりとする。ただし、筆頭研

究者が本会会員でない場合は、共同研究者に本会会員が含まれていなけ

ればならない。 

 （１）医師・医師以外の研究者 

 （２）行政担当者・団体職員 

（研究助成の種類・金額等） 

第５条 研究助成の種類・金額等については、次のとおりとする。 

 （１）単 年 研 究：１件あたり、100 万円を限度とする。 

 （２）複数年研究：単年度あたり 100 万円を限度に、最長３年を限度 

とする。 

（申請） 

第６条 助成金を申請しようとする者は、毎年１月末日までに新潟市医師

会地域医療研究助成金申請書（以下「申請書」という。）を本会事務局

に申請する。 

  ２ 申請書の書式については、別に定める。 
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新潟市医師会地域医療研究助成事業

平成 年度から、新潟市医師会独自の研究助成事業を開始致しました。

新公益法人制度改正により、新潟市医師会は平成 年度より一般社団法人へ

移行します。これを契機に、これまでの医師会事業を見直し、新たに実施するも

のです。平成 年 月から理事会内で検討を行い、事業内容をまとめ、平成

年 月 日の代議員会で承認頂きました。

新潟市医師会として、新潟市における地域医療・保健・福祉の充実、向上に貢

献することを役割の一つと考えており、この目的にかなう研究に助成するもの

です。公衆衛生学分野、検診・ドックなどの予防医学分野、介護・障がいなどの

福祉学分野、救急・災害医療学分野を主に対象としています。

少子高齢化社会という言葉に代表されるように、社会はダイナミックに変化

しています。新潟市においても例外ではありません。広域合併した新潟市には、

全体として、また各区・地域ごとに、それぞれの特性に応じた課題があると思い

ます。新潟市における課題は何かをテーマとして、学術的に研究して頂きたいと

考えております。身近な問題に関心を持つ若い基礎研究者を支援、育成したいと

いう思いが込められています。

また、私たちが関わる医療、福祉、介護などの分野は相互に密接に関係してお

り、医師だけで解決できるものでなく、関連職種の相互連携が必要です。そこで、

これまで医学的な学術研究に縁遠かったかも知れない介護や福祉に携わる方々

や行政の皆様方にも積極的に参加して頂けるようにしたいと思っています。医

師会員が共同研究者として１人でも入っていれば応募できます。医師会員の先

生方にはどうぞご協力をして下さいますようお願い致します。

採択された研究については、研究成果を互いに討論し、問題点を共有し、医師

会の事業や新潟市の施策に反映できる発表の場として、研究助成分野の専門家

に学術研究会を立ち上げて頂き、医師会として後援して行く事になっておりま

す。

なお、研究助成の審査に際しては、当該分野の外部の専門家にも加わって頂き

ますが、医学・医療に限らず、行政の責任者や法律の専門家にも審査委員に加わ

って頂き、できるだけ透明性を確保しながら助成事業を運営して行く方針です

のでご理解頂けますようお願い致します。多くの有益な研究応募がありますよ

う期待しております。

平成 年 月 日

新潟市医師会長 佐 野 正 俊

新潟市医師会地域医療研究助成規程 

 

（目的） 

第１条 新潟市医師会（以下「本会」という。）は新潟市民の医療・保健・

福祉の充実と向上を目的に、次条に掲げる分野において実証的な研究に

取り組むグループ又は個人に対し助成し、研究結果を検証し、今後の課

題克服に資するものとする。 

（研究助成の対象分野） 

第２条 本会は、次に掲げる分野における研究に対し、助成を行う。 

（１）公衆衛生学分野 

（２）検診・ドック等の予防医学分野 

（３）介護・障がい等の福祉学分野 

（４）救急・災害医療学分野 

（５）その他の医学分野 

（審査会） 

第３条 助成に関する事項を審議するため、新潟市医師会地域医療研究助

成審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 ２ 委員会規程については、別に定める。 

（申請資格） 

第４条 助成金の申請資格について、次のとおりとする。ただし、筆頭研

究者が本会会員でない場合は、共同研究者に本会会員が含まれていなけ

ればならない。 

 （１）医師・医師以外の研究者 

 （２）行政担当者・団体職員 

（研究助成の種類・金額等） 

第５条 研究助成の種類・金額等については、次のとおりとする。 

 （１）単 年 研 究：１件あたり、100 万円を限度とする。 

 （２）複数年研究：単年度あたり 100 万円を限度に、最長３年を限度 

とする。 

（申請） 

第６条 助成金を申請しようとする者は、毎年１月末日までに新潟市医師

会地域医療研究助成金申請書（以下「申請書」という。）を本会事務局

に申請する。 

  ２ 申請書の書式については、別に定める。 
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（助成金額等の決定） 

第７条 本会会長は、前条の申請書を受理したときは、委員会に諮るもの 

とする。 

 ２ 委員会は、原則として毎年２月末日までに審査するものとする。 

 ３ 助成金の額並びに助成総件数については、委員会の議を経た後、 

本会理事会で決定する。 

（研究成果等の報告） 

第８条 研究代表者は、当該研究等が完了したときは、完了の日から 30 

 日以内に新潟市医師会地域医療研究助成金研究成果報告書（以下「報告 

書」という。）を本会会長に提出するものとする。 

 ２ 報告書の書式については、別に定める。 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、新潟市 

医師会地域医療研究助成公募要領（以下「公募要領」という。）による 

ものとする。 

 ２ 応募要領については、別に定める。 

附 則 

  この規程は、平成２４年 ４月１日から施行する。 

この規程は、平成２９年１２月１日から施行する。 

新潟市医師会地域医療研究助成審査委員会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，新潟市医師会地域医療研究助成規程第３条第２項の 

規定に基づき，新潟市医師会地域医療研究助成審査委員会（以下「委員 

会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 

 （１）公衆衛生学分野，検診・ドック等の予防医学分野，介護・障がい 

等の福祉学分野，救急・災害医療学分野から若干名。 

 （２）新潟市医師会学術担当理事。 

 （３）新潟市医師会長が必要と認めた者。 

（委員の任期） 

第３条 前条に規定する委員の任期は，２年とする。ただし,補欠の委員 

の任期は，前任者の残任期間とする。 

  ２ 前項の委員は，再任することができる。 

（委員長，副委員長） 

第４条 委員会に委員長を置く。委員長，副委員長は委員の中から互選に 

よって選挙する。 

 ２ 委員長は，議事を主宰し，委員会を代表する。 

 ３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その 

職務を代行する。 

（議決） 

第５条 委員会は，委員の過半数の出席により成立する。 

  ２ 議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，委 

員長が決する。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 新潟市医師会長若しくは審査会委員長が必要と認めたときは，委 

員会の承認を得て，委員会に委員以外の者の出席を求め，説明又は意見 

を聴取することができる。 

第７条 この規程に定めるもののほか，委員会に関し必要な事項は，委員 

会が別に定める。 

附 則 

  １ この規程は，平成２４年４月１日から施行する。 
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（助成金額等の決定） 

第７条 本会会長は、前条の申請書を受理したときは、委員会に諮るもの 

とする。 

 ２ 委員会は、原則として毎年２月末日までに審査するものとする。 

 ３ 助成金の額並びに助成総件数については、委員会の議を経た後、 

本会理事会で決定する。 

（研究成果等の報告） 

第８条 研究代表者は、当該研究等が完了したときは、完了の日から 30 

 日以内に新潟市医師会地域医療研究助成金研究成果報告書（以下「報告 

書」という。）を本会会長に提出するものとする。 

 ２ 報告書の書式については、別に定める。 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、新潟市 

医師会地域医療研究助成公募要領（以下「公募要領」という。）による 

ものとする。 

 ２ 応募要領については、別に定める。 

附 則 

  この規程は、平成２４年 ４月１日から施行する。 

この規程は、平成２９年１２月１日から施行する。 

新潟市医師会地域医療研究助成審査委員会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，新潟市医師会地域医療研究助成規程第３条第２項の 

規定に基づき，新潟市医師会地域医療研究助成審査委員会（以下「委員 

会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 

 （１）公衆衛生学分野，検診・ドック等の予防医学分野，介護・障がい 

等の福祉学分野，救急・災害医療学分野から若干名。 

 （２）新潟市医師会学術担当理事。 

 （３）新潟市医師会長が必要と認めた者。 

（委員の任期） 

第３条 前条に規定する委員の任期は，２年とする。ただし,補欠の委員 

の任期は，前任者の残任期間とする。 

  ２ 前項の委員は，再任することができる。 

（委員長，副委員長） 

第４条 委員会に委員長を置く。委員長，副委員長は委員の中から互選に 

よって選挙する。 

 ２ 委員長は，議事を主宰し，委員会を代表する。 

 ３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，その 

職務を代行する。 

（議決） 

第５条 委員会は，委員の過半数の出席により成立する。 

  ２ 議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，委 

員長が決する。 

（委員以外の者の出席） 

第６条 新潟市医師会長若しくは審査会委員長が必要と認めたときは，委 

員会の承認を得て，委員会に委員以外の者の出席を求め，説明又は意見 

を聴取することができる。 

第７条 この規程に定めるもののほか，委員会に関し必要な事項は，委員 

会が別に定める。 

附 則 

  １ この規程は，平成２４年４月１日から施行する。 
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(資料６ 

令和５年度新潟市医師会地域医療研究助成 
審査委員会名簿 

 
（令和 5 年 2 月現在、敬称略、五十音順） 

  

 氏 名 所 属 

 五十嵐 修一 新潟市医師会（新潟市民病院） 

 井口 清太郎 新潟大学大学院医歯学総合研究科 新潟地域医療学講座 
地域医療部門 

 大滝 一 新潟市医師会（大滝耳鼻科ｸﾘﾆｯｸ） 

 岡田  潔 新潟市医師会（岡田内科医院） 

 齋藤 昭彦  新潟市医師会（新潟大学大学院医歯学総合研究科 小児

科学分野） 

 齋藤 玲子 新潟大学大学院医歯学総合研究科 国際保健学分野 

 佐久間 なおみ 新潟市 福祉部 

 沢田 克己 新潟大学 法学部 

 関  奈緒 新潟大学 大学院保健学研究科看護学分野 

 高橋 善樹 新潟市保健所 

 竹之内 辰也 新潟市医師会（県立がんセンター新潟病院） 

 夏目 久義 新潟市 保健衛生部 

 廣瀬 保夫 新潟市民病院 救命救急・循環器病・脳卒中センター 

 丸田 秋男 新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

 山崎 昭義 新潟市医師会（新潟中央病院） 
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(資料６ 

令和５年度新潟市医師会地域医療研究助成 
審査委員会名簿 

 
（令和 5 年 2 月現在、敬称略、五十音順） 

  

 氏 名 所 属 

 五十嵐 修一 新潟市医師会（新潟市民病院） 

 井口 清太郎 新潟大学大学院医歯学総合研究科 新潟地域医療学講座 
地域医療部門 

 大滝 一 新潟市医師会（大滝耳鼻科ｸﾘﾆｯｸ） 

 岡田  潔 新潟市医師会（岡田内科医院） 

 齋藤 昭彦  新潟市医師会（新潟大学大学院医歯学総合研究科 小児

科学分野） 

 齋藤 玲子 新潟大学大学院医歯学総合研究科 国際保健学分野 

 佐久間 なおみ 新潟市 福祉部 

 沢田 克己 新潟大学 法学部 

 関  奈緒 新潟大学 大学院保健学研究科看護学分野 

 高橋 善樹 新潟市保健所 

 竹之内 辰也 新潟市医師会（県立がんセンター新潟病院） 

 夏目 久義 新潟市 保健衛生部 

 廣瀬 保夫 新潟市民病院 救命救急・循環器病・脳卒中センター 

 丸田 秋男 新潟医療福祉大学 社会福祉学部 

 山崎 昭義 新潟市医師会（新潟中央病院） 

２０２３年度（令和５年度）

公募要領

－  109  －



 

 
2 

５５．．申申請請ででききるる経経費費とと振振込込

申請できるのは、研究活動に必要な消耗品費、通信・運搬費、旅費、謝金、

印刷費等です。助成金の振込先については、助成内定後に相談ください。

６６．．応応募募・・受受付付期期間間

新規研究：令和 年 月 日 火 から 月 日 木 正午（必着）まで

継続研究：令和 年 月 日 火 から 月 日 木 正午（必着）まで

７７．．応応募募方方法法

（１）募集を、大学等の機関に案内するほか、新潟市医師会 でもお知らせ

します。研究計画書を新潟市医師会 からダウンロードしてください。

（２）申請者は、作成上の留意事項に従って研究計画書に必要事項を入力し、

新潟市医師会宛に電子ファイル（ 及び 形式）を送付してくださ

い。

（３）お送りいただいた申請書等の資料は返却しません。

８８．．審審査査・・選選考考

申請書は外部の専門委員を含めた新潟市医師会地域医療研究助成審査委員

会で審査されます。最終的に、新潟市医師会理事会の決定を経て、申請者に

審査結果が通知されます。通知は、令和 年 月末を予定しています。

９９．．発発表表とと報報告告

（１）単年研究と複数年研究のいずれの場合も、新潟市医師会が指定する学

術研究会（令和 年 月下旬から 月初旬を予定）で、研究成果の発表

と討論をおこなってください。学術研究会の開催については、予め申請

者に案内します。

（２）単年研究と複数年研究のいずれの場合も、研究終了の日から 日以内

に、所定の書式で、実績報告書を新潟市医師会長宛に提出してください。

（３）単年研究と複数年研究のいずれの場合も、研究終了の日から半年以内

に、研究成果を新潟市医師会報の学術欄に投稿してください。

１１００．．応応募募・・照照会会先先

新潟市医師会事務局 担当：総務課 事業係 清水、本望

電話： 電子メール：

住所：〒 新潟市中央区紫竹山

新潟市医師会

 

1 

令和 年度「新潟市医師会 地域医療研究助成」公募要領

１１ 研研究究助助成成のの目目的的

新潟市医師会は新潟市民の医療・保健・福祉の充実と向上を目的として活

動してきましたが、社会の大きな変化にともない、これらに拘る課題は複雑

さを増しつつあります。そこで、新潟市医師会は、これらの課題克服のため

の研究推進を目的として、助成をおこないます。また、若手研究者を育成す

ることも目的とします。

２２．．研研究究助助成成のの対対象象分分野野

新潟市民を対象とする、

（１）公衆衛生学分野等の社会学分野

（２）検診・ドック等の予防医学分野

（３）介護・障がい等の福祉学分野

（４）救急・災害医療学分野

（５）その他の医学分野、の実証的な研究。

３３ 助助成成申申請請額額・・助助成成申申請請期期間間・・助助成成件件数数

（１）新規応募の場合で単年研究： 件あたり、 万円を限度とします。

（２）新規応募の場合で複数年研究：単年度あたり 万円を限度に、最長で

年を限度とします。ただし、継続助成の可否については年度毎に審査す

るので、その都度再申請が必要です。

（３）前年度に助成を受けた場合の複数年研究応募の場合：単年度あたり、前

年度に交付された助成額を超えない範囲で、初年度の申請書に記載した

期限内で継続して申請できますが、継続助成の可否を再審査するので、あ

らためての申請が必要です。申請書には、助成を受けた後の研究実績を具

体的に明記してください。

（４）助成金額ならびに助成総件数については、新潟市医師会の予算をもと

に、新潟市医師会理事会が最終決定します。

４４．．申申請請資資格格

（１）医師・医師以外の研究者・行政担当者・団体職員。ただし、研究代表者

（申請者）が新潟市医師会員でない場合には、共同研究者に新潟市医師

会員が含まれていなければなりません。

（２）研究代表者として、過去に本助成を受けた回数が１回以下であること。

（３）研究代表者の主たる所属機関の役職が臨床系の教授でないこと。ただ

し、特任教授は除く。
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2 

５５．．申申請請ででききるる経経費費とと振振込込

申請できるのは、研究活動に必要な消耗品費、通信・運搬費、旅費、謝金、

印刷費等です。助成金の振込先については、助成内定後に相談ください。

６６．．応応募募・・受受付付期期間間

新規研究：令和 年 月 日 火 から 月 日 木 正午（必着）まで

継続研究：令和 年 月 日 火 から 月 日 木 正午（必着）まで

７７．．応応募募方方法法

（１）募集を、大学等の機関に案内するほか、新潟市医師会 でもお知らせ

します。研究計画書を新潟市医師会 からダウンロードしてください。

（２）申請者は、作成上の留意事項に従って研究計画書に必要事項を入力し、

新潟市医師会宛に電子ファイル（ 及び 形式）を送付してくださ

い。

（３）お送りいただいた申請書等の資料は返却しません。

８８．．審審査査・・選選考考

申請書は外部の専門委員を含めた新潟市医師会地域医療研究助成審査委員

会で審査されます。最終的に、新潟市医師会理事会の決定を経て、申請者に

審査結果が通知されます。通知は、令和 年 月末を予定しています。

９９．．発発表表とと報報告告

（１）単年研究と複数年研究のいずれの場合も、新潟市医師会が指定する学

術研究会（令和 年 月下旬から 月初旬を予定）で、研究成果の発表

と討論をおこなってください。学術研究会の開催については、予め申請

者に案内します。

（２）単年研究と複数年研究のいずれの場合も、研究終了の日から 日以内

に、所定の書式で、実績報告書を新潟市医師会長宛に提出してください。

（３）単年研究と複数年研究のいずれの場合も、研究終了の日から半年以内

に、研究成果を新潟市医師会報の学術欄に投稿してください。

１１００．．応応募募・・照照会会先先

新潟市医師会事務局 担当：総務課 事業係 清水、本望

電話： 電子メール：

住所：〒 新潟市中央区紫竹山

新潟市医師会

 

1 

令和 年度「新潟市医師会 地域医療研究助成」公募要領

１１ 研研究究助助成成のの目目的的

新潟市医師会は新潟市民の医療・保健・福祉の充実と向上を目的として活

動してきましたが、社会の大きな変化にともない、これらに拘る課題は複雑

さを増しつつあります。そこで、新潟市医師会は、これらの課題克服のため

の研究推進を目的として、助成をおこないます。また、若手研究者を育成す

ることも目的とします。

２２．．研研究究助助成成のの対対象象分分野野

新潟市民を対象とする、

（１）公衆衛生学分野等の社会学分野

（２）検診・ドック等の予防医学分野

（３）介護・障がい等の福祉学分野

（４）救急・災害医療学分野

（５）その他の医学分野、の実証的な研究。

３３ 助助成成申申請請額額・・助助成成申申請請期期間間・・助助成成件件数数

（１）新規応募の場合で単年研究： 件あたり、 万円を限度とします。

（２）新規応募の場合で複数年研究：単年度あたり 万円を限度に、最長で

年を限度とします。ただし、継続助成の可否については年度毎に審査す

るので、その都度再申請が必要です。

（３）前年度に助成を受けた場合の複数年研究応募の場合：単年度あたり、前

年度に交付された助成額を超えない範囲で、初年度の申請書に記載した

期限内で継続して申請できますが、継続助成の可否を再審査するので、あ

らためての申請が必要です。申請書には、助成を受けた後の研究実績を具

体的に明記してください。

（４）助成金額ならびに助成総件数については、新潟市医師会の予算をもと

に、新潟市医師会理事会が最終決定します。

４４．．申申請請資資格格

（１）医師・医師以外の研究者・行政担当者・団体職員。ただし、研究代表者

（申請者）が新潟市医師会員でない場合には、共同研究者に新潟市医師

会員が含まれていなければなりません。

（２）研究代表者として、過去に本助成を受けた回数が１回以下であること。

（３）研究代表者の主たる所属機関の役職が臨床系の教授でないこと。ただ

し、特任教授は除く。
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過去の発表会



14：30　開会挨拶　新潟市医師会副会長　藤田一隆

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

閉会挨拶　新潟市医師会副会長　庄司義興

14：30　開会挨拶　新潟市医師会長　佐野正俊

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

閉会挨拶　新潟市医師会副会長　藤田一隆

特別講演
「地域における自殺対策 ―最新のエビデンスと今後
の課題―」

演　者  本橋　豊 （秋田大学理事　副学長）

座　長  中村　和利 （新潟大学　環境予防医学）

発表7
「安静時正常血圧者における運動負荷時過剰血圧上
昇の意義、治療介入についての検討」

発表者  伊藤　正洋 （新潟県スポーツ医科学センター）

座　長  廣瀬　保夫
（新潟市民病院　救命救急　循環
器病　脳卒中センター）

発表6
「新潟市における健康習慣の遵守状況と慢性腎臓病
（CKD）の包括的評価」

発表者  若杉　三奈子 （新潟大学）

座　長  月岡　恵 （新潟市保健所）

発表5
「高齢者に対するリハビリテーション実施時における
主観的疲労度評価の再現性と妥当性」

発表者  能村　友紀 （新潟医療福祉大学）

座　長  丸田　秋男 （新潟医療福祉大学　社会福祉学部）

発表4
「新潟市における高齢心不全患者の運動機能低下要
因の解明と運動療法の効果に関する検討」

発表者  小幡　裕明 （新潟大学）

座　長  山添　優 （新潟市民病院）

発表3
「新潟市の保育園における視力検査の実施状況に関
する調査」

発表者  石井　雅子 （新潟医療福祉大学）

座　長  佐藤　隆司 （新潟市　保健衛生部）

発表2
「新潟市内の高齢者における疾病・介護リスク要因の
評価とGISを用いた視覚化～特定健診とアンケートの
結果より～」

発表者  菖蒲川　由郷 （新潟大学）

座　長  鈴木　亨 （新潟市　福祉部）

発表1 「塩分摂取が及ぼす健康被害に関する調査」
発表者  加藤　公則 （新潟県労働衛生医学協会）

座　長  齋藤　玲子 （新潟大学　国際保健学）

特別講演
「身体活動・運動による生活習慣病予防－地域にお
ける健康づくり支援環境に着目して」

演　者  井上　茂 （東京医科大学　公衆衛生学　教授）

座　長  齋藤　玲子 （新潟大学　国際保健学）

発表5
「新潟市における「ひきこもり」の実態の分析と対応の
検討」

発表者  中垣内　正和 （佐潟荘）

座　長  丸田　秋男 （新潟医療福祉大学　社会福祉学部）

（新潟県スポーツ医科学センター）

座　長  月岡　恵 （新潟市保健所）

発表3 「塩分摂取が及ぼす健康被害に関する調査」
発表者  加藤　公則 （新潟県労働衛生医学協会）

座　長  中村　和利 （新潟大学　環境予防医学）

第第11回回　　地地域域医医療療研研究究助助成成発発表表会会　平成25年3月30日（土）　会場：新潟大学医学部有壬記念館

第第22回回　　地地域域医医療療研研究究助助成成発発表表会会　平成26年2月1日（土）　会場：新潟大学医学部有壬記念館

発表2
「要介護高齢者における疲労の主観的評価と客観的
評価の比較検討」

発表者  能村　友紀 （新潟医療福祉大学）

座　長  鈴木　亨 （新潟市　福祉部）

発表1
「新潟市内の高齢者における疾病・介護リスク要因の
評価とGISを用いた視覚化～特定健診と特定保健指
導に関する解析と今後の計画～」

発表者  菖蒲川　由郷 （新潟大学）

座　長  齋藤　玲子 （新潟大学　国際保健学）

発表4
「安静時正常血圧者における運動負荷時過剰血圧上
昇の意義、治療介入についての検討」

発表者  伊藤　正洋

14：30　開会挨拶　新潟市医師会長　藤田一隆
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閉会挨拶　新潟市医師会副会長　広橋武

14：30　開会挨拶　新潟市医師会長　藤田一隆
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閉会挨拶　新潟市医師会副会長　広橋武

特別講演
「大規模災害時に医療機能を継続するための技術：
BCP（事業継続計画）～官民連携の取組による地域
レジリエンス強化の重要性と課題～」

演　者 渡辺　研司
（名古屋工業大学  教授／リスクマネ
ジメントセンター防災安全部門長）

座　長 遠藤　裕 （新潟大学　救急医学）

発表7
「新潟市西区における一人暮らし高齢者の孤立防止
対策の構築に関する研究」

発表者 小林　恵子 （新潟大学　看護学）

座　長 佐藤　隆司 （新潟市福祉部）

発表6
「新潟市における高齢者施設の救急対応の問題点と
救急医療施設との関係性について～病院調査と救急
搬送調査より～」

発表者 佐藤　信宏 （新潟市民病院　救急科）

座　長 阿部　眞也 （新潟市保健衛生部）

発表5
「『見える化』から『できる化』へ　～データに基づく健
康なまちづくり～」

発表者 菖蒲川　由郷 （新潟大学　国際保健学）

座　長 丸田　秋男 （新潟医療福祉大学　社会福祉学部）

発表4
「幼児眼科健診の充実をめざして～弱視の早期発見
のための取り組み～」

発表者 石井　雅子 （新潟医療福祉大学　視機能科学）

座　長 齋藤　玲子 （新潟大学　国際保健学）

発表3
「新潟市内の幼児の塩分摂取量と保護者の食事パ
ターンおよび生活・社会環境因子の関係」

発表者 太田　亜里美 （新潟県立大学　健康栄養学）

座　長 中村　和利 （新潟大学　環境予防医学）

発表2
「運動時過剰血圧反応の意義、機序、治療介入につ
いての検討」

発表者 伊藤　正洋
（新潟県健康づくりスポーツ医科
学センター）

座　長 廣瀬　保夫 （新潟市民病院）

発表1
「超高齢社会における骨粗鬆症への対応　一次骨折
予防のあり方を考える」

発表者 山本　智章
（新潟リハビリテーション病院　整
形外科）

座　長 月岡　恵 （新潟市保健所）

特別講演
「地域福祉計画に基づくコミュニティソーシャルワーク
の展開」

演　者  丸茂　丈実 （茅野市社会福祉協議会　事務局長）

座　長  丸田　秋男 （新潟医療福祉大学　副学長）

発表7
「新潟市内の高齢者における疾病・介護リスク要因の評価
とGISを用いた視覚化～健康なまちづくり指標～」

発表者  菖蒲川　由郷 （新潟大学　国際保健学）

座　長  月岡　恵 （新潟市保健所）

発表6 「塩分摂取が及ぼす健康被害に関する調査」
発表者  加藤　公則 （新潟県労働衛生医学協会）

座　長  廣瀬　保夫
（新潟市民病院　救命救急　循環
器病　脳卒中センター）

発表5
「運動時過剰血圧反応の意義、機序、治療介入につ
いての検討」

発表者  伊藤　正洋
（新潟県健康づくりスポーツ医科
学センター）

座　長  齋藤　玲子 （新潟大学　国際保健学）

発表4
「新潟市西区における一人暮らし高齢者の孤立防止
対策の構築に関する研究」

発表者  小林　恵子 （新潟大学　看護学）

座　長  佐藤　隆司 （新潟市福祉部）

発表3
「新潟市における高齢者施設の救急対応の問題点と
救急医療施設との関係性について～高齢者施設アン
ケート調査より～」

発表者  佐藤　信宏 （新潟市民病院　救急科）

座　長  遠藤　裕 （新潟大学　救急医学）

発表2
「幼児眼科健診および視力検査の実施状況に関する
調査」

発表者  石井　雅子 （新潟医療福祉大学　視機能科学）

座　長  阿部　眞也 （新潟市保健衛生部）

発表1
「新潟市における高齢心不全患者の運動機能低下要
因の解明と運動療法の効果に関する検討」

発表者  小幡　裕明 （新潟大学　循環器内科）

座　長  中村　和利 （新潟大学　環境予防医学）

第第33回回　　地地域域医医療療研研究究助助成成発発表表会会　平成27年1月31日（土）　会場：新潟大学医学部有壬記念館

第第44回回　　地地域域医医療療研研究究助助成成発発表表会会　平成28年1月30日（土）　会場：新潟大学医学部有壬記念館
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14：30　開会挨拶　新潟市医師会副会長　藤田一隆
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閉会挨拶　新潟市医師会副会長　庄司義興

14：30　開会挨拶　新潟市医師会長　佐野正俊
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閉会挨拶　新潟市医師会副会長　藤田一隆

特別講演
「地域における自殺対策 ―最新のエビデンスと今後
の課題―」

演　者  本橋　豊 （秋田大学理事　副学長）

座　長  中村　和利 （新潟大学　環境予防医学）

発表7
「安静時正常血圧者における運動負荷時過剰血圧上
昇の意義、治療介入についての検討」

発表者  伊藤　正洋 （新潟県スポーツ医科学センター）

座　長  廣瀬　保夫
（新潟市民病院　救命救急　循環
器病　脳卒中センター）

発表6
「新潟市における健康習慣の遵守状況と慢性腎臓病
（CKD）の包括的評価」

発表者  若杉　三奈子 （新潟大学）

座　長  月岡　恵 （新潟市保健所）

発表5
「高齢者に対するリハビリテーション実施時における
主観的疲労度評価の再現性と妥当性」

発表者  能村　友紀 （新潟医療福祉大学）

座　長  丸田　秋男 （新潟医療福祉大学　社会福祉学部）

発表4
「新潟市における高齢心不全患者の運動機能低下要
因の解明と運動療法の効果に関する検討」

発表者  小幡　裕明 （新潟大学）

座　長  山添　優 （新潟市民病院）

発表3
「新潟市の保育園における視力検査の実施状況に関
する調査」

発表者  石井　雅子 （新潟医療福祉大学）

座　長  佐藤　隆司 （新潟市　保健衛生部）

発表2
「新潟市内の高齢者における疾病・介護リスク要因の
評価とGISを用いた視覚化～特定健診とアンケートの
結果より～」

発表者  菖蒲川　由郷 （新潟大学）

座　長  鈴木　亨 （新潟市　福祉部）

発表1 「塩分摂取が及ぼす健康被害に関する調査」
発表者  加藤　公則 （新潟県労働衛生医学協会）

座　長  齋藤　玲子 （新潟大学　国際保健学）

特別講演
「身体活動・運動による生活習慣病予防－地域にお
ける健康づくり支援環境に着目して」

演　者  井上　茂 （東京医科大学　公衆衛生学　教授）

座　長  齋藤　玲子 （新潟大学　国際保健学）

発表5
「新潟市における「ひきこもり」の実態の分析と対応の
検討」

発表者  中垣内　正和 （佐潟荘）

座　長  丸田　秋男 （新潟医療福祉大学　社会福祉学部）

（新潟県スポーツ医科学センター）

座　長  月岡　恵 （新潟市保健所）

発表3 「塩分摂取が及ぼす健康被害に関する調査」
発表者  加藤　公則 （新潟県労働衛生医学協会）

座　長  中村　和利 （新潟大学　環境予防医学）

第第11回回　　地地域域医医療療研研究究助助成成発発表表会会　平成25年3月30日（土）　会場：新潟大学医学部有壬記念館

第第22回回　　地地域域医医療療研研究究助助成成発発表表会会　平成26年2月1日（土）　会場：新潟大学医学部有壬記念館

発表2
「要介護高齢者における疲労の主観的評価と客観的
評価の比較検討」

発表者  能村　友紀 （新潟医療福祉大学）

座　長  鈴木　亨 （新潟市　福祉部）

発表1
「新潟市内の高齢者における疾病・介護リスク要因の
評価とGISを用いた視覚化～特定健診と特定保健指
導に関する解析と今後の計画～」

発表者  菖蒲川　由郷 （新潟大学）

座　長  齋藤　玲子 （新潟大学　国際保健学）

発表4
「安静時正常血圧者における運動負荷時過剰血圧上
昇の意義、治療介入についての検討」

発表者  伊藤　正洋

14：30　開会挨拶　新潟市医師会長　藤田一隆
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閉会挨拶　新潟市医師会副会長　広橋武

14：30　開会挨拶　新潟市医師会長　藤田一隆
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閉会挨拶　新潟市医師会副会長　広橋武

特別講演
「大規模災害時に医療機能を継続するための技術：
BCP（事業継続計画）～官民連携の取組による地域
レジリエンス強化の重要性と課題～」

演　者 渡辺　研司
（名古屋工業大学  教授／リスクマネ
ジメントセンター防災安全部門長）

座　長 遠藤　裕 （新潟大学　救急医学）

発表7
「新潟市西区における一人暮らし高齢者の孤立防止
対策の構築に関する研究」

発表者 小林　恵子 （新潟大学　看護学）

座　長 佐藤　隆司 （新潟市福祉部）

発表6
「新潟市における高齢者施設の救急対応の問題点と
救急医療施設との関係性について～病院調査と救急
搬送調査より～」

発表者 佐藤　信宏 （新潟市民病院　救急科）

座　長 阿部　眞也 （新潟市保健衛生部）

発表5
「『見える化』から『できる化』へ　～データに基づく健
康なまちづくり～」

発表者 菖蒲川　由郷 （新潟大学　国際保健学）

座　長 丸田　秋男 （新潟医療福祉大学　社会福祉学部）

発表4
「幼児眼科健診の充実をめざして～弱視の早期発見
のための取り組み～」

発表者 石井　雅子 （新潟医療福祉大学　視機能科学）

座　長 齋藤　玲子 （新潟大学　国際保健学）

発表3
「新潟市内の幼児の塩分摂取量と保護者の食事パ
ターンおよび生活・社会環境因子の関係」

発表者 太田　亜里美 （新潟県立大学　健康栄養学）

座　長 中村　和利 （新潟大学　環境予防医学）

発表2
「運動時過剰血圧反応の意義、機序、治療介入につ
いての検討」

発表者 伊藤　正洋
（新潟県健康づくりスポーツ医科
学センター）

座　長 廣瀬　保夫 （新潟市民病院）

発表1
「超高齢社会における骨粗鬆症への対応　一次骨折
予防のあり方を考える」

発表者 山本　智章
（新潟リハビリテーション病院　整
形外科）

座　長 月岡　恵 （新潟市保健所）

特別講演
「地域福祉計画に基づくコミュニティソーシャルワーク
の展開」

演　者  丸茂　丈実 （茅野市社会福祉協議会　事務局長）

座　長  丸田　秋男 （新潟医療福祉大学　副学長）

発表7
「新潟市内の高齢者における疾病・介護リスク要因の評価
とGISを用いた視覚化～健康なまちづくり指標～」

発表者  菖蒲川　由郷 （新潟大学　国際保健学）

座　長  月岡　恵 （新潟市保健所）

発表6 「塩分摂取が及ぼす健康被害に関する調査」
発表者  加藤　公則 （新潟県労働衛生医学協会）

座　長  廣瀬　保夫
（新潟市民病院　救命救急　循環
器病　脳卒中センター）

発表5
「運動時過剰血圧反応の意義、機序、治療介入につ
いての検討」

発表者  伊藤　正洋
（新潟県健康づくりスポーツ医科
学センター）

座　長  齋藤　玲子 （新潟大学　国際保健学）

発表4
「新潟市西区における一人暮らし高齢者の孤立防止
対策の構築に関する研究」

発表者  小林　恵子 （新潟大学　看護学）

座　長  佐藤　隆司 （新潟市福祉部）

発表3
「新潟市における高齢者施設の救急対応の問題点と
救急医療施設との関係性について～高齢者施設アン
ケート調査より～」

発表者  佐藤　信宏 （新潟市民病院　救急科）

座　長  遠藤　裕 （新潟大学　救急医学）

発表2
「幼児眼科健診および視力検査の実施状況に関する
調査」

発表者  石井　雅子 （新潟医療福祉大学　視機能科学）

座　長  阿部　眞也 （新潟市保健衛生部）

発表1
「新潟市における高齢心不全患者の運動機能低下要
因の解明と運動療法の効果に関する検討」

発表者  小幡　裕明 （新潟大学　循環器内科）

座　長  中村　和利 （新潟大学　環境予防医学）

第第33回回　　地地域域医医療療研研究究助助成成発発表表会会　平成27年1月31日（土）　会場：新潟大学医学部有壬記念館

第第44回回　　地地域域医医療療研研究究助助成成発発表表会会　平成28年1月30日（土）　会場：新潟大学医学部有壬記念館
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14：30　開会挨拶　新潟市医師会長　藤田一隆
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閉会挨拶　新潟市医師会副会長　浦野正美
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閉会挨拶　新潟市医師会副会長　浦野正美

発表7
新潟市西区の高齢者のみ世帯の暮らしと社会的孤立
防止を支援するシステムの検討

発表者 小林　恵子 (新潟大学・保健学看護学)

座　長 丸田　秋男 （新潟医療福祉大学・社会福祉学部）

特別講演
臨床倫理コンサルテーションの実際
－終末期・認知症の人等、意思決定の困難な患者
について

演　者 稲葉　一人 (中京大学・法科大学院教授)

座　長 廣瀬　保夫
（新潟市民病院　救命救急・循環
器病・脳卒中センター）

発表5
保健医療従事者の予防接種に対する意識調査：
Vaccine hesitancyの職種間の相違の検証

発表者 齋藤　あや （聖路加国際大学・看護学部）

座　長 長井　亮一 （新潟市保健衛生部）　

発表6
秋葉区における摂食嚥下機能評価システムの構築と
効果の検討

発表者 張替　徹 （下越病院・リハビリテーション科）

座　長 斎藤　玲子 （新潟大学・国際保健学）

発表3
新潟市における慢性閉塞性肺疾患患者の問題点と
地域医療連携に関する研究

発表者 大嶋　康義 （新潟大学　呼吸器感染症内科）

座　長 高橋　善樹 （新潟市保健所）

発表4
いびき症に潜む動脈硬化危険因子 -肝フィブロス
キャン検査を用いたアプローチ

発表者 大越　章吾 （日本歯科大学・内科学）

座　長 浦野　正美 （浦野耳鼻咽喉科医院）　　

発表1
高齢者における独立歩行の獲得と維持のための新た
なリハビリテーションプログラムの確立

発表者 上原　彰史 （新潟南病院　内科）

座　長 中村　和利 （新潟大学・環境予防医学）

発表2
レセプトデータを利用した新潟市の糖尿病治療中断
者スクリーニング方法の検討

発表者 藤原　和哉
（新潟大学・健康寿命延伸 生活習
慣病予防治療医学）

座　長 佐藤　隆司 （新潟市福祉部）

特別講演 ドイツの公的疾病保険と家庭医
演　者 田中　伸至

（新潟大学　人文社会・教育科学
系法学部教授）

座　長 沢田　克己 （新潟大学　法学部）

第第66回回　　地地域域医医療療研研究究助助成成発発表表会会　平成30年1月27日（土）　会場：新潟大学医学部有壬記念館

発表6
健康長寿実現のカギ：より良い骨粗鬆症検診を求め
て

発表者 山本　智章
（新潟リハビリテーション病院　整
形外科）

座　長 中村　和利 （新潟大学　環境予防医学）

発表7 幼児および保護者の食事塩分スコアの作成
発表者 太田　亜里美 （新潟県立大学　健康栄養学）

座　長 高橋　善樹 （新潟市保健所）

発表4
新潟市西区の高齢者のみ世帯の暮らしと社会的孤立
防止を支援するシステムの検討

発表者 小林　恵子 （新潟大学　保健学研究科）

座　長 齋藤　玲子 （新潟大学　国際保健学）

発表5
運動時過剰血圧反応の意義、機序、治療介入につい
ての検討

発表者 伊藤　正洋
（新潟県健康づくりスポーツ医科
学センター）

座　長 遠藤　裕 （新潟大学　救急医学）

発表2
秋葉区における摂食嚥下機能評価システムの構築と
効果の検討（中間報告）

発表者 張替　徹 （下越病院　リハビリテーション科）

座　長 佐藤　隆司 （新潟市福祉部）

発表3
新潟市における慢性閉塞性肺疾患患者の問題点と
地域医療連携に関する研究

発表者 大嶋　康義 （新潟大学　生命科学医療センター）

座　長 長井　亮一 （新潟市保健衛生部）

第第55回回　　地地域域医医療療研研究究助助成成発発表表会会　平成29年1月28日（土）　会場：新潟大学医学部有壬記念館

発表1
高齢者における独立歩行の獲得と維持のための新た
なリハビリテーションプログラムの確立

発表者 上原　彰史 （新潟南病院　内科）

座　長 丸田　秋男 （新潟医療福祉大学　社会福祉学部）
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閉会挨拶　新潟市医師会副会長　浦野正美

第第77回回　　地地域域医医療療研研究究助助成成発発表表会会　平成31年1月26日（土）　会場：新潟大学医学部有壬記念館

発表1
心不全患者における介護発生率および介護発生に
関わる臨床的因子の検討

発表者 藤木　伸也 （新潟大学　循環器内科学）

座　長 西條　康夫 （新潟大学　腫瘍内科学）

発表2 新潟市における頭頸部癌検診のこころみ
発表者 岡部　隆一 (新潟大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科)

座　長 中村 和利 （新潟大学 環境予防医学）

発表3
誤嚥性肺炎入院患者における摂食嚥下機能と予後
の検討 －クリニカルパス策定に向けて－

発表者 建部　一毅 (新潟南病院　リハビリテーション科)

座　長 丸田 秋男 （新潟医療福祉大学 社会福祉学部）

発表4
実家の茶の間・紫竹におけるつながりの構造要因の
検討

発表者 石上　和男
(新潟医療福祉大学 医療経営管
理学部　医療情報管理学科)

座　長 井口　清太郎 （新潟大学　新潟地域医療学）

発表5
新潟市の糖尿病治療中断者の現状把握ならびに受
診勧告事業の有効性の検討（第2報）

発表者 藤原　和哉
(新潟大学　健康寿命延伸・生活
習慣病予防治療医学)

座　長 三富　健二郎 （新潟市福祉部）

発表6
高齢者における独立歩行の獲得と維持のための新た
なリハビリテーションプログラムの確立

発表者 上原　彰史 (新潟南病院　内科)

座　長 齋藤 玲子 （新潟大学 国際保健学）　

発表7
新潟市における慢性閉塞性肺疾患の問題点と地域
医療連携に関する研究

発表者 大嶋　康義 (新潟大学　呼吸器・感染症内科学)

座　長 佐藤 隆司 （新潟市保健衛生部）

特別講演 口腔機能からみた摂食嚥下障害への取り組み
演　者 井上　誠

(新潟大学　摂食嚥下リハビリテー
ション学分野　教授)

座　長 高橋　善樹 （新潟市保健所）

第第88回回　　地地域域医医療療研研究究助助成成発発表表会会　令和2年1月25日（土）　会場：新潟大学医学部有壬記念館

発表1 新潟市における頭頸部がん検診
発表者 岡部　隆一 (新潟大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科)

座　長 浦野　正美 （浦野耳鼻咽喉科医院）

発表2
新潟市における子育てソーシャルサポートに関する
実証的研究～妊娠・出産から青年期に至る包括的相
談支援システムの構築に向けて～

発表者 小池　由佳
(新潟県立大学 人間生活学部子
ども学科)

座　長 齋藤　玲子 （新潟大学 国際保健学）　

発表3
改正健康増進法施行に向けた新潟市職域における
喫煙対策の現状と対策支援ニーズの把握

発表者 関　 奈緒 (新潟大学 保健学研究科 看護学分野)

座　長 野島　晶子 （新潟市保健衛生部）

発表4
慢性心不全患者における要介護発生率と関連因子
の検討

発表者 藤木　伸也 （新潟大学　循環器内科学）

座　長 小田　弘隆 （新潟市民病院 循環器内科）

発表5 フレイルとバランス機能および筋量の関係
発表者 本間　大介 (新潟万代病院 リハビリテーション科)

座　長 高橋　善樹 （新潟市保健所）

発表6
誤嚥性肺炎入院患者の摂食嚥下機能に応じたクリニ
カルパスの実施

発表者 建部　一毅 (新潟南病院 リハビリテーション科)

座　長 中村 和利 （新潟大学 環境予防医学）

特別講演
地域医療の現場における研究
ーPractice based researchへの招待ー

演　者 井上　和男
（帝京大学ちば総合医療センター
地域医療学 教授）

座　長 井口　清太郎 （新潟大学　新潟地域医療学）

発表7
実家の茶の間・紫竹におけるつながりの構造要因の
検討

発表者 石上　和男 (新潟医療福祉大学 医療経営管理学部)

座　長 丸田　秋男 （新潟医療福祉大学 社会福祉学部）

発表8
新潟市の糖尿病治療中断者の現状把握ならびに受
診勧告事業の有効性の検討（第3報）

発表者 藤原　和哉
(新潟大学　健康寿命延伸・生活
習慣病予防治療医学)

座　長 佐久間　なおみ （新潟市福祉部）
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閉会挨拶　新潟市医師会副会長　橋本　謹也

第第99回回　　地地域域医医療療研研究究助助成成発発表表会会　令和3年1月30日（土）　Zoomミーティングによるオンライン開催

発表1
感覚器リハビリテーション介入による認知機能低下予
防に関する研究

発表者 森田　由香 (新潟大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科)

座　長 高橋　善樹 （新潟市保健所）

発表2
新潟県内における周産期女性のメンタルヘルスに影
響を与える因子についての実態調査および検討

発表者 小川　真貴 (新潟大学 精神医学)

座　長 井口　清太郎 （新潟大学　新潟地域医療学）　

発表3
新潟市における子育てソーシャルサポートに関する
実証的研究～妊娠・出産から青年期に至る包括的相
談支援システムの構築に向けて～

発表者 小池　由佳 (新潟県立大学　人間生活学部子ども学科)

座　長 佐久間　なおみ （新潟市福祉部）

特別講演 メディアが伝えない！新型タバコのリスク
演　者 田淵　貴大

（大阪国際がんセンターがん対策
センター疫学統計部　副部長）

座　長 齋藤　玲子 （新潟大学 国際保健学）

発表4
心不全患者における介護発生率と介護発生に関わる
臨床的因子の検討

発表者 藤木　伸也 （新潟大学 循環器内科学）

座　長 廣瀬　保夫 （新潟市民病院　救命救急・循環器病・脳卒中センター）

発表5
2020（令和2）年新潟市成人式における新成人喫煙状
況調査結果報告

発表者 関　 奈緒 (新潟大学  保健学研究科　看護学)

座　長 丸田　秋男 （新潟医療福祉大学 社会福祉学部）

第第1100回回　　地地域域医医療療研研究究助助成成発発表表会会　令和4年1月29日（土）　Zoomミーティングによるオンライン開催

発表1
難聴と認知機能低下の関連
〜補聴器による聴覚リハビリテーションの影響について〜

発表者 森田　由香 （新潟大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

座　長 中村　和利 （新潟大学 環境予防医学）

発表2
新潟県内における周産期女性のメンタルヘルスに影
響を与える因子についての実態調査および検討

発表者 小川　真貴 （新潟大学　精神医学）

座　長 高橋　善樹 （新潟市保健所）

発表3
新潟市における新型コロナウイルス感染症 (COVID-
19) 流行初期の疫学的特徴とゲノム解析

発表者 我妻　奎太 （新潟大学　国際保健学）

座　長 廣瀬　保夫 （新潟市民病院　救命救急・循環器病・脳卒中センター）

齋藤　玲子 （新潟大学 国際保健学）

発表者 小池　由佳 （新潟県立大学　人間生活学部　子ども学科）

座　長 井口　清太郎 （新潟大学　新潟地域医療学）

発表4
新潟市におけるCOVID-19の救急医療への影響調査
～中間報告～

発表者 佐藤　信宏 （新潟市民病院　救急科）

座　長 野島　晶子 （新潟市保健衛生部）

発表5
新潟市における医療的ケア児の災害支援基盤強化の検
討
～保護者の災害の備えに関する実態調査の報告～

発表者 田中　美央 （新潟大学　保健学研究科）

座　長 丸田　秋男 （新潟医療福祉大学 社会福祉学部）

特別講演 ナッジ理論で人を動かす
演　者 竹林 正樹 （青森県立保健大学　行動経済学研究者）

座　長 関　奈緒 （新潟大学　保健学研究科）

発表6

発表7

発表8

要支援高齢者の重度化予防に関する研究－「質」が保証
されたケアマネジメントモデルの構築に向けて－

新潟市における頭頸部がん検診の試み～結果報告～

新潟市における子育てソーシャルサポートに関する実証的
研究～妊娠・出産から青年期に至る包括的相談支援シス
テムの構築に向けて～

発表者 中井　良育 （新潟医療福祉大学　社会福祉学部　社会福祉学科）

座　長 佐久間　なおみ （新潟市福祉部）

発表者 岡部　隆一 （新潟大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科）

座　長

14：30　開会挨拶　新潟市医師会長　浦野正美
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閉会挨拶　新潟市医師会副会長　岡田　潔

発表8
新潟県内における周産期女性のメンタルヘルスに影
響を与える因子についての実態調査および検討

発表者 小川　真貴 （新潟大学　精神医学）

座　長 廣瀬　保夫 （新潟市民病院　救命救急・循環器病・脳卒中センター）

特別講演 地域共生社会の実現にむけて
演　者 原田　正樹 （日本福祉大学　社会福祉学部　社会福祉学科　教授）

座　長 丸田　秋男 （新潟医療福祉大学 社会福祉学部）

発表9
身体各部位の位相角と老年期疾患および歩行，バランス機能と
の関係-フレイル，ロコモティブシンドロームに着目した分析-

発表者 本間　大介 （新潟万代病院　リハビリテーション科）

座　長 関　奈緒 （新潟大学　保健学研究科）

発表6
難聴と認知機能低下の関連～補聴器による聴覚リハ
ビリテーションの影響について～

発表者 森田　由香 （新潟大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

座　長 佐藤　雄一郎 （日本歯科大学新潟生命歯学部　耳鼻咽喉科学）

発表7
人工知能診断の新潟市胃がん検診への導入による
効果と課題についての探索的研究

発表者 古川　浩一 （新潟市民病院　医療技術部・検査診断科・内科）

座　長 高橋　善樹 （新潟市保健所）

発表4
新潟市における医療的ケア児・者の災害支援基盤強
化の検討

発表者 田中　美央 （新潟大学　保健学研究科）

座　長 佐久間　なおみ （新潟市福祉部）

発表5
要支援高齢者の重度化予防に関する研究　－「質」が保
証されたケアマネジメントモデルの構築に向けて－

発表者 中井　良育 （新潟医療福祉大学　社会福祉学部　社会福祉学科）

座　長 夏目　久義 （新潟市保健衛生部）

発表2
新潟市の高齢者施設における新型コロナウイルス感
染症の血清疫学調査

発表者 我妻　奎太 （新潟大学　国際保健学）

座　長 井口　清太郎 （新潟大学　地域医療確保・地域医療課題解決支援）

発表3 新潟市におけるCOVID-19時代の救急応需調査
発表者 佐藤　信宏 （新潟市民病院　救急科）

座　長 岡田　潔 （岡田内科医院）

第第1111回回　　地地域域医医療療研研究究助助成成発発表表会会　令和5年1月28日（土）　Zoomミーティングによるオンライン開催

発表1
アントラサイクリン心不全の早期発見のための地域連
携の確立に向けた研究

発表者 大倉　裕二 （新潟県立がんセンター新潟病院　内科）

座　長 齋藤　玲子 （新潟大学 国際保健学）
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閉会挨拶　新潟市医師会副会長　橋本　謹也

第第99回回　　地地域域医医療療研研究究助助成成発発表表会会　令和3年1月30日（土）　Zoomミーティングによるオンライン開催

発表1
感覚器リハビリテーション介入による認知機能低下予
防に関する研究

発表者 森田　由香 (新潟大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科)

座　長 高橋　善樹 （新潟市保健所）

発表2
新潟県内における周産期女性のメンタルヘルスに影
響を与える因子についての実態調査および検討

発表者 小川　真貴 (新潟大学 精神医学)

座　長 井口　清太郎 （新潟大学　新潟地域医療学）　

発表3
新潟市における子育てソーシャルサポートに関する
実証的研究～妊娠・出産から青年期に至る包括的相
談支援システムの構築に向けて～

発表者 小池　由佳 (新潟県立大学　人間生活学部子ども学科)

座　長 佐久間　なおみ （新潟市福祉部）

特別講演 メディアが伝えない！新型タバコのリスク
演　者 田淵　貴大

（大阪国際がんセンターがん対策
センター疫学統計部　副部長）

座　長 齋藤　玲子 （新潟大学 国際保健学）

発表4
心不全患者における介護発生率と介護発生に関わる
臨床的因子の検討

発表者 藤木　伸也 （新潟大学 循環器内科学）

座　長 廣瀬　保夫 （新潟市民病院　救命救急・循環器病・脳卒中センター）

発表5
2020（令和2）年新潟市成人式における新成人喫煙状
況調査結果報告

発表者 関　 奈緒 (新潟大学  保健学研究科　看護学)

座　長 丸田　秋男 （新潟医療福祉大学 社会福祉学部）

第第1100回回　　地地域域医医療療研研究究助助成成発発表表会会　令和4年1月29日（土）　Zoomミーティングによるオンライン開催

発表1
難聴と認知機能低下の関連
〜補聴器による聴覚リハビリテーションの影響について〜

発表者 森田　由香 （新潟大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

座　長 中村　和利 （新潟大学 環境予防医学）

発表2
新潟県内における周産期女性のメンタルヘルスに影
響を与える因子についての実態調査および検討

発表者 小川　真貴 （新潟大学　精神医学）

座　長 高橋　善樹 （新潟市保健所）

発表3
新潟市における新型コロナウイルス感染症 (COVID-
19) 流行初期の疫学的特徴とゲノム解析

発表者 我妻　奎太 （新潟大学　国際保健学）

座　長 廣瀬　保夫 （新潟市民病院　救命救急・循環器病・脳卒中センター）

齋藤　玲子 （新潟大学 国際保健学）

発表者 小池　由佳 （新潟県立大学　人間生活学部　子ども学科）

座　長 井口　清太郎 （新潟大学　新潟地域医療学）

発表4
新潟市におけるCOVID-19の救急医療への影響調査
～中間報告～

発表者 佐藤　信宏 （新潟市民病院　救急科）

座　長 野島　晶子 （新潟市保健衛生部）

発表5
新潟市における医療的ケア児の災害支援基盤強化の検
討
～保護者の災害の備えに関する実態調査の報告～

発表者 田中　美央 （新潟大学　保健学研究科）

座　長 丸田　秋男 （新潟医療福祉大学 社会福祉学部）

特別講演 ナッジ理論で人を動かす
演　者 竹林 正樹 （青森県立保健大学　行動経済学研究者）

座　長 関　奈緒 （新潟大学　保健学研究科）

発表6

発表7

発表8

要支援高齢者の重度化予防に関する研究－「質」が保証
されたケアマネジメントモデルの構築に向けて－

新潟市における頭頸部がん検診の試み～結果報告～

新潟市における子育てソーシャルサポートに関する実証的
研究～妊娠・出産から青年期に至る包括的相談支援シス
テムの構築に向けて～

発表者 中井　良育 （新潟医療福祉大学　社会福祉学部　社会福祉学科）

座　長 佐久間　なおみ （新潟市福祉部）

発表者 岡部　隆一 （新潟大学　耳鼻咽喉・頭頸部外科）

座　長

14：30　開会挨拶　新潟市医師会長　浦野正美
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閉会挨拶　新潟市医師会副会長　岡田　潔

発表8
新潟県内における周産期女性のメンタルヘルスに影
響を与える因子についての実態調査および検討

発表者 小川　真貴 （新潟大学　精神医学）

座　長 廣瀬　保夫 （新潟市民病院　救命救急・循環器病・脳卒中センター）

特別講演 地域共生社会の実現にむけて
演　者 原田　正樹 （日本福祉大学　社会福祉学部　社会福祉学科　教授）

座　長 丸田　秋男 （新潟医療福祉大学 社会福祉学部）

発表9
身体各部位の位相角と老年期疾患および歩行，バランス機能と
の関係-フレイル，ロコモティブシンドロームに着目した分析-

発表者 本間　大介 （新潟万代病院　リハビリテーション科）

座　長 関　奈緒 （新潟大学　保健学研究科）

発表6
難聴と認知機能低下の関連～補聴器による聴覚リハ
ビリテーションの影響について～

発表者 森田　由香 （新潟大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

座　長 佐藤　雄一郎 （日本歯科大学新潟生命歯学部　耳鼻咽喉科学）

発表7
人工知能診断の新潟市胃がん検診への導入による
効果と課題についての探索的研究

発表者 古川　浩一 （新潟市民病院　医療技術部・検査診断科・内科）

座　長 高橋　善樹 （新潟市保健所）

発表4
新潟市における医療的ケア児・者の災害支援基盤強
化の検討

発表者 田中　美央 （新潟大学　保健学研究科）

座　長 佐久間　なおみ （新潟市福祉部）

発表5
要支援高齢者の重度化予防に関する研究　－「質」が保
証されたケアマネジメントモデルの構築に向けて－

発表者 中井　良育 （新潟医療福祉大学　社会福祉学部　社会福祉学科）

座　長 夏目　久義 （新潟市保健衛生部）

発表2
新潟市の高齢者施設における新型コロナウイルス感
染症の血清疫学調査

発表者 我妻　奎太 （新潟大学　国際保健学）

座　長 井口　清太郎 （新潟大学　地域医療確保・地域医療課題解決支援）

発表3 新潟市におけるCOVID-19時代の救急応需調査
発表者 佐藤　信宏 （新潟市民病院　救急科）

座　長 岡田　潔 （岡田内科医院）

第第1111回回　　地地域域医医療療研研究究助助成成発発表表会会　令和5年1月28日（土）　Zoomミーティングによるオンライン開催

発表1
アントラサイクリン心不全の早期発見のための地域連
携の確立に向けた研究

発表者 大倉　裕二 （新潟県立がんセンター新潟病院　内科）

座　長 齋藤　玲子 （新潟大学 国際保健学）
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